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楽天市場出店規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営するショッピング
モール「楽天市場」（以下「モール」という）へ
の「スタンダードプラン」および「メガショッ
ププラン」での出店に関し、甲と出店申込者
（以下「乙」という）との間の契約関係（以下
「本契約」という）を定めるものである。

第2条
出店の申込

1.	 乙は、モールにおいて物品の販売および
役務の提供（以下「販売等」という）を行う
こと（以下「出店」という）を希望する場
合、甲所定の方法により申込を行わなけ
ればならない。

2.	甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対
し、甲が管理するサーバ（以下「サーバ」と
いう）内の乙の出店用のページ（以下「出
店ページ」という）、販売等に必要となる
甲所定のWebサイトの枠組みおよびデ
ータベースシステム、ならびにモールお
よび出店ページを構成するソフトウェア
を、乙が本規約および甲乙間で適用され
る他の規約、ガイドラインその他の合意
事項（以下あわせて「本規約等」という）に
従って使用することを許諾する。

3.	甲は、前項のホームページの枠組み、デー
タベースシステムおよびソフトウェアに
ついて、甲の判断により自由にその仕様
を変更し、バージョンアップをすること
ができる。

4.	甲は、乙に対し、出店を承諾した場合、別
途甲が定める「R-Mail利用規約」に従い
R-Mailサービスを、「RMS全商品モバイ
ル対応サービス利用規約」に従いRMS
全商品モバイル対応サービスをそれぞれ
利用することを許諾する。

5.	乙は、甲が別途定める「楽天スーパーポイ
ント利用規約」および「楽天スーパーアフ
ィリエイト利用規約（出店者向け）」に従
い、楽天スーパーポイントプログラムお
よび楽天スーパーアフィリエイトプログ
ラムに参加しなければならない。

第3条
届出事項

1.	 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項を
あらかじめ甲に届け出るものとし、以下
の事項に変更がある場合にも同様とす
る。届出がなかったことによる損害は乙
の負担とする。
ア.	 商号（屋号）、代表者名および住所
イ.	 取扱商品および役務
ウ.	 出店についての責任者（以下「管理

責任者」という）の氏名、電子メール
アドレス、電話番号その他甲所定の
事項）

エ.	 代金の決済方法
オ.	 その他甲が指定する乙の業務に関

する事項
2.	甲が前項により届出のあった乙の住所に
書面を郵送した場合には、乙の受領拒
絶・不在その他の事情で書面が到達しな
かった場合または配達が遅延した場合で
も、通常到達する時期に到達したものと
みなす。

3.	甲が第1項により届出のあった乙の管理
責任者の電子メールアドレス（以下「届出
メールアドレス」という）に電子メールを
送信した場合には、当該電子メールは乙
が受信した時点または甲による送信後
24時間の経過のいずれか早い時点に到
達したものとみなす。

4.	甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定の
ページに連絡事項を掲示した旨を届出メ
ールアドレス宛に電子メールにより通知
した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の
確認をしなければならず、乙による確認
または当該電子メールが前項により到達
したとみなされた時点から24時間の経
過のいずれか早い時点に当該連絡事項
は乙に到達したものとみなす。

第4条
権利の譲渡等

乙は、モールに出店する権利その他本契約に
基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入そ
の他形態を問わず処分することはできない。

第5条
出店ページの開設

甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾し
た場合、サーバ内の甲が指定するURLに乙
の出店ページを開設するとともに、出店ペー
ジにアクセスするために必要となるIDおよ
びパスワードを発行する（出店ページの開設
日を以下「アカウント発行日」という）。

第6条
コンテンツの表示

1.	 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に
従い、販売する商品ないし提供する役務
（以下「商品等」という）についての情報等
（以下「コンテンツ」という）をアカウント
発行日から合理的期間内に制作する。

2.	乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、
次の事項を遵守する。
（1）	第18条その他本規約等に反する表

示をしないこと
（2）	わいせつ、グロテスクその他一般人

が不快感を覚える表示をしないこと
（3）	商品等に特定商取引に関する法律

が適用されるか否かにかかわらず、
同法11条および同法施行規則8条
により表示を義務づけられた事項に
ついて表示すること

（4）	前号のほか、以下の事項について表
示すること

ア.	 出店ページの管理責任者の氏名、電
話番号および電子メールアドレス

イ.	 営業時間、定休日等
ウ.	 商品等についての問合わせおよび

苦情は乙宛に行うべきこと
エ.	 甲指定のユーザ店舗評価ポイント

画面
オ.	 その他甲所定の事項

3.	甲は、第1項の規定に基づき乙の制作し
たコンテンツにつき審査を行うものと
し、そのコンテンツがモールにふさわし
いと認めた場合には、当該コンテンツを
利用した出店を許可し、その旨を乙に通
知するとともに、当該出店ページをモー
ル上に公開する。乙は当該通知を受領し
たときから、当該出店ページを利用して
販売等を行うことができる。ただし、甲が
最初の基本出店料の入金を確認できな
い場合はこの限りではない。

4.	乙は、出店後、第2項その他本規約等によ
り認められる範囲内で、出店ページ上の
コンテンツを改訂し、表示することがで
きる。乙は、コンテンツについては、常に
最新の情報をユーザに提供するよう、定
期的に更新を行う。

5.	甲は、乙の作成したコンテンツがモール
にふさわしくないと合理的に判断した場
合には、その内容および表示を変更する
ことができる。この場合、第22条第1項の
規定を適用する。

6.	乙が出店ページに登録可能な商品数（購
入期間終了後の商品や倉庫の中の商品
を含む）の上限は出店形態毎に別表（※ラ
イトプラン特約、プレミアムライトプラ
ン特約、がんばれ!プラン特約あり）に定
めるとおりとする。

第7条
販売方法

1.	 乙は、出店ページを閲覧した者から商品
等の注文・問い合わせ等その他出店ペー
ジの利用があった場合には、その者（以下
「顧客」という）との間で、商品等の送付、
代金の決済その他販売に必要な手続き
を直接行う。

2.	乙は、顧客との代金決済については、甲が
別途定める「楽天市場決済基本規約」の
定めに従うものとする。

3.	乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧
客であり、販売等に伴う権利・義務は乙
と当該顧客との間で発生することを明確

に表示する。
4.	乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引
に関する法律、割賦販売法、不当景品およ
び不当表示防止法、その他関係法令を遵
守する。

5.	乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着
遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、ま
たはコンテンツに関し第三者との間で著
作権、商標権等の知的財産権もしくは人
格権等に関する紛争が生じた場合には、
すべて乙の責任と負担において解決する
ものとする。また、甲が顧客その他の第三
者に損害賠償等の支払を余儀なくされた
場合には、乙はその全額を甲に支払うと
ともに、その解決のために要した弁護士
費用その他一切の諸経費を甲に支払う。

6.	甲は、乙と顧客その他の第三者との間の
紛争について、乙の同意を得ることなく、
当該顧客または第三者に対し当該紛争に
関する情報提供その他の援助を行うこと
ができる。

第8条
管理責任者

1.	 乙は、本契約に基づく出店および販売等
を行うに際して、以下の義務を負う。
（1）	管理責任者および出店ページを利

用した販売等に関与する者に対し、
モールに関するシステムおよびその
利用方法を十分理解させること

（2）	管理責任者に甲からのサポート等の
連絡に利用するメールボックスを管
理させること

2.	乙は、管理責任者を変更する際には、変更
後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対し
て通知するとともに、パスワードの変更
手続をしなければならない。

第9条
著作権等

1.	 出店ページに掲載する著作物およびデー
タベースシステムに登録する著作物につ
いては、甲が制作したものは甲が、乙が制
作したものは乙が、それぞれ著作権を有
する。

2.	乙は、乙以外の第三者が著作権を有する
著作物を出店ページに掲載またはデータ
ベースシステムに登録する場合、事前に
当該第三者から次に掲げる内容の許諾を
受けなければならない。
（1）	乙が利用・改変すること
（2）	甲および甲のグループ会社（以下

「甲ら」と総称する）が次項に定める
範囲で利用・改変すること

（3）	出店ページを閲覧した者その他甲
が認める第三者が本条第4項に定め
る範囲で利用・改変すること

3.	乙は、甲らに対し、前2項の乙または第三
者の著作物およびコンテンツについて、
甲が乙の店舗、モール、他の甲らのサービ
スのプロモーション、楽天市場のOEM供
給等のため、以下に定める媒体において、
必要な範囲において楽天市場内または提
携サイトからのハイパーリンク、楽天市
場のOEM供給等、甲が妥当と判断する
方法により無償で利用・改変することを
許諾する。なお、改変した範囲において、
乙は、著作者人格権を行使しないものと
し、第三者をして行使させないものとす
る。
（1）	甲らが運営するWebサイト、アプリ

ケーション
（2）	甲らが管理するSNSアカウント上

の投稿
（3）	甲らが配信するテレビCM、新聞・雑

誌等の広告
（4）	甲らが運営・参加するイベントで配

布する印刷物、投影資料
（5）	甲らの提携企業、甲らが提供するアフ

ィリエイトサービスの参加者が運営
するWebサイト、アプリケーション

4.	乙は、出店ページを閲覧した者その他甲
が認める第三者に対し、本条第1項の乙
または本条第2項の第三者の著作物およ
びコンテンツについて、甲が認める方法
により、当該第三者が自己の管理する
SNS等の媒体で利用・改変することを無
償で許諾する。

5.	 前２項の規定は、本契約終了後において
も引続きその効力を有するものとする。

第10条
業務委託

1.	 甲および乙は、自らの責任において業務
の全部または一部を第三者に委託するこ
とができる。

2.	 前項の場合、甲および乙は当該第三者に
対し、顧客情報の管理を徹底するととも
に本規約等を遵守させるものとし、当該
第三者によるいかなる行為に対しても責
任を負うものとする。

第11条
契約期間	
※ライトプラン特約、がんばれ！プラン特約あり

本契約の有効期間は、アカウント発行日から
1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前ま
でに甲または乙の一方から書面による解約
の意思表示がない限り、1年間延長されるも
のとし、以後も同様とする。

第12条
基本出店料	
※ライトプラン特約、がんばれ！プラン特約あり

1.	 乙は、甲に対し、基本出店料として別表
（※ライトプラン特約、プレミアムライト
プラン特約、がんばれ!プラン特約あり）
に定める出店形態毎の金額を支払う。

2.	乙は、基本出店料の6か月分を甲の定め
る期日までに前払いするものとする。た
だし、最初の6か月分の基本出店料につ
いては、アカウント発行日から20日以内
に前払いするものとする。

第13条
システム利用料

1.	 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用
する甲のデータベースシステムの利用料
ならびにモールにおける取引の安全性お
よび利便性の向上のためのシステム利用
料（以下あわせて「システム利用料」とい
う）として、本条に基づき算出される出店
ページにおける販売形態（通常商品・
RMS全商品モバイルなど甲所定の販売
方法をいう。以下同じ）毎の月間の売上高
（以下「基準売上高」という）に、別表（※ラ
イトプラン、プレミアムライトプラン特
約、がんばれ!プラン特約あり）の料率を
乗じた金額の合計額を支払う。

2.	 基準売上高は、乙が登録した商品等の販
売価格（消費税を含む）および送料の総
額を基準として計算される。

3.	 基準売上高は、顧客による商品等の購入
日を基準日として、当月1日から当月末日
までの期間について計算される。

4.	 基準売上高は、計算対象となる月の翌月
末日（以下「締め日」という）に確定する。
乙は、締め日までの間、売上の変更または
取消を甲所定の方法によりサーバに登録
することができ、乙がこの登録をしたと
きは、当該変更または取消は基準売上高
に反映される。乙は、締め日の翌日以降
は、基準売上高を変更することができな
い。

5.	甲は、乙による前項の変更または取消の
内容に疑義がある場合には、乙に対し、必
要な説明および資料提供を求めることが
できる。

6.	月の途中で本契約が終了した場合であっ
ても、基準売上高の締め日は、計算対象と
なる月の翌月末日とする。ただし、この場
合、乙は、契約終了日の翌日以降は、基準
売上高を変更することができない。

7.	 基準売上高は、サーバ上のデータをもと
に、甲が算定するものとする。乙は、毎月末
日時点において、甲所定の方法により当
該月の基準売上高を確認し、その内容に
異議がある場合には、甲に対し、甲所定の
期限までに、所定の方法によりこれを通
知しなければならない。乙がこの通知を
せず甲所定の期限が経過した場合には、
基準売上高は、甲算定の数値で確定する。

8.	甲は、乙に対し、締め日の翌月末日まで
に、基準売上高により計算された対象月

のシステム利用料を請求するものとし、
乙は、甲に対し、締め日の翌々月末日まで
に、甲が定める方法によりこれを支払う。

9.	乙が出店ページ上でまたは出店ページを
端緒とする顧客とのやりとりにおいて、
モール外での取引を行うよう誘導し、モ
ール外での取引を行った場合、乙は、甲に
対し、当該取引から生じる売上高につい
ても、システム利用料を支払わなければ
ならないものとする。

第14条
資料請求受付料

1.	 乙は、甲の資料請求に関するデータベー
スシステムを利用したときは、利用料（以
下「資料請求受付料」という）として、出店
ページにおける月間の顧客からの資料請
求の件数に、別表の単価を乗じた金額を
支払う。

2.	 資料請求受付料の資料請求が取り消さ
れた場合でも、資料請求受付料の減額は
行わない。

3.	 資料請求受付料の計算および支払いにつ
いては、第13条7項ないし9項を準用し、
「システム利用料」と同じ手続でこれを行
う。

第15条
出店料等の支払い

1.	 基本出店料、システム利用料、資料請求
等受付料その他本契約に関して乙から甲
に支払われる金銭（以下「出店料等」とい
う）の支払いについて必要となる費用は、
乙の負担とする。

2.	乙は、出店料等の支払いを期限までにし
ない場合、甲に対し、当該期限日から完済
日まで年利14.5％の遅延損害金を支払
うものとする。

3.	乙が甲に対して支払った出店料等は、途
中で本契約が終了した場合、その他事由
のいかんを問わず返還しないものとする。

4.	甲が乙に債務を負担する場合は、甲は乙
に対する債権の弁済期の到来の有無を
問わず、いつでも当該債権と甲が乙に対
して負担する債務とを対当額にて相殺す
ることができる。

5.	 前項に規定する相殺権を行使するため、
債権金額の確定に一定の期間を経過す
る必要があるときは、当該期間に限り、甲
は乙に対する債務の弁済を留保すること
ができるものとし、当該留保期間中、一切
の損害金等は発生しないものとする。

第16条
顧客情報

1.	 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の
名称・住所その他の属性に関する情報（以
下「属性情報」という）およびモールにお
ける購入履歴その他モールの利用に関す
る情報（以下「利用情報」といい、属性情報
とあわせて「顧客情報」という）の取扱い
につき、顧客から以下の承諾を得る。
（1）	甲および顧客から顧客情報の共有に

つき許諾を受けた甲らは、メールマガ
ジンの送付等、自己の営業のために
顧客情報を利用することができる。

（2）	乙は、顧客の属性情報および乙の出
店ページにおける利用情報を、モー
ルの出店ページ運営のために必要
な範囲で利用することができる。

2.	甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客
のプライバシー保護およびモールの信頼
性維持の観点から、乙に開示する種類、範
囲等について、甲が適当と判断する制限
措置を講じることができる。

3.	乙は顧客情報（甲から開示された情報の
ほか出店ページの運営に関連して乙が直
接取得した情報を含む。以下同じ）を、本
規約によって認められかつ第1項により
顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客
のプライバシーおよびモール全体の利益
に配慮して利用しなければならない。ま
た、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償
を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱
わせてはならない。ただし、乙は、決済業
務および配送業務を委託している決済業
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別表については、「ライトプラン別
表」のとおりとする。

がんばれ！プラン特約

本特約は、「楽天市場」（以下「モール」という）
への「がんばれ!プラン」（以下「本プラン」と
いう）での出店の申込を行った者（以下「乙」
という）と楽天株式会社（以下「甲」という）と
の間の契約関係（以下「本契約」という）につ
いて、楽天市場出店規約（以下「出店規約」と
いう）の特約を定めるものである。本特約に
規定する第11条、第12条、第25条および別
表については、出店規約の規定は適用されず
以下の規定が適用されるものとし、それ以外
の条項については、出店規約がそのまま適用
される。

第11条
契約期間

1.	 本契約の有効期間は、アカウント発行日
から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ
月前までに甲または乙の一方から書面に
よる解約の意思表示がない限り、1年間
延長されるものとし、以後も同様とする。

2.	 本プランは期間限定の特別プランであり、
甲は、本プランの廃止を決定することがで
きる。この場合、乙が前項の有効期間（有
効期間が延長された場合は当該延長され
た有効期間をいう。以下同じ。）満了のとき
までに第25条に基づき他の出店プランへ
の変更を行わないときは、前項但書にかか
わらず本契約は延長されず、有効期間満
了をもって終了するものとする。

3.	 前項にかかわらず、甲が、本プランの廃止
にあたり、総合的にみて本プランと同等
またはより乙に有利な条件の他の出店プ
ランに基づく本契約の継続を乙に提案し
た場合、乙は甲所定の方法により当該他
の出店プランに基づく本契約の継続を希
望しない旨の意思表示を行わない限り、
当該他の出店プランに基づく本契約の継
続を承認したものとみなし、有効期間満
了と同時に当該他の出店プランに切り替
えて本契約を継続更新するものとする。

第12条
基本出店料

1.	 乙は、甲に対し、基本出店料として別表に
定める出店形態毎の金額を支払う。

2.	乙は、12か月分の基本出店料を、アカウ
ント発行日から20日以内に前払いする
ものとする。但し、第11条第1項但書によ
る延長後の基本出店料については、6か
月分を甲の定める期日までに前払いする
ものとする。

第25条
出店プラン・出店形態の変更

乙は、甲所定の方法により申込を行い、甲が
乙の出店プランの変更を承諾した場合には、
甲所定の追加基本出店料を支払うことによ
り、当該時点で甲が提供する他の出店プラン
への変更を行うことができる。

以上
2017年8月1日改定

附則

乙が甲に対し楽天ペイ（楽天市場決済）の利
用を申し込み、楽天ペイ（楽天市場決済）基本
規約に基づく契約を甲と締結した場合、本契
約第７条第２項は以下のとおり読み替える
ものとする。

第７条
販売方法

2.	乙は、顧客との代金決済については、甲が
別途定める「楽天ペイ（楽天市場決済）基
本規約」の定めに従うものとする。

	 甲は、別途乙に対し指定する場合を除き、
出店料等を楽天ペイ（楽天市場決済）基
本規約に基づき乙に対して支払われる精
算金から差し引いて受領するものとす
る。なお、甲は出店料等の支払期日後、最
初に到来する甲から乙への精算金の支払
日にこれを差し引くものとし、支払期日

から最初の精算金の支払日までの間、本
契約第15条第2項に定める遅延損害金を
課さないものとする。乙は、甲の提供する
チャージバック補償の適用を受ける場
合、別途甲所定の書式に必要な情報を記
入のうえ提出しなければならない。

R-Mailクリック
インセンティブ機能

利用規約

第1条

総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）が提供するR-Mailクリックインセン
ティブサービス（以下「本サービス」とい
い、第2条第1号で定義する）に関し、	楽
天市場の出店者（以下「乙」という）が遵守
すべき事項及び甲乙間の契約関係を定め
るものである。

2.	 本規約はR-Mail利用規約の下位規約と
なるものであり、本規約に定めのない事
項については楽天市場出店規約及び
R-Mail利用規約（以下総称して「出店規
約等」という）の規定が適用される。

3.	乙は、本サービスの全部または一部の利
用を申し込むに際し、本規約を承認のう
え、甲所定の方法により申し込みを行う
ものとする。	なお、甲は、乙が本サービ
スを利用し、または本サービスの利用申
込を行った場合には、乙が本規約に同意
したものとみなすものとする。

4.	甲は、必要と認めるときに、乙への事前の
通知なく本規約を改定できるものとし、
改定後は、改定後の本規約を適用するも
のとする。	なお、乙が本規約の改定後に
本サービスを利用した場合、甲は乙が改
定後の本規約に同意したものとみなす。

第2条
用語の定義

本規約において、以下の用語は以下の意味を
有するものとする。また、本規約の各用語で
本規約に別段の定めのないものについては
出店規約等の各用語と同一の意味を有する
ものとする。
（1）	「本サービス」とは、甲が乙に対して、乙

の出店ページへのユーザの誘導を目的
として、乙がR-Mailサービスまたは
R-Mail	Plusサービスを利用して作成、
送信するメール内に、出店ページ内の乙
が指定するページ（以下「ポイント対象
ページ」という）へとリンクする専用バ
ナー広告または専用URL（以下「リンク
等」という）を設置する機能を提供する
サービス、付与対象期間内にリンク等を
経由してポイント対象ページにアクセ
スした対象ユーザに対して乙が原資を
負担する楽天スーパーポイント（以下
「ポイント」という）を付与するサービス
及びこれらに付随するサービスをいう。

（2）	「対象ユーザ」とは、楽天会員のユーザで
あって、乙から自己の楽天会員登録情報
に登録しているメールアドレス宛に送
信されたメールのリンク等を経由して
ポイント対象ページにアクセスしたも
のをいう。

（3）	「付与対象期間」とは、対象ユーザによる
ポイント対象ページへのアクセスが、ポ
イント付与対象として承認される期間を
いい、乙がリンク等が設置されたメール
をユーザに送信した日から7日間とする。

第3条
ポイント付与等

1.	 甲は、対象ユーザが、付与対象期間の間に
ポイント対象ページにアクセスしたこと
を甲所定の方法で確認した場合、当該会
員ユーザに対して、メール1通につき1ポ
イントのポイントを付与する。

2.	乙は、前項に基づき甲が対象ユーザに付
与したポイントについて、その原資を負
担する。

3.	乙の原資負担の対象となるポイント付与
数は、当月1日から当月末日までに付与対

象期間が終了するポイント対象ページへ
のアクセス数に基づき、月ごとに計算す
るものとする（以下、ある月について計算
された本サービス利用により乙が負担す
るポイント数を「月間付与ポイント数」と
いう）。

4.	月間付与ポイント数は、計算対象となる
月の翌月25日（以下「締め日」という）に
確定する。

5.	月間付与ポイント数の算定については、
出店規約第13条第7項の規定の「基準売
上高」を「月間付与ポイント数」と読み換
えて適用する。

6.	ポイント原資の支払いについては、出店
規約第13条第8条の規定の「基準売上
高」を「月間付与ポイント数」、「システム
利用料」を「ポイント原資」とそれぞれ読
み換えて適用する。なお、銀行振込手数料
その他支払いに要する費用は、乙の負担
とする。

以上
2010年8月23日

RMS全商品
モバイル対応サービス

利用規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営する楽天市場モー
ル（以下「モール」という）の出店者（以下「乙」
という）が、RMS全商品モバイル対応サービ
ス（以下「本サービス」という）を利用するに
当たり、甲と乙との間の契約関係につき定め
るものである。

第2条
用語の定義

（1）	出店規約とは、乙に適用される楽天市場
出店規約をいう。また、出店規約に従い
甲乙間に成立した契約関係を、出店契約
という。

（2）	出店規約において定義された用語は、本
規約においても同一の意味を有するも
のとする。

第3条
利用方法

（1）	本サービスは、乙がモールにおいて販売
等を行う商品等について、携帯端末を介
した販売等を行うことを可能にするも
のであり、その内容は、本規約に規定す
るほか、別途甲が定める利用手引、ガイ
ドライン、ルール等（以下「利用手引等」
という）に記載の通りとする。

（2）	乙は、出店契約の有効期間中に限り本サー
ビスを利用することができる。

（3）	乙は、本サービスの利用にあたり、本規
約のほか、利用手引等の記載事項ならび
に甲が必要に応じて行う指導および指
示に従うものとする。

第4条
モバイルコンテンツの作成

乙は、本サービスのためのコンテンツを作成
するにあたっては、携帯端末における表示が
限定的であることに配慮し、特定商取引法そ
の他法令を遵守するとともに、顧客に販売等
の内容が明確に認識できるよう注意する。	
甲はコンテンツについて何ら関与せず、いか
なる保証もしない。

第5条
システム利用料

本サービスの利用にあたっての甲のデータ
ベースシステムの利用料（以下「システム利
用料」という）については出店規約に定める
ものとする。

第6条
出店規約の準用

本規約に定めのない事項については、出店規
約の規定が準用される。この場合、出店規約
における「出店ページ」は「モバイル出店ペー
ジ」と、「モール」は「RMS全商品モバイルモ
ール」とそれぞれ読み替えて適用するものと
する。

以上
2003年9月1日改定

楽天スーパーポイント
利用規約

（出店者向け）

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）と、甲がインターネット上で運営する
楽天市場モール（以下「モール」という）の
出店者（以下「乙」という）との間で、「楽天
スーパーポイント」（以下「ポイント」とい
う）の付与および使用に関し定めるもの
である。

2.	 本規約は乙に適用される楽天市場出店規
約（以下「出店規約」という）の一部となる
ものであり、本規約に定めのない事項に
ついては出店規約が適用される。また、出
店規約において定義された用語は本規約
においても同じ意味を有する。

第2条
楽天スーパーポイント

「楽天スーパーポイント」とは、甲が、楽天会員
登録をしたユーザ（以下「会員」という）に提供
するポイントプログラム（以下「本プログラ
ム」という）である。本プログラムの内容は、甲
が本規約、楽天スーパーポイント利用規約
（会員向け）その他の規定等により定める。

第3条
店舗利用によるポイントの付与

1.	 会員が甲の指定する方法で、乙がモール
で運営する店舗（以下「乙店舗」という）で
買い物をした場合、甲は当該会員に対し、
商品代金に対し甲が定める付与率でポイ
ントを付与する。ただし小数点以下は切
り捨てとする。

2.	 前項のポイント付与の対象となる取引
（以下「付与対象取引」という）は、乙店舗
における通常購入、RMS全商品モバイル
対応サービス、モバイルコマースのすべ
てとする。ただし、甲は、その判断により、
付与対象取引を制限または追加すること
ができる。

3.	乙は、甲の定める条件に従い、甲の定める
範囲内で付与対象取引に対する割増ポ
イントを付与することができる。乙は割
増付与を希望するときは、予め甲所定の
方法により登録を行う。この場合、甲は、
付与対象取引について、会員に割増ポイ
ントを付与する。

第4条
ポイントの原資負担

1.	 乙は、付与対象取引に対して甲が付与し
たポイントについて、甲が定める割合で、
その原資を負担する。

2.	乙の原資負担の対象となるポイント付与
数は、月ごとに計算されるものとする（以
下、ある月について計算された乙店舗に
おける付与ポイント数を「月間付与ポイ
ント数」という）。

3.	月間付与ポイント数の計算、確定および
変更については、出店規約第13条第2項
ないし第7項の規定の「基準売上高」を
「月間付与ポイント数」と読み換えて適用
する。	月間付与ポイント数は、乙が登録
した商品等の代金（消費税を含む）を基準
として計算され、送料は含まれない。ただ
し、乙が送料を商品等の代金に含めて登
録していた場合は、この限りではない。な
お、その他、月間付与ポイント数の計算、

確定および変更については、出店規約第
13条第3項ないし第7項の規定の「基準
売上高」を「月間付与ポイント数」と読み
換えて適用する。

4.	ポイント原資の支払いについては、出店
規約第13条第8項の規定の「基準売上
高」を「月間付与ポイント数」、「システム
利用料」を「ポイント原資」とそれぞれ読
み換えて適用する。なお、銀行振込手数料
その他支払いに要する費用は乙の負担と
する。

第5条
ポイントの利用

1.	 会員は、甲の指定する方法で乙店舗で買
い物をする場合、保有するポイントを甲
が定める換算率で、支払方法として利用
することができるものとし、乙はこれを
受け付ける。

2.	 前項のポイント利用の対象は、商品代金、
送料、包装料、消費税その他会員が乙に
対して支払う一切の金額とする。	ただ
し、甲は、その判断によりポイント利用の
範囲を制限することができる。

3.	 第1項のポイント利用の対象となる取引
（以下「利用対象取引」という）は、乙店舗
における通常購入、RMS全商品モバイル
対応サービス、モバイルコマースのすべ
てとする。	ただし、甲は、その判断により
利用対象取引を制限または追加すること
ができる。

4.	乙は、乙店舗において会員がポイントの
利用を希望したときは、甲所定の方法に
より、当該会員が保有するポイント残高
その他ポイント利用可否を確認しなけれ
ばならない。

第6条
利用ポイントの精算

1.	 甲は、乙に対し、乙店舗で会員が利用した
ポイントに対し、その利用を精算するた
め甲が定める換算率で金銭（以下「精算
金」という）を支払う。

2.	 前項の精算の対象となる乙店舗における
利用ポイント数は、月ごとに計算される
ものとする（以下ある月について計算さ
れた乙店舗における利用ポイント数を
「月間利用ポイント数」という）。
3.	月間利用ポイント数の算定については、
出店規約第13条第3項、第5項ないし第7
項の規定の「基準売上高」を「月間利用ポ
イント数」と読み換えて適用する。

4.	月間利用ポイント数は、当該利用対象取
引の基準日の翌月末日（以下「利用締め
日」という）に確定するものとする。乙は
利用締め日までに利用対象取引の確認を
行わなければならない。	乙がこの確認
を利用締め日までに行わなかった場合
は、月間利用ポイント数に算入されず、甲
は乙に対して金銭を支払わない。

第7条
ポイント利用の取消

1.	 乙は、利用締め日までの間に会員からの
申し出などにより利用対象取引の取消、
価格の変更などがあった場合、甲所定の
方法により当該取消または変更をサーバ
に登録しなければならない。乙がこの登
録を行った場合は、当該利用対象取引に
かかるポイント利用は取消または変更さ
れる。

2.	 会員が利用対象取引代金の一部につい
てポイントを利用し、その後前項の利用
対象取引の取消または変更により価格が
減額された場合には、まず他の支払方法
による代金返還を行い、それでも返還を
必要とする金額に不足がある場合に、当
該不足額についてポイント利用の取消を
行うものとする。

3.	 第1項の利用対象取引の変更により利用
対象取引の代金が増額された場合は、増
額分の支払いは他の方法により行われる
ものとする。ただし、会員が代金全額をポ
イントで支払うことを選択していた場合
は、増額分の支払いにつき、まずポイント
が充当されるものとし、当該会員が保有
するポイントの残額が増額分に不足する

者および配送業者に対して、本条と同等
の守秘義務を課した上で、代金決済およ
び商品等の配送に必要な範囲で、顧客情
報を開示することができる。

4.	乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾
した場合を除き顧客情報を利用すること
はできない。また、乙は契約終了にあたっ
て甲の管理下にある顧客情報を抽出して
はならない。

5.	乙は、乙が個人情報の保護に関する法律
上の個人情報取扱事業者に該当するか
否かを問わず、同法に定める個人情報取
扱事業者としての義務等を遵守しなけれ
ばならない。

6.	乙は、顧客情報の漏洩が楽天市場の信用
を毀損する等、その他楽天市場全体に重
大な影響を及ぼすおそれがあることを十
分認識し、顧客情報の適切な保存および
廃棄方法の確立、情報管理責任者の選
任、従業員教育の実施等、顧客情報が外
部に漏洩しないよう必要な措置をとらな
ければならない。万一、乙より顧客情報が
他に漏洩した場合は、乙は、故意または過
失の有無を問わず、これにより甲らにお
いて生じた一切の損害および費用負担
（顧客へのお詫びに要した費用および弁
護士費用を含む）を賠償する責に任ずる。

7.	 第4項ないし前項の規定は、本契約終了
後においても引続きその効力を有するも
のとする。

第17条
守秘義務

1.	 甲および乙は、本契約期間中または契約
終了後にかかわらず、本契約および本契
約に関連して知り得た情報、その他相手
方の機密に属すべき一切の事項を第三
者に漏洩・開示・提供してはならない。た
だし、あらかじめ相手方の書面による承
諾を得た場合には、この限りではない。

2.	甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国
の機関等により要請された場合または甲
が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の
権利、財産の保護のためもしくはモールの
運営のため必要と判断した場合、甲のグ
ループ会社、国の機関等または守秘契約
を締結した提携会社に対し、乙に関する
個人情報を含めた情報を開示、交換する
ことができる。

第18条
禁止事項

1.	 乙は、以下の行為を行ってはならない。
（1）	法令の定めに違反する行為または

そのおそれのある行為
（2）	公序良俗に反する行為
（3）	日本通信販売協会が定める広告に

関する自主基準に違反する行為
（4）	消費者の判断に錯誤を与えるおそ

れのある行為
（5）	甲、他の出店者または第三者に対し、

財産権（知的財産権を含む）の侵害、
名誉・プライバシーの侵害、誹謗中
傷、その他の不利益を与える行為ま
たはそのおそれのある行為

（6）	第6条第3項の出店許可の前に出店
ページを第三者に公開する行為（出
店ページの宣伝広告およびその
URLの告知を含む）または出店ペー
ジを利用した販売等を行う行為

（7）	モール外の店舗の宣伝、外部Webサ
イトへのハイパーリンク、電話・
FAX・電子メールなどを利用したサ
イト外取引についての優遇措置の
表示、その他の方法により顧客をモ
ール外の取引に誘引する行為

（8）	モールの利用を通じて取得した電
子メールアドレスに対し、R-Mail以
外の方法により広告・宣伝を内容と
する電子メールを配信する行為

（9）	本契約終了後に、モールの出店ペー
ジ運営に関連し取得したメールアド
レスその他の顧客情報を利用する
行為（広告・宣伝を内容とする電子
メールの配信その他の勧誘を含む
が、これに限られない）

（10）	甲と同種または類似の業務を行う行為
（11）	甲のサービス業務の運営・維持を妨

げる行為
（12）	モールに関し利用しうる情報を改ざ

んする行為
（13）	有害なコンピュータプログラム、メ

ール等を送信または書き込む行為
（14）	サーバその他甲のコンピュータに不

正にアクセスする行為
（15）	甲が別途禁止行為として定める行為
2.	乙は、法令により販売が禁止されている
商品等、第三者の権利を侵害するおそれ
のある商品等、甲が別途販売禁止として
乙に通知した商品等またはモールのイメ
ージに合致しないと甲が判断した商品等
の販売をすることができない。

3.	乙が第1項に定める禁止行為を行った場
合には、甲は、別途定めるガイドラインの
規定等に従い、禁止行為の内容等に応じ
た違約金請求を行うことができ、乙は、違
約金の支払いに直ちに応じなければなら
ない。

第19条
パスワードの管理等

1.	 乙は、第5条に基づき甲から発行された
パスワードについて、第三者に知られな
いよう管理し、定期的に甲所定の方法に
よりパスワードの変更登録を行うなど、
パスワードの盗用を防止する措置を乙の
責任において行う。

2.	乙は、コンテンツの送信その他モールへ
のアクセスに際しては、甲所定の方法に
より、甲より発行されたIDおよびパスワ
ードを入力しなければならない。甲は、コ
ンテンツの送信その他モールへのアクセ
スについて、送信されたIDおよびパスワ
ードがいずれも乙が登録したものである
場合には、乙からの送信として取り扱う
こととし、不正使用その他の事故等によ
り生じた損害については一切責任を負わ
ない。

第20条
サービスの一時停止

乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサー
ビス（以下「サービス」という）について、以下
の事由により乙に事前に通知されることな
く一定期間停止される場合があることをあ
らかじめ承諾し、サービス停止による基本出
店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しな
いこととする。
（1）	甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修

理、補修、改良等のための停止
（2）	コンピュータ、通信回線等の事故、障害

による停止
（3）	甲、顧客、他の出店者その他の第三者の

利益を保護するため、その他甲がやむを
得ないと判断した場合における停止

第21条
出店停止等

1.	 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当
する場合には、乙の出店の停止、乙が表示
したコンテンツの削除、出店停止理由の
公表その他の必要な措置を取ることがで
きる。この場合、乙は速やかに甲の指示に
従い、改善措置をとらなくてはならない。
なお、本条の定めは第26条に定める甲に
よる本契約の解除・解約を妨げない。
（1）	第26条第1項に定める事由が生じた

とき
（2）	乙の店舗において商品等を購入し

た顧客から商品等の不着、到着遅延
または返金等に関する苦情が頻発
したとき

（3）	その他甲が消費者保護の観点など
から出店停止等の措置が必要と判
断したとき

2.	 前項に基づき乙が出店停止等の措置を
受けている場合であっても、乙は、第12
条ないし第14条に基づく基本出店料、シ
ステム利用料および資料請求受付料の
支払義務を負うものとする。

第22条
免責

1.	 甲は、乙が出店に関して被った損害（サー

バまたはソフトウェアの障害・不具合・
誤動作、本契約に基づく出店ページの全
部または一部の滅失、サービスの全部ま
たは一部の停止、乙の出店停止、顧客との
取引等によるものを含むが、それらに限
られず、またその原因のいかんを問わな
い）について、賠償する責を負わない。

2.	甲は、乙に対する事前の承諾なく、モール
の仕様等の変更もしくは追加またはサー
ビスの停止もしくは廃止を行うことがで
きる。

3.	甲は、サーバに障害が発生した等の理由
により、モールにおける乙の店舗運営に
支障が生じると甲が判断した場合には、
混乱防止のために必要となる措置を取る
ことができる。

第23条
付随サービス

1.	 乙は、本規約に基づくサービスに付随す
るサービス（以下「付随サービス」という）
について、第5条に基づき甲が乙に対し
て発行したIDおよびパスワードを使用
して甲所定の方法により契約の申込をす
ることができる。

2.	 前項の当該申込に対して甲が承諾をした
ときに当該付随サービスに関する契約は
有効に成立する。

3.	 付随サービスに関する事項で、付随サー
ビスの規約に定めのない事項については
本規約の規定を準用する。

第24条
乙による解約	
※ライトプラン特約あり

1.	 乙は、アカウント発行日から1年を経過す
るまでは、甲に対し基本出店料1年分から
既払いの基本出店料を控除した金額お
よび解約日までのシステム利用料、資料
請求受付料および付随サービスの利用
料（以下あわせて「システム利用料等」と
いう）を支払った上で甲所定の書面を提
出することにより、本契約を解約するこ
とができる。

2.	乙は、アカウント発行日から1年を経過し
た後は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の
方法により書面にて申し入れることによ
り、本契約を解約することができる。この
場合、乙は、解約日までの基本出店料を解
約日までに、システム利用料等を甲が指
定する期日までにそれぞれ支払うものと
する。

第25条
出店プラン・出店形態の変更

乙は、出店プランを変更することはできな
い。ただし、甲所定の方法により申込を行い
甲が乙の出店プランの変更を承諾した場合、
乙は甲所定の追加基本出店料を支払うこと
により出店プランを変更することができる。
（※ライトプラン特約、がんばれ!プラン特約
あり）

第26条

甲による解除・解約

1.	 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当
した場合には、何らの催告なしに本契約
を解除するとともに、直ちに乙の出店ペ
ージをモールおよびサーバから削除する
ことができる。
（1）	本規約等に違反したとき
（2）	手形または小切手の不渡りが発生

したとき
（3）	差押え、仮差押え、仮処分その他の

強制執行または滞納処分の申し立
てを受けたとき

（4）	破産、民事再生、会社更生、会社整理
または特別清算の申し立てがされた
とき

（5）	前3号の他、乙の信用状態に重大な
変化が生じたとき

（6）	解散または営業停止状態となったとき
（7）	甲による連絡が取れなくなったとき
（8）	販売方法、取扱商品、その他業務運

営について行政当局による注意ま
たは勧告を受けたとき

（9）	販売方法、取扱商品、その他業務運
営が公序良俗に反しまたはモールに
ふさわしくないと甲が判断したとき

（10）	アカウント発行日から6ヶ月以内に第
6条3項に基づく出店（出店ページを
モール上に公開する）許可がなされな
い場合（※ライトプラン特約あり）

（11）	本項各号のいずれかに準ずる事由
があると甲が判断した場合

（12）	その他甲が乙との出店契約の継続
が困難であると判断した場合

2.	甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前ま
でに書面で相手方に通知することにより
本契約を解約することができる。

3.	乙が第1項各号の事由のいずれかに該当
した場合には、乙は、甲からの通知催告等
がなくても、甲に対する一切の債務につ
き当然に期限の利益を失い、直ちに債務
を弁済することとする。

4.	乙が以下の事由のいずれかに該当した場
合には、甲からの請求によって、乙は、甲
に対する一切の債務につき期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済することとする。
（1）	第21条第1項に基づく出店停止措置

を受けている場合で、かつ、速やかに
甲の指示に従った改善措置を行わ
ずまたは行う見込みがない場合

（2）	前各号のほか債権保全を必要とす
る相当の事由が生じた場合

5.	甲は、第6条3項に基づく出店（出店ペー
ジをモール上に公開する）許可をするま
では、乙から既に受領した基本出店料を
返還することにより、本契約を直ちに解
約することができる。

6.	 第1項、第2項または前項により本契約が
終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備
投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じ
た損害につき一切責任を負わない。

第26条の2
反社会的勢力との関係を	
理由とする解除

1.	 甲は乙が次の各号の一つにでも該当する
と判断した場合は、乙に何らの催告なく
本契約を解除し、直ちに乙の出店ページ
をモールおよびサーバから削除すること
ができる。
（1）	暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、

暴力団関係者、その他の反社会的勢
力（以下あわせて「暴力団等」という）
である場合、または過去に暴力団等
であった場合

（2）	暴力団等が事業活動を支配する個
人または法人であるとき

（3）	役員または従業員のうちに暴力団
等に該当する者がある場合

（4）	乙（乙が法人である場合はその役
員）が刑事事件によって逮捕もしく
は勾留された場合または乙が刑事
訴追を受けた場合

（5）	自らまたは第三者を利用して、甲ま
たは顧客に対して、詐術、粗野な振
舞い、合理的範囲を超える負担の要
求、暴力的行為または脅迫的言辞を
用いるなどした場合

（6）	甲または顧客に対し、自身が暴力団
等である旨を伝え、または自身の関
係団体もしくは関係者が暴力団等
である旨を伝えるなどした場合

2.	 第26条3項及び5項の規定は、前項によ
り甲が本契約を解除した場合に準用す
る。

第27条
準拠法、合意管轄裁判所

本規約は日本法に基づき解釈されるものと
し、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合
は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁
判所または東京簡易裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とする。

第28条
規約の変更

1.	 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく
本規約および本規約に付随する規約の
内容を変更することができる。

2.	 本規約または本規約に付随する規約の変

更については、甲が変更を通知（甲のサー
バ内で乙がIDおよびパスワードでアク
セスできる部分に掲示した場合を含む）
した後において、乙が出店を継続した場
合には、乙は新しい規約を承認したもの
とみなし、変更後の規約を適用する。

楽天プレミアムライトプラン特約

本特約は、「楽天市場」（以下「モール」という）
への「楽天プレミアムライトプラン」（以下
「本プラン」という）での出店の申込を行った
者（以下「乙」という）と楽天株式会社（以下
「甲」という）との間の契約関係（以下「本契
約」という）について、楽天市場出店規約（以
下「出店規約」という）の特約を定めるもので
ある。別表については、出店規約の規定は適
用されず以下の規定が適用されるものとし、
それ以外の条項については、出店規約がその
まま適用される。
※	出店規約第6条6項（出店ページに登録可
能な商品数の上限）、第12条1項（基本出
店料）および第13条1項（システム利用料
の料率）に定める別表については、「楽天
プレミアムライトプラン別表」のとおり
とする。

楽天ライトプラン特約

本特約は、「楽天市場」（以下「モール」という）
への「楽天ライトプラン」（以下「本プラン」と
いう）での出店の申込を行った者（以下「乙」
という）と楽天株式会社（以下「甲」という）と
の間の契約関係（以下「本契約」という）につ
いて、楽天市場出店規約（以下「出店規約」と
いう）の特約を定めるものである。本特約に
規定する第11条、第12条、第24条、第25条、
第26条1項（10）号および別表については、
出店規約の規定は適用されず以下の規定が
適用されるものとし、それ以外の条項につい
ては、出店規約がそのまま適用される。

第11条
契約期間

本契約の有効期間は、アカウント発行日から
3ヶ月間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前
までに甲または乙の一方から書面による解
約の意思表示がない限り、3ヶ月延長される
ものとし、以後も同様とする。

第12条
基本出店料

乙は、基本出店料の3ヶ月分を甲の定める期
日までに前払いするものとする。ただし、最
初の3ヶ月分の基本出店料については、アカ
ウント発行日から20日以内に前払いするも
のとする。

第24条
乙による解約

乙は、第11条の規定にかかわらず、甲に対し
解約日までの未払基本出店料、システム利用
料、資料請求受付料および付随サービスの
利用料を支払うことにより、本契約を解約す
ることができる。

第25条
出店プラン・出店形態の変更

乙は、甲所定の方法により申込を行い、甲が
乙の出店プランの変更を承諾した場合には、
甲所定の追加基本出店料を支払うことによ
り、メガショッププランまたはスタンダード
プランへの出店プラン変更を行うことがで
きる。

第26条
甲による解除・解約

1.（10）	 	アカウント発行日から3ヶ月以内に
第6条3項に基づく出店（出店ページ
をモール上に公開する）許可がなさ
れない場合

	 	 	※出店規約第6条6項（出店ページに
登録可能な商品数の上限）、第12条
1項（基本出店料）および第13条1項
（システム利用料の料率）に定める
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第5条
会員によるクーポンの利用

1.	 会員は、甲の指定する方法により乙店舗
で買い物をするに際し、保有するクーポ
ンの利用条件を満たした場合には、乙店
舗での支払いにおいて当該クーポンを利
用することができるものとし、乙はこれ
を受付ける。

2.	 前項のクーポンの利用対象は、商品代金、
送料、包装料、消費税、その他会員が乙に
対して支払う一切の金額のうち、クーポ
ンごとに定められる項目とする。

3.	 第1項のクーポンの利用対象となる取引
（以下「利用対象取引」という）は、乙店舗
における通常購入、RMS全商品モバイル
対応サービス、モバイルコマースのすべ
てとし、クーポンごとに定められる内容
及び利用条件等による。

4.	甲は、自己の判断により前二項に定める
利用対象及び利用対象取引を制限また
は追加することができる。

5.	乙は、会員がクーポンを利用した取引に
ついて、当該クーポンに定められた決済
に充当すべき金額（以下「クーポン金額」
という。）を控除した金額を会員に対して
請求する。

6.	乙は、会員が甲所定の方法により注文を
完了した後にクーポンの利用を申し出た
場合、これを受付けてはならない。

7.	甲が会員の保有するクーポンを取り消し
た場合で、乙に対し、当該クーポンを利用
した取引をしないことを求めた場合に
は、乙は、当該取引の実行を停止または留
保する。

第6条
精算

1.	 甲は、乙店舗で会員が利用したサービス
クーポン及びメーカークーポン（以下総
称して「甲発行クーポン」という。）につい
て、その利用を精算するため、乙店舗で利
用された甲発行クーポンのクーポン金額
（以下「クーポン利用額」という）を金銭に
より乙に支払う。

2.	 前項の精算の対象となる乙店舗における
クーポン利用額は、月ごとに計算される
ものとする（以下、ある月について計算さ
れた乙店舗におけるクーポン利用額を
「月間クーポン利用額」という）。
3.	月間クーポン利用額の算定については、
出店規約第13条第3項、第5項ないし第7
項規定の「基準売上高」を「月間クーポン
利用額」と読み替えて適用する。

4.	月間クーポン利用額は、当該利用対象取
引の基準日の翌月末日（以下「利用締め
日」という）に確定するものとする。乙は
利用締め日までに利用対象取引の確認を
行わなければならない。

第7条
クーポン利用の取り消し、変更等

1.	 乙は、利用締め日までの間に会員からの
申し出などにより利用対象取引にかかる
クーポンの利用の全部または一部の取消
があった場合、甲所定の方法により当該
取消をサーバに登録しなければならな
い。乙がこの登録を行った場合は、当該ク
ーポンの利用は取り消される。

2.	乙は、会員が利用対象取引代金の一部に
ついてクーポンを利用し、その後利用対
象取引が取消または変更されたことによ
り、代金その他当該利用対象取引に基づ
き会員から乙へ支払う金額が減額された
場合には、まず他の支払方法による代金
等の返還を行い、それでも返還を必要と
する金額に不足がある場合には、クーポ
ンの利用取消を行うものとする。

3.	 前項によるクーポンの利用取消があった
場合、当該クーポンは会員に返還され、当
該クーポンが甲発行クーポンである場合
には、当該甲発行クーポンのクーポン金
額は前条に定めるクーポン利用額に含ま
れないものとする。

4.	 第1項に基づいてクーポン利用の全部ま
たは一部が取消された場合、乙は、会員か
ら、取り消されたクーポンのクーポン金
額の支払いを受けるものとする。

5.	乙は、利用締め日の翌日以降は月間クー
ポン利用額を変更することができない。

6.	乙は、利用締め日までに取消または変更
の手続ができなかった場合で必要がある
ときは、会員との間でこれを直接精算す
るものとし、甲に対して当該取消または
変更の内容につき甲所定の方法により通
知するものとする。

第8条
精算金の支払い

1.	 甲は、乙に対し、月間クーポン利用額によ
り計算された対象月の精算金を、対象月
の翌々月の末日までに支払う。

2.	 精算金の支払方法は、甲が指定した金融
機関に乙が本人名義で開設した預金口
座への振込送金のみとする。

3.	乙の甲に対する未払金があるときは、甲
は、何らの通知なく、精算金から当該未払
金の額を差し引くか、当該未払金の支払
いを受けるまで同額の支払いを保留する
ことができる。

4.	甲は、クーポンの利用について会員から
異議があった場合には、問題が解決する
まで、当該利用対象取引について、乙に対
する精算金の支払いを保留することがで
きる。この場合で、甲が既に当該クーポン
の精算金を支払っているときは、乙は甲
に対し直ちにこれを返還する。

5.	乙が第2項の預金口座の指定をせず、そ
の他乙の責に帰すべき事由により甲が精
算金の支払いをすることができず、当該
精算金の支払期日から6ヶ月が経過した
ときは、乙は当該精算金の支払請求権を
放棄したものとみなす。

第9条
禁止事項及び確認事項

1.	 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の
各号に定める事項を行ってはならない。
（1）	会員からクーポンを買い取ること
（2）	会員に対してクーポンを販売するこ

とまたはクーポンの付与に対し会員
から対価を得ること

（3）	甲がガイドライン等において禁止事
項として定める事項

2.	乙は、本サービスの利用にあたり、以下の
各号に定める事項をあらかじめ確認し、
遵守する。
（1）	本サービスの利用にあたり、自己の

システム等の変更の必要が生じた
場合、自己の費用をもってこれに対
応すること

（2）	自己の発行したショップクーポンに
関して会員から問い合わせ、請求等
があった場合は、乙の責任で速やか
に対応して解決し、甲に一切の迷惑
をかけないこと。万一甲に損害等（弁
護士費用を含む。）が発生した場合
には、乙がこれを補償する。

（3）	ショップクーポンの発行にあたって
は、入力に誤りのないよう留意し、乙
店舗における商品管理番号その他必
要事項の登録等を正確に行うこと

（4）	ガイドライン等の内容を確認し、こ
れに従うこと

第10条
差別的取り扱いの禁止等

1.	 乙は、会員に対し、乙店舗における利用対
象取引について、クーポンの利用を拒否
したり、他の支払方法への変更を要求し
たり、他の支払方法と異なる価格その他
の条件を適用したり、利用金額に甲が定
める以外の制限を設けるなど、クーポン
を利用する会員に不利となる差別的取り
扱いをしてはならない。

2.	乙は、本件サービスと類似のサービスを
自ら自己の顧客に対して提供していると
きは、当該顧客が混同または誤解をしな
いよう、十分な表示及び説明を行う。

以上
2017年10月26日最終改定

別記

第4条第7項のシステム手数料は、会員がシ
ョップクーポンを利用した取引の金額から、

当該ショップクーポンのクーポン金額を控
除した金額の2％とする。なおシステム手数
料の支払い方法等についてはガイドライン
等に定める。
※	この手数料は、2016年1月1日現在のも
のであり、甲は、出店規約第28条に定め
る手続により、かかる手数料率を変更す
ることがあります。

※	現在無料期間中です。（キャンペーン期間
終了の際には、事前にご案内させていた
だきます）

2016年1月1日現在

楽天スーパーアフィリエイト
利用規約

（出店者向け）

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）と、甲がインターネット上で運営する
楽天市場モール（以下「モール」という）の
出店者（以下「乙」という）との間で、甲の
提供する「楽天スーパーアフィリエイト
サービス」（以下「本サービス」という）の
利用に関し定めるものである。

2.	 本規約は乙に適用される楽天市場出店規
約（以下「出店規約」という）の一部となる
ものであり、本規約に定めのない事項に
ついては出店規約が適用される。また、出
店規約において定義された用語は別段の
定めのない限り、本規約においても同じ
意味を有する。

第2条
本サービスの内容

1.	 本サービスは、第2項で定義するパートナ
ーが、自ら管理運営しもしくは広告の配
信権を有するWebサイトまたは電子メ
ールのメッセージ（以下まとめて「アフィ
リエイトメディア」という）において、モ
ールの各種ページ、モールの店舗または
商品にリンクする専用バナー広告または
専用URL（以下「リンク等」という）を設置
し、これによって乙に生じた売上に応じ
て、甲が乙の負担でパートナーに報酬（以
下「成果報酬」という）を支払うことを内
容とする。

2.	「パートナー」とは、本サービスにアフィ
リエイトパートナーとして参加する者を
いう。パートナーには、楽天会員のうち楽
天アフィリエイトパートナー規約を承認
して本サービスへの参加を甲に登録した
者のほか、甲の提携先など、楽天会員以外
の者で甲が個別に本サービスへの参加を
承認した者が該当する。

3.	甲は、第1項の成果報酬を楽天スーパー
ポイント（以下「ポイント」という）の付与
その他甲が別途定める方法で支払う。

4.	甲は、本サービスに関する業務の一部を、
甲の定めるアフィリエイトプログラム運
営会社に委託する。

第3条
アフィリエイトシステムの利用

1.	 甲は、乙に対し、本サービスの利用に必要
となるソフトウェア、データベースその
他本サービスにかかわるシステム（以下
まとめて「アフィリエイトシステム」とい
う）の使用を許諾する。ただし、乙は、本サ
ービスの利用により、アフィリエイトシ
ステムに関し、所有権、著作権その他の権
利を取得するものではない。

2.	乙は、アフィリエイトシステムを、本サー
ビスへの参加以外のいかなる目的にも使
用してはならないものとし、また、アフィ
リエイトシステムを変更、翻案、リバース
エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセ
ンブルをし、またはその他ソースコード
を知得するための一切の解明をしてはな
らない。

3.	乙は、アフィリエイトシステムを出店規
約第17条に定める守秘義務の対象とし
て取り扱うものとする。

第4条
著作権と商品画像つき	
専用バナー広告の制限

1.	 乙は、甲およびパートナーに対し、乙がモ
ール内に掲示している商品画像を、専用
バナー広告において使用すること、およ
び広告掲載先（第5条第3項に定義する外
部媒体管理者を含む。）等の第三者に対し
て本サービスに必要な範囲で使用の再許
諾をすることを許諾する。	当該商品画
像につき第三者が著作権を有するとき
は、当該第三者からも同様の許諾を得な
ければならない。

2.	乙は、前項の第三者からの許諾を得られな
い場合は、当該商品画像の使用を制限す
る手続を甲所定の方法で行うものとする。

第5条
リンク等の設置

1.	 甲は、楽天アフィリエイトパートナー規約
等においてパートナーに対し禁止事項等
を定めるが、パートナーが設置するリンク
等を監視する義務を負わない。

2.	甲は、特定のパートナーが設置したリン
ク等が前項の規約に違反している等の理
由により、乙が特定のパートナーの設置
した乙の店舗または商品へのリンク等の
削除または変更を希望し、甲が必要と認
めた場合には以下のいずれかの措置をと
るものとする。
（1）	当該パートナーに対する当該リンク

等の削除または変更要請
（2）	当該リンク等からのリンク拒否
	 ただし、甲がパートナーに本項第1
号の要請に応じることを保証するも
のではない。

3.	 甲は、甲の裁量により、（i）自らのアフィリ
エイトメディアにリンク等を掲載し、また
は（ii）外部の広告媒体（以下「外部媒体」と
いう。）を選定して当該媒体の管理者（以
下「外部媒体管理者」という。）との間で広
告掲載に関する契約（以下「外部媒体掲載
契約」という。）を締結し、リンク等を当該
広告媒体に掲載することができる。

第6条
成果報酬

1.	 アフィリエイトメディアの閲覧者（以下
「ユーザ」という）がパートナーの設置し
たリンク等を経由してモール内の各店舗
を閲覧し、その結果店舗内の商品を購入
した場合、甲は、当該パートナーに対し、
購入額に応じた成果報酬を支払う。

2.	 前項の成果報酬の額は、購入額に甲が定
める料率（甲が別途定める場合を除き、購
入額の1%とする。以下「成果報酬料率」
という）を乗じて算出した額とする。ただ
し、小数点以下は切捨てとする。

3.	 第1項の成果報酬の支払は、甲とパート
ナーとの間で別途定めるところにより、
現金の支払いまたは成果報酬額に相当
するポイントの付与により行われる。

4.	 第1項の成果報酬の対象となる取引（以
下「対象取引」という）は、各店舗における
通常購入のすべてとする。ただし、甲は、
その判断により、対象取引を制限または
追加することができる。

5.	 第5条第3項に定める外部媒体への掲載
費用については甲が外部媒体管理者に
対し外部媒体掲載契約に基づき支払うも
のとする。

第7条 
成果報酬の原資負担

1.	 乙は、乙の店舗において対象取引があっ
た場合は、甲がパートナーに支払った成
果報酬の原資（以下「成果報酬原資」とい
う）及び消費税を全額負担する。ただし、
第5条第3項に定めるリンク等により発
生した成果報酬については甲をパートナ
ーとみなし、乙は甲に対して前条第２項
に基づき算出された成果報酬及び消費
税を支払う。

2.	乙の原資負担の対象となる成果報酬額
は、次項の定めに従い月ごとに計算され
るものとする（以下、ある月について計算

された成果報酬の総額を「月間成果報酬
総額」という）。

3.	月間成果報酬総額は、乙が登録した商品
等の代金（消費税を含む）を基準として計
算され、送料は含まれない。ただし、乙が
送料を商品等の代金に含めて登録して
いた場合は、この限りではない。なお、そ
の他、月間成果報酬総額の計算、確定、取
消および変更については、出店規約第13
条第3項ないし第6項の規定の「基準売上
高」を「月間成果報酬総額」と読み換えて
適用する。

4.	月間成果報酬総額は出店規約第13条に
定める基準売上高の確定時に確定する
ものとし、それ以後の取消または変更を
することはできない。

5.	 成果報酬原資の支払いについては、出店
規約第13条第8項の規定の「基準売上高」
を「月間成果報酬総額」、「システム利用料」
を「成果報酬原資」とそれぞれ読み換えて
適用する。なお、銀行振込手数料その他支
払いに要する費用は乙の負担とする。

6.	アフィリエイトパートナーの設置したリ
ンク等を経由した売上か否か、その他月
間成果報酬総額の計算については甲の
判断に従うものとし、乙は異議を申し立
てることはできない。

7.	 乙の原資負担の対象となる成果報酬は、
乙の店舗または商品へのリンク等を経由
したか否かにかかわらず計算される。他の
出店者の店舗または商品へのリンク等を
経由してモールを閲覧したユーザが、最終
的に乙の店舗で商品を購入した場合で
も、当該リンク等を設置したパートナーに
対する成果報酬原資は、乙が負担する。

第8条
パートナー等への情報開示

1.	 甲は、乙の店舗における対象取引の販売
実績（店舗名、商品名、販売金額、販売日時
等に関する情報を含む）についてのレポ
ートを作成し、パートナーおよび外部媒体
管理者に対して開示することができる。

2.	甲は、前項のほか、本サービスの利用促進
のために、リンク等を経由して販売した商
品の販売実績等について、他の出店者お
よびパートナーを対象としてランキング
の形で公表することができる。

第9条 
本サービスの対価	

1.		乙は、甲に対し、本サービス利用の対価と
して、第7条により算出される乙の店舗に
かかる月ごとの成果報酬原資の合計額に
応じて、別表1の料率により計算される利
用料（消費税別。以下「アフィリエイト利
用料」という）を支払う。

2.	乙は、アフィリエイト利用料およびそれ
にかかる消費税を、対象となる月の成果
報酬の原資とともに支払う。

第10条
アドバンスサービス	

1.	 乙は、別途申込を行うことにより、「楽天
スーパーアフィリエイトアドバンスサー
ビス」（以下「アドバンスサービス」とい
う）を利用することができる。

2.	アドバンスサービス申込により利用可能
となる機能は以下のとおりとする。
（1）	パートナー向け店舗紹介文の掲示
（2）	オリジナルバナーの作成
	 乙は、甲所定の方法により独自のリ
ンク等に使用するHTMLコードそ
の他のコンテンツを作成し、パート
ナーへ告知・提供等を行うことがで
きる。

（3）	割増料率の設定
	 第6条第2項にかかわらず、乙は甲が
定める範囲内で、成果報酬料率を割
増することができる。

3.	乙は、アドバンスサービスを利用する場
合には、別表2に定めるオプションサービ
ス料（消費税別）を甲に支払う。乙は、オプ
ションサービス料およびそれにかかる消
費税を、対象となる月の成果報酬原資と
ともに支払う。

場合は、その不足分は他の方法により支
払われるものとする。

4.	乙は、利用締め日の翌日以降は月間利用
ポイント数を変更することができない。

第8条
精算金の支払い

1.	 甲は、乙に対し、月間利用ポイント数によ
り計算された対象月の精算金を、対象月
の翌々月の末日までに支払う。

2.	 精算金の支払方法は、甲が指定した金融
機関に乙が本人名義で開設した預金口
座への振込送金のみとする。

3.	乙の甲に対する未払金であって支払期限
を徒過したものがあるときは、甲は、何ら
の通知なく、精算金から当該未払金の額
を差し引くことができる。

4.	甲は、ポイントの利用について会員から
異議があった場合には、問題が解決する
まで、当該利用対象取引について、乙に対
する精算金の支払いを保留することがで
きる。この場合で、甲が既に当該ポイント
の精算金を支払っているときは、乙は甲
に対し直ちにこれを返還する。

5.	乙が第2項の預金口座の指定をせず、そ
の他乙の責に帰すべき事由により甲が精
算金の支払いをすることができず、当該
精算金の支払期日から6ヶ月が経過した
ときは、乙は当該精算金の支払請求権を
放棄したものとみなす。

第9条
差別的取り扱いの禁止等

1.	 乙は、会員に対し、乙店舗における利用対
象取引について、ポイントの利用を拒否
したり、他の支払方法への変更を要求し
たり、他の支払方法と異なる価格その他
の条件を適用したり、利用金額に甲が定
める以外の制限を設けるなど、ポイント
を利用する会員に不利となる差別的取り
扱いをしてはならない。

2.	乙は、ポイント付与またはポイント利用
につき、締め日または利用締め日までに
取消または変更の手続ができなかった場
合で、必要があるときは、会員との間で直
接精算する。

3.	乙は、「楽天スーパーポイント」と類似の
プログラムまたはサービスを自らユーザ
に対して提供しているときは、ユーザが
混同または誤解をしないよう、十分な表
示および説明を行う。

以上
2017年10月26日最終改定

参考

第3条1項のポイントの付与率は100円あた
り1ポイント（1%）とする。
第3条1項の甲の指定する方法とは、楽天会
員としてログインした上での買い物をさす。
第3条3項の割増ポイントは100円につき1
ポイントの自然数倍のみとする。（※2.5%等
は不可）
第4条1項の原資負担の割合は1ポイント1円
とする。
第5条1項ならびに第6条1項記載のポイント
利用時ならびにポイント精算時の換算率は1
ポイント1円とする。

楽天スーパーポイント
返還ツール利用規約

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）が運営する楽天市場の出店者（以下
「乙」という）が「（仮称）楽天スーパーポイ
ント返還ツール」（以下「本ツール」とい
う）の利用に関し必要な事項を定めるも
のである。

2.	乙は、本規約のほか、楽天市場出店規約
（以下「出店規約」という、楽天スーパーポ
イント規約（出店者向け）（以下「ポイント
規約」という）その他甲が定める各種規
約、ガイドライン、ルール等（以下総称し

て「本規約等」という）を遵守するものと
する。

3.	 本規約に定めのない事項については出店
規約が適用される。なお、出店規約および
ポイント規約において定義された用語は
本規約においても同じ意味を有する。

第2条
利用の申込と承諾

乙は、本ツールの利用を希望するときは、甲
所定の方法にて利用の申込を行う。甲が審査
の結果申込を承諾したときは、乙は本ツール
を利用することができる。

第3条
利用条件

1.	 乙は、乙の店舗において楽天スーパーポ
イント（以下「ポイント」という）を利用し
て商品等の購入を行った楽天会員（以下
「会員」という）に対し、本ツールを利用し
てポイントの返還を行うことができる。

2.	甲は、本ツールの利用に関し、一定期間お
よび1回に返還できるポイント数、対象と
なる会員および取引、その他の事項につ
いて制限を設けることができる。乙は、か
かる制限の範囲内において本ツールを利
用しなければならない。

第4条
利用目的

乙は、本ツールを次の各号に定める目的での
み利用することができる。
（1）	利用対象取引の取消または減額による

ポイントの返還
（2）	楽天スーパーポイント規約（楽天会員向

け）第6条6項を原因として会員によるポ
イントの過払いが生じた場合の当該ポ
イントの返還

（3）	その他甲が別途定める目的

第5条
禁止事項

（1）	違法または不正な行為
（2）	景品としてポイントを付与する等本ツ

ールを販売促進目的で利用すること
（3）	現金の支払または返金に代えてポイン

トを付与すること
（4）	ポイントの販売その他有償での付与
（5）	前各号のほか甲が不相当と認める利用

第6条
返還予約と返還の実行

1.	 乙は、本ツールにてポイントの返還を希
望するときは、甲所定の方法により返還
の予約手続を行う。会員へのポイント返
還は、甲が別途定める期日に実行される。

2.	乙は、返還予約の取消または予約内容の
変更を行う場合は、甲が別途定める変更
受付期間内に甲所定の手続を行う。	変
更受付期間経過後は、事由の如何を問わ
ず返還の取消および変更を行うことはで
きない。

第7条
乙の義務

乙は、本ツールが適正に利用されるよう、次
の各号に定める義務を負う。
（1）	店舗運営責任者に本ツールの利用と管

理を責任をもって行わせ、違法または不
正行為、本規約等に違反する行為が行わ
れないよう店舗運営責任者およびその
他の従業員を指導管理すること

（2）	店舗運営責任者をして本ツールの仕様、
機能等を理解・認識させること

第8条
会員との事前調整

乙は、本ツールにてポイントの返還を行う場
合は、会員に十分な連絡を行って意思疎通、
事前調整を図るものとし、会員とトラブルが
生じないよう注意しなければならない。	
万一、本ツールの利用に関して甲または乙と
会員との間でトラブル、紛争が生じたとき

は、乙は自己の責任と負担において誠意をも
ってこれを解決するものとし、甲に迷惑・損
害をかけない。

第9条
返還原資の支払

1.	 乙は、本ツールにより会員に返還したポ
イントについて、甲が別途定める割合で
その原資を負担する。

2.	乙の原資負担の対象となる返還ポイント
数は、月ごとに計算されるものとする（以
下、ある月について計算された乙店舗に
おける返還ポイント数を「月間返還ポイ
ント数」という）。

3.	月間返還ポイント数は、毎月1日から末日
までの期間に甲が会員への返還処理を行
ったポイント数に応じて計算される。月
間返還ポイント数は、サーバ上のデータ
をもとに甲が算定する。

4.	月間返還ポイント数の計算については、
出店規約第13条第7項の規定を「基準売
上高」を「月間返還ポイント数」と読み替
えて適用する。

5.	 第1項のポイント原資の支払いについて
は、出店規約第13条第8項の規定を、「基
準売上高」を「月間返還ポイント数」、「シ
ステム利用料」を「ポイント原資」とそれ
ぞれ読み替えて適用する。	なお、銀行振
込手数料その他支払いに要する費用は
乙の負担とする。

第10条
予約・利用の停止・取消

甲は、乙に本規約等の違反があるときその他
必要と認める場合には、乙が行った返還予約
の取消、変更もしくは停止、乙による本ツー
ルの利用停止、または本ツールの利用契約の
解除をすることができる。これらの場合であ
っても、乙は甲に対し損害賠償請求その他の
異議を一切申し述べることができない。

以上
2017年05月25日改定

楽天キャッシュ利用規約
（出店者向け）

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）と、甲がインターネット上で運営する
楽天市場モール（以下「モール」という）の
出店者（以下「乙」という）との間で、「楽天
キャッシュ」（以下「キャッシュ」という）
の使用に関し定めるものである。

2.	 本規約は乙に適用される楽天市場出店規
約（以下「出店規約」という）の一部となる
ものであり、本規約に定めのない事項に
ついては出店規約が適用される。また、出
店規約において定義された用語は本規約
においても同じ意味を有する。

第2条
楽天キャッシュ

「楽天キャッシュ」とは、甲が、楽天会員登録
をしたユーザ（以下「会員」という）に提供す
る電子マネーサービス（以下「本サービス」と
いう）である。	本サービスの内容は、甲が本
規約、楽天キャッシュ利用規約（会員向け）そ
の他の規定等により定める。

第3条
キャッシュの利用

1.	 会員は、甲の指定する方法で乙店舗で買
い物をする場合、保有するキャッシュを
甲が楽天キャッシュ利用規約（会員向け）
において定める価値を有する支払方法と
して利用することができるものとし、会
員が甲に対してキャッシュで支払う旨の
指図をし、甲所定の方法により乙がこれ
を承認した場合には、会員の乙に対する
支払が完了したものとして、乙は、キャッ
シュの利用を支払方法の一方法として、

これを受け付ける。
2.	キャッシュの利用にあたっての取り扱い
は、楽天スーパーポイント利用規約第5
条（ポイントの利用）第2項以降の定めに
準じて取り扱うものとする。

第4条
利用キャッシュの精算

1.	 甲は、乙に対し、乙店舗で会員が利用した
キャッシュに対し、その利用を精算する
ため、当該キャッシュ相当額から甲が定
める手数料を控除した金額に相当する金
銭（以下「精算金」という）を支払う。

2.	 前項の精算の対象となる乙店舗における
利用キャッシュ数は、月ごとに集計し、第
1項の精算金を算定するものとし、楽天ス
ーパーポイント利用規約第6条（利用ポ
イントの精算）で定める月間利用ポイン
ト数に応じたポイントに係る精算金と合
算した形で、同条および楽天スーパーポ
イント利用規約第8条（精算金の支払）の
規定を適用又は準用し、精算する。

第5条
キャッシュ利用の取消

乙は、利用締め日までの間に会員からの申し
出などにより利用対象取引の取消、価格の変
更などがあった場合、楽天スーパーポイント
利用規約第7条（ポイント利用の取消）の定
めに準じて取り扱うものとする。

第6条
差別的取り扱いの禁止等

1.	 乙は、会員に対し、乙店舗における利用対
象取引について、キャッシュの利用を拒
否したり、他の支払方法への変更を要求
したり、他の支払方法と異なる価格その
他の条件を適用したり、利用金額に甲が
定める以外の制限を設けるなど、キャッ
シュを利用する会員に不利となる差別的
取り扱いをしてはならない。

2.	乙は、キャッシュ利用につき、締め日また
は利用締め日までに取消または変更の手
続ができなかった場合で、必要があると
きは、会員との間で直接精算する。

3.	乙は、「楽天キャッシュ」と類似のサービ
スを自らユーザに対して提供していると
きは、ユーザが混同または誤解をしない
よう、十分な表示および説明を行う。

第7条
報告義務

乙は、キャッシュの利用実績を把握又は管理
している場合において、甲から請求があった
場合には、その利用実績を甲に報告するもの
とする。

以上
2010年4月1日制定

参考

第3条第1項の甲の指定する方法とは楽天会
員としてログインした上での買い物をさす。
第4条第1項の甲の定める手数料は、0円とす
る。
※	この手数料は、2010年4月1日現在の金
額であり、甲は、出店規約第28条に定め
る手続により、かかる手数料率を変更す
ることがあります。

RaCoupon（ラ・クーポン）
利用規約

（出店者向け）

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）と、甲がインターネット上で運営する
楽天市場モール（以下「モール」という）の
出店者（以下「乙」という）との間で、
Racoupon（ラ・クーポン）及びこれに関
連するサービス（以下「本サービス」とい
う）の提供及び利用に関し定めるもので
ある。

2.	 本規約は乙に適用される楽天市場出店規
約（以下「出店規約」という）の一部となる
ものであり、本規約に定めのない事項に
ついては出店規約が適用される。また、出
店規約において定義された用語は本規約
においても同じ意味を有する。

第2条
Racoupon　ラ・クーポン

本規約において、以下の用語は以下の意味を
有するものとする。
1.	「Racoupon」とは、甲が楽天会員登録を
したユーザ（以下「会員」という）、乙及び
甲が指定するものに対して提供するサー
ビスであり、その内容は甲が本規約、
Racoupon利用規約（会員向け）、その他
の規定等により定める。

2.	 本サービスにおいて会員に提供されるク
ーポン（以下「クーポン」という）は、以下
の各号に定める3種類とする。
（1）	「サービスクーポン」とは、甲が発行

するクーポンであって、モール及び
甲が指定するウェブサイト（以下「指
定ウェブサイト」という）において使
用することができるものをいう。

（2）	「メーカークーポン」とは、第三者の指
定に基づき甲が発行するクーポンで
あって、指定ウェブサイトにおいて使
用することができるものをいう。

（3）	「ショップクーポン」とは、乙が甲所
定の方法により会員に対し発行す
るクーポンであって、乙がモールで
運営する店舗（以下「乙店舗」という）
において使用することができるもの
をいう。

第3条
サービスクーポンの発行

1.	 甲は、自己の判断により、会員に対してサ
ービスクーポンを発行することができる。

2.	サービスクーポンの種類、内容、利用対象、
有効期限、その他の詳細については、甲が
任意に定めることができるものとする。

3.	サービスクーポンは、原則として全ての
乙店舗を利用対象とする。ただし、乙にや
むを得ない事由があり、甲が認めた場合
にはこの限りでは無い。

第4条
ショップクーポンの発行

1.	 乙は、甲所定の方法により、会員に対し
てショップクーポンを発行することがで
きる。

2.	乙が発行することができるショップクー
ポンの種類、内容、利用対象、有効期限、そ
の他の詳細については、別途甲の定める
ルール、ガイドライン等（以下「ガイドラ
イン等」という）に従う。

3.	乙は、ショップクーポンの発行において、
甲が認める範囲内で、当該ショップクー
ポンの付与条件、会員がクーポンによっ
て受けることができるサービスの内容、
クーポンの有効期間、利用条件、その他の
諸条件等を定めることができる。なお、乙
が定めることができる条件の内容、範囲、
その他の詳細については、ガイドライン
等の定めるところによる。

4.	甲は、ガイドライン等を任意に変更する
ことができるものとし、乙はショップク
ーポンの発行の都度、ガイドライン等の
内容を確認するものとする。なお、ガイド
ライン等の変更にあたっては出店規約第
28条第2項の定めを準用する。

5.	甲は、自己の判断により必要に応じて乙
によるショップクーポンの発行を制限
し、または乙が発行したショップクーポ
ンの削除・取消し、その他の措置を取る
ことができる。

6.	乙は、ショップクーポンの発行にあたり、
不当景品類及び不当表示防止法、特定商
取引に関する法律、その他適用のある法
令を遵守しなければならない。

7.	乙は、発行したショップクーポンが利用
された場合、甲が別紙において定めるシ
ステム利用料を支払うものとする。
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ている出店者に対して提供する、預金口
座振替による集金代行サービス「楽天バ
ンク決済」およびこれらに付随するサー
ビスをいう。

（2）	「本サービス利用店舗」とは、本サービス
を利用して乙が取扱商品等を顧客に対
して販売または提供するモール上での
出店ページをいう。

（3）	「顧客」とは、本サービス利用店舗を閲覧
して乙の取扱商品等を注文し、その注文
が乙より承諾された個人または法人で
あって、当該注文の代金支払方法として
「楽天バンク決済」を選択した者をいう。

（4）	「商品等」とは、物品、サービス、権利、役
務、ソフトウェア等をいい、「取扱商品
等」とは、乙が顧客に販売または提供す
る商品等をいう。

（5）	「コンテンツ」とは、乙が本サービス利用
店舗で提供する一切の情報をいう。

（6）	「決済手数料」とは、本サービス利用の対
価として、別途甲が定める手数料をいう。

（7）	「明細データ」とは、本サービスの利用に
あたり、甲指定のフォーマットで乙が甲
に対して必要事項を入力のうえ送信す
る振替事務の依頼のための情報をいう。

（8）	「入金口座」とは、乙が甲の各種サービス
における乙への入金用口座として本サ
ービスの利用に先立ち甲に届け出た金
融機関の預金口座で、甲が本サービスに
おいて振替金額を入金する口座として
承認したものをいう。

（9）	「引落金額」とは、乙が甲に対して顧客口
座から引き落とすよう指示する金額を
いう。

（10）「振替金額」とは、甲が乙の指示に基づき
引き落とした引落金額のうち、決済手数
料を差し引き甲が乙の入金口座に入金
する金額をいう。

（11）「振替事務」とは、甲が本サービスの履行
として行う、提携金融機関への引落金額
の引き落としの依頼、当該引落金額の取
りまとめおよび入金口座への振替金額
の入金を含む一連の手続きをいう。

（12）「提携金融機関」とは、甲が本サービスを
提供するにあたって提携し、顧客口座を
開設する金融機関をいう。

（13）「顧客口座」とは、顧客が「楽天バンク決
済」を利用して商品等の代金を支払うた
め、提携金融機関に開設する顧客名義の
預金口座をいう。

（14）「振替日」とは、乙の指示に基づき、提携
金融機関が顧客の預金口座から引落金
額の引き落としの処理を行う日をいう。

（15）「入金予定日」とは、第7条第1項第2号に
より、甲が乙の入金口座への入金処理を
行うべき日をいう。

（16）「管理画面」とは、本サービスの実施にあ
たり、甲が提供するシステム上の甲所定
の管理画面をいう。

第3条
本サービスの委託

1.	 乙は、甲に対して、本サービスにより取扱
商品等の代金の集金業務等を行うことを
委託し、甲はこれを受託する。

2.	甲は、前項の受託業務の全部または一部
を第三者に再委託することができる。

第4条
本サービスの利用

1.	 乙は、本サービスを本規約の定める目的
の範囲内で、かつ本規約に違反しない範
囲で利用することができるものとする。

2.	 本契約は、本規約に定める場合を除き、甲
または提携金融機関が権利を有する著
作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許
権その他の権利について、何らの処分ま
たは使用を許諾するものではない。

3.	乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧
客であり、商品等の販売または提供に伴
う権利義務は乙と当該顧客との間で発生
することを明確に表示するとともに、顧
客との間で予想されるトラブル等につい
て一方的に顧客が不利にならないように
取り計らい、乙と顧客の責任範囲につい
て顧客が理解できるように明示しなけれ
ばならない。

4.	乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対

する窓口を設置し、当該窓口で受け付け
る苦情、問い合わせ等に対し速やかな対
応を行わなければならない。

第5条
設定内容の変更

1.	 本サービスの利用にあたり、入金口座そ
の他甲の定める各種設定を変更するとき
は、乙は甲所定の方法により変更の申し
出を行い、甲の承認を得なければならな
いものとする。

第6条
振替事務の依頼

1.	 乙は顧客が「楽天バンク決済」を代金の支
払方法として指定し、有効に取引の申込
を行った場合、遅滞なく振替事務の依頼
を行う。

2.	乙は、甲の提供するシステムを通じて甲に
対し明細データを送信して振替事務を依
頼するものとし、送信された明細データを
甲が受領したことをもって、当該受信の時
点で振替依頼があったものとする。

3.	甲は、乙が前二項に違反したことにより
生じた乙または顧客の損害につき、一切
その責めを負わないものとする。

第7条 
振替事務

1.	 甲は以下の各号に定める手順で振替事
務を行うものとする。
（1）	甲は、明細データに基づき、顧客口座

から引落金額を引き落とすよう提携
金融機関に依頼するものとし、当該
引き落としが正常に行われた場合
には、管理画面上にその旨表示する
ものとする。

（2）	甲は、前号により引き落とされた引
落金額を取りまとめ、振替金額を、毎
月末に締め切り、翌銀行営業日に入
金口座に入金するものとする。	た
だし、乙の入金口座が別途甲の指定
する金融機関の預金口座である場
合には、甲は別途定めるとおり取り
まとめおよび入金口座への入金を
行うものとする。

2.	甲は、乙に対し金銭債権を有するときは、
当該金銭債権の弁済期にかかわらず、前
号に基づき乙に支払う振替金額から、当
該金銭債権の額を差し引くことができる
ものとする。

3.	乙の責めに帰すべき事由により、甲が入
金予定日に乙の入金口座に入金を行うこ
とができない場合、当該入金予定日から6
ヵ月を経過したときは、乙は甲に対する
振替金額にかかる支払請求権を放棄した
ものとみなす。

第8条 
振替事務の結果確認と商品発送

1.	 乙は、管理画面において、前条第1号に定
める引き落としが正常に行われた旨の表
示を自己の責任において確認のうえ、遅
滞なく商品等の発送を行うものとする。

2.	 前項に定める確認なく商品等を発送した
ことにより生じた乙の損害について、甲
は一切その責めを負わないものとする。

第9条 
決済手数料

1.	 乙は、本サービスの利用に関し、別に定め
る決済手数料を甲に支払うものとする。

2.	甲は、乙による本サービスの利用回数の
著しい増減、提携金融機関への預金口座
振替手数料その他諸経費の値上がり等
の事情により、乙に対し事前に通知のう
え決済手数料を改定することができるも
のとする。

第10条 
引落不能の処理

1.	 甲は、振替日において、明細データに指定
された顧客口座の残高が引落金額に満
たない、指定された顧客口座が存在しな

い、その他の事由により、引落不能のもの
があるときは、管理画面上にその旨表示
するものとし、この場合、乙は自己の責任
において顧客との間で代金の支払方法
等につき協議し解決するものとする。

2.	 前項に定める引落不能により生じた乙の
損害について、甲は一切その責めを負わ
ないものとする。

第11条
取引の取消等

1.	 乙は、顧客との間の取引が、取消、キャン
セル、解除、その他の事由により、消滅又
は失効したときは、甲所定の方法により
速やかに当該事実を甲に通知する（以下
「取消通知」という）ものとする。
2.	乙が取消通知を行った場合の取扱いに
ついては、甲が取消通知を受領した時期
（以下「取消通知受領時」という。）に応じ
て、以下のとおりとする。
（1）	取消通知受領時が、顧客口座からの

引落金額の引き落としを停止しうる
期限として甲が別途定める期限（以
下「引落停止期限」という。）以前の
場合、甲は振替事務の実施を停止す
るものとする。

（2）	取消通知受領時が、引落停止期限
後、入金口座への振替金額入金を変
更しうる期限として甲が別途定める
期限（以下「入金変更期限」という。）
以前の場合、甲は、当該取引の引落
金額を顧客口座に返金する処理を
行うものとする。

（3）	取消通知受領時が、入金変更期限後
の場合、乙は当該顧客と返金の方法
および決済手数料の取り扱いにつ
いて協議のうえ、自己の責任と費用
において当該顧客への返金を行う
ものとする。

3.	甲は受領済みの決済手数料の返金は行
わないものとする。

4.	甲は、第1項及び第2項に定める取引の取
消および返金により生じた乙または顧客
の損害につき、一切その責めを負わない
ものとする。

第12条
商品注文票等の保管

1.	 乙は、顧客からの商品受領書および商品
の発送を証する証憑その他関係書類また
はデータを自己の責任のもと7年間保管
し、甲の要請があるときはいつでもこれ
を提示するものとする。

第13条
差別待遇の禁止

1.	 乙は、「楽天バンク決済」を代金の支払方
法として指定し、有効に取引の申込を行
った顧客に対し、正当な理由なく当該申
込を拒絶したり、他の支払方法による支
払を要求する等、顧客に不利になる差別
的取扱や顧客による「楽天バンク決済」の
円滑な利用の妨げとなるいかなる措置も
採ってはならないものとする。

第14条
賠償責任

1.	 乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、甲または
提携金融機関に損害を与えた場合は、当
該損害を賠償する責を負うものとする。

2.	乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、第三者
との間で紛争が生じた場合には、すべて
乙の責任のもとにこれを解決するものと
し、甲および提携金融機関に一切迷惑を
かけないものとする。

3.	甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止
その他本サービスに関する事由により乙
が被った損害について一切の責任を負わ
ないものとする。

4.	甲は、通信回線または甲の設備、機器等に
起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サ
ービスの運営の障害について一切の責任
を負わないものとする。

第15条
サービスの停止

1.	 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当
する場合には、甲が必要と認める期間、本
サービスを停止することができるものと
する。
（1）	出店規約第21条第1項第1号または

第2号に定める事由が生じたとき
（2）	その他甲が消費者保護の観点等か

ら本サービスを停止する必要がある
と判断したとき

2.	甲は、前項に定める事由が解消されない
場合には、当該停止の時点で既に乙の指
示に基づき顧客口座からの引き落しが完
了していた引落金額について、顧客口座
に返金する等の措置を講じることができ
るものとする。

3.	甲は、前項の定めに基づき本サービスの
停止を行った場合、乙に対してその旨通
知するものとし、乙は自己の責任におい
て、代金の支払等につき顧客と協議のう
え解決するものとする。

4.	甲は前三項に定める本サービスの停止に
より生じた乙の損害について、一切その
責めを負わないものとする。

第16条
契約期間

本契約の契約期間は、出店規約に基づくモー
ルへの出店契約と同一とする。

第17条
契約終了に伴う措置

1.	 本契約が終了した場合、乙はただちに本
サービスを利用した商品等の販売、提供
および取引の誘引行為を中止するものと
する。

2.	 本契約終了以前に乙が顧客から商品等
の注文を受け、かつ振替事務の依頼のた
めの明細データが甲により正常に受領さ
れた取引については、本契約終了後にお
いても本規約の規定に従って処理される
ものとする。

3.	 第4条第4項に定める乙の義務は、本契約
終了後も有効に存続するものとする。

4.	 本契約の終了にあたって、甲は乙に対し、
設備投資、費用負担、逸失利益その他乙
に生じた損害について一切責任を負わな
いものとする。

以上
2007年8月2日制定

R-Card Plus
利用規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営するショッピング
モール「楽天市場」（以下「モール」という）に
出店中の出店者が、	甲が提供するクレジッ
トカード自動決済サービス「R-Card	Plus」
（以下「本サービス」という）の利用を申し込
むにあたり、甲と本サービス利用申込者（以
下「乙」という）との間の契約関係（以下「本契
約」という）を定めるものである。なお、本規
約に定めのない事項については、楽天市場出
店規約（以下「出店規約」という）および甲の
定める各種規約、ガイドライン等（以下、出店
規約と総称して「出店規約等」という）の各条
項が適用されるものとする。また、本規約の
各用語で本規約に別段の定めのないものに
ついては、出店規約等の各用語と同一の意味
を有するものとする。

第2条
用語の定義

本規約において以下の用語は、以下の意味を
有するものとする。
（1）	「本サービス」とは、甲が出店規約に従い

モールに出店している出店者に対し提
供する、クレジットカード決済に関する

売上代金の収納代行ならびに与信、売上
請求等のための情報処理サービスおよ
びこれらに付随するサービスをいう。

（2）	「本サービス利用店舗」とは、甲の提供す
る本サービスを利用して乙が取扱商品等
を顧客に対して販売または提供するモー
ル上での出店ページで、甲が出店規約に
従い乙に対して開設するものをいう。

（3）	「顧客」とは、本サービス利用店舗を閲覧
して乙の取扱商品等を注文し、その注文
が乙より承諾された個人または法人を
いう。

（4）	「商品等」とは、物品、サービス、権利、役
務、ソフトウェア等をいい、「取扱商品
等」とは、乙が顧客に販売または提供す
る商品等をいう。

（5）	「コンテンツ」とは、乙が本サービス利用
店舗で提供する一切の情報をいう。

（6）	「カード会社」とは、本契約に基づき甲が
乙の代理人となり、甲の代理行為により
乙がその加盟店となるすべてのカード
会社をいう。

（7）	「短期払いサービス」とは、甲及び楽天カ
ード株式会社（以下「楽天カード」とい
う。）が提供する、売上情報の締切日と乙
が受け取る債権譲渡代金の支払日の間
隔を、通常と比較して短期にするサービ
スとして甲が別途定めるものをいう。

第3条
クレジットカード会社との	
加盟店契約

1.	 乙は、甲に対して次の各号に記載する内
容の業務を乙の代理人としてカード会社
との間で行うことを委託し、甲はこれを
受託する。
（1）	乙とカード会社との加盟店契約（以

下「カード加盟店契約」という）の締
結およびこれに付随する一切の行為

（2）	加盟店に関する届出
（3）	売上承認の取得
（4）	売上請求に関する事項
（5）	売上代金の収納
（6）	その他、甲乙間で合意し、カード会社

が承認した業務
2.	甲は、前項の受託業務の全部または一部
を第三者に再委託することができる。

3.	乙は、乙とカード会社との間でのカード加
盟店契約の成立に先立って、カード会社
による加盟店審査があること、および審
査の結果、カード加盟店契約の締結がで
きない場合があることをあらかじめ了承
する。なお、カード加盟店契約が締結でき
ない場合でも、甲およびカード会社は乙に
対して一切責任を負わないものとする。

4.	 本条第1項第1号により締結されたカー
ド加盟店契約は、甲とカード会社との間
での「カード加盟店に関する契約」が終了
した場合には、それに伴い終了するもの
とする。	この場合、甲とカード会社との
間での契約終了の理由の如何を問わず、
甲は乙に対して何らの責任も負わないも
のとする。

5.	乙は、乙が次の各号のいずれかに該当した
場合は、カード会社が、甲および乙に何ら
通知、催告することなく、乙とカード会社と
の間でのカード加盟店契約を解除するこ
とができることをあらかじめ承諾する。
（1）	カード加盟店契約の規定に違反し

た場合
（2）	本規約にいうカード会社以外のクレ

ジットカード会社との間での契約に
違反した場合

（3）	信用状態に重大な変化（不渡、銀行
取引停止処分、破産等を含むが、こ
れらに限られない）が生じたと甲ま
たはカード会社が判断した場合

（4）	その他、甲またはカード会社が、カー
ド加盟店契約を継続することが不
適当であると認めた場合

6.	乙は、乙が本規約の各条項に違反すると
きは、本条第1項第1号により締結された
カード加盟店契約の違反をも構成し、同
契約に従い責任を負う場合があることを
了承する。

7.	甲は、本サービス提供のため、またはその
他の理由により、カード会社の一部また
は全部を変更または追加することができ
るものとし、この場合、乙はその手続のた

第11条
禁止事項

乙は、乙の店舗に関して本サービスと類似す
るサービスを他者から受けてはならない。

第12条
パートナーとの関係等	

1.	 乙は、パートナーとの間で、アフィリエイ
トメディア、リンク等、乙の店舗、乙の取
扱商品等につき紛争が生じたときは、自
らの責任と負担により解決する。

2.	甲は、パートナーおよびアフィリエイト
メディアにつき、何らの保証を行うもの
ではない。

3.	甲は、パートナーの属性について、乙に一
切開示しないものとする。

以上
2017年10月26日最終改定

楽天GOLD利用規約

下記ご利用上のご注意をご確認の上、楽天
GOLDをご活用ください。
楽天GOLDは楽天市場の出店規約に準じま
す。ご出店時に規約には同意を頂いておりま
すが、再度ご確認ください。	なお、バックア
ップにつきましては弊社でも定期的に行っ
てまいりますが、不測の事態等に備え、	各店
舗様におかれましても必ず行って頂きます
ようお願いいたします。
※	ファイルの破損などによるデータの損失
等についても免責とさせていただいてお
ります。

2017年12月21日　改定

配送先関連データ
CSVダウンロード機能

利用規約

第1条
総則

本規定は、楽天株式会社（以下「甲」という）と
の間で楽天市場出店規約に基づき出店契約
を締結している出店者（以下「乙」という）が
甲の提供する「配送先関連データCSVダウ
ンロード機能サービス」を利用する場合に遵
守しなければならない事項およびこれに関
する甲乙間の契約関係（以下「本契約」とい
う）につき定めるものである。

第2条
用語の定義

本規約において以下の各用語はそれぞれ以
下に定める意味を有するものとする。
（1）	「本サービス」とは、甲がインターネット

上で運営する楽天市場モール（以下「モ
ール」という）に乙が開設した出店ペー
ジにおいて乙がユーザから受けた通常
購入注文・オークション入札・プレゼン
ト応募・資料請求・問合せなど（以下「注
文等」という）について、甲が保有・管理
するデータベース上に蓄積されている
配送先関連データをCSVファイル形式
にてダウンロードするサービスをいう。

（2）	「配送先関連データ」とは、モールにおい
てユーザが乙に対して注文等をする際
などに、甲に登録した情報の一部を蓄積
したものをいう。なお、本サービスにより
甲が乙にダウンロード形式で提供する
配送先関連データの範囲については、甲
が定める。

（3）	「ユーザ」とは、配送先関連データに登録
されている注文等をした顧客をいう。

（4）	「ダウンロード件数」とは、乙が本規約に
従ってダウンロードした配送先関連デー
タに含まれる注文等の件数をいう。ダウ
ンロード件数は、注文等の際に甲が適宜
付与する受注番号、受付番号、問合番号、
入札番号等（以下「受注番号等」という）を
基準に算出し、同一の受注番号等で複数

の商品の注文等をしている場合であって
も1件と計算する。	ただし、同一の受注
番号等の配送先関連データを複数回ダウ
ンロードした場合は、その回数分をダウ
ンロード件数として計算する。

第3条
利用方法

1.	 乙は、本サービスの利用を希望するとき
は、本規約を承認のうえ、甲所定の方法に
より申し込みを行うものとする。

2.	乙は、本規約のほか、甲が定めるマニュア
ル・利用手引、ルール等の記載事項なら
びに甲がユーザの個人情報保護、システ
ムの仕様、その他の観点から必要と判断
して適宜行う指導に従うものとする。

第4条
サービスの提供

1.	 本サービスは甲が現に保有・管理するデ
ータベース上に蓄積されている配送先関
連データを、乙がCSVダウンロード形式
にてダウンロードすることを許諾するに
とどまり、甲はダウンロードされた配送
先関連データの正確性等を一切保証しな
いものとする。

2.	甲は、乙に事前に通知することなく、配送
先関連データの範囲を変更し、本サービ
スの内容の全部または一部を変更・廃止
することができる。

第5条
乙の義務

乙は、配送先関連データの適正な管理を行う
ため、次の各号に定める義務を負う。
（1）	店舗運営責任者に甲が定めるマニュア

ル・利用手引、ルール等の記載事項を周
知させ、配送先関連データの管理を責任
をもって行わせること。

（2）	店舗運営責任者をして甲からの連絡事
項を確認させるとともに、甲が管理する
サーバの作業環境、ソフトウェア等の状
態、特性等を理解・認識させること。

第6条
メールアドレスデータに関する	
特約

1.	 乙は、ユーザが注文等の際に利用したメ
ールアドレスデータを配送先関連データ
に追加することを希望する場合は、甲所
定の申込書類を提出して別途配送先関
連データの追加申込を行う。	甲は、メー
ルアドレスデータの重要性に鑑み、乙の
顧客情報の管理体制等に関して適正な
管理の観点から所定の審査を行った上
で、配送先関連データの追加の諾否を決
定し乙に通知する。

2.	 前項の審査の結果、甲がメールアドレス
データを配送先関連データに追加するこ
とを承諾した場合に限り、乙はメールア
ドレスデータのダウンロードを行うこと
ができる。

第7条
クレジットカードデータに関する	
特約

1.	 乙は、ユーザが注文等の際に利用したク
レジットカードデータ（クレジットカード
種類、カード番号、カード名義人、有効期
限、分割払いの選択等に関する情報をい
う。以下同じ）を配送先関連データに追加
することを希望する場合は、甲所定の申
込書類を提出して別途配送先関連データ
の追加申込を行う。甲は、クレジットカー
ドデータの重要性に鑑み、乙のクレジッ
トカードデータの利用方法、管理体制等
に関して適正な管理の観点から所定の審
査を行った上で、配送先関連データの追
加の諾否を決定し乙に通知する。

2.	 前項の審査の結果、甲がクレジットカー
ドデータを配送先関連データに追加する
ことを承諾した場合に限り、乙はクレジ
ットカードデータのダウンロードを行う
ことができる。

第8条
顧客情報の管理

1.	 乙は、本サービスにより入手した配送先
関連データを注文等を履行するために必
要な乙の役職員以外の第三者に漏洩、開
示、提供してはならない。ただし、乙は、配
送業務を委託している配送業者に対し、
注文等に基づく商品の配送および資料
請求の受付による資料の送付に必要な
範囲で、配送先関連データを提供するこ
とができる。

2.	乙は、本サービスにより入手した配送先
関連データを、乙の出店ページを通じて
注文等したユーザへの商品配送および資
料請求の受付による資料の送付以外の
目的で使用してはならない。ユーザへの
メールマガジンの送信等の目的での使用
は、本項により禁止される。

第9条
免責・損害賠償

1.	 乙が本規約に違反したことにより、ユー
ザその他の第三者との間で紛争が生じた
場合には、すべて乙がその責任と費用を
もって解決する。

2.	 前項の紛争により甲が損害を受けた場合
または費用を負担した場合には、乙は甲
に対し、当該損害および費用（弁護士費用
を含む）の全額を支払うものとする。

第10条
解約

1.	 甲は、乙が本規約、甲が定めるマニュア
ル・利用手引、ルール等に違反した場合
及び甲が適宜行う指導に合理的理由なく
従わない場合、本契約を解約することが
できる。

2.	乙は、甲所定の方法による解約手続を行
うことにより本契約を解約することがで
きる。

第11条
契約終了後の措置

1.	 事由の如何を問わず本契約が終了したと
きは、乙は、書面、フロッピー等の記録媒体
に保存している配送先関連データを甲の
指示に従い速やかに消去、廃棄または甲
に返還しなければならない。乙は消去、廃
棄または返還に際して甲に対し費用負担
や対価の請求を求めることができない。

2.	 第9条、第10条および本条の規定は本契
約終了後においても引き続き有効に存続
するものとする。

第12条
準用

その他本規約に定めのない事項に関しては、
出店規約に従うものとする。

以上
2017年05月25日改定

楽天市場
決済基本規約

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）との間で楽天市場出店契約（以下「出
店契約」という）を締結済みの出店者（以
下「乙」という）の、乙の出店ページ上での
取引における顧客との代金決済について
定めるものである。

2.	乙が出店ページ上での取引において顧客
との代金決済を行うにあたっては、本規
約のほか、甲が別途定める規約・規則等
に従わなければならない。

3.	 本規約は出店規約の一部となるものであ
り、本規約に定めのない事項については
出店規約が適用される。本規約に記載の
各用語については、本規約に別段の定め
のない限り、出店規約の各用語と同一の

意味を有するものとする。

第2条
代金決済手段

1.	 乙は、顧客との代金決済手段の選択肢と
して、以下のいずれかの決済手段（以下
「前払以外決済手段」という）のうち、第1
号に定める決済手段のほか、少なくとも1
つを含めなければならないものとする。	
乙は、前払い方式（乙が代金の前払いを受
ける方式をいう）による決済手段も選択
肢として付け加えることもできるが、そ
の場合には、前払以外決済手段を選択し
た顧客を不利に取り扱ってはならないこ
ととする。
（1）	甲が本規約第3条にて承認するクレ

ジットカード決済
（2）	甲が本規約第4条にて承認する銀行

振込による決済
（3）	楽天マルチ決済サービス利用規約

に定める楽天マルチ決済
（4）	楽天バンク決済規約に定める楽天

バンク決済
（5）	甲が承認する電子マネー決済
（6）	甲が承認する代金引換サービスに

よる決済、その他代理受領に関する
サービスを用いた決済

（7）	その他甲が承認する方法による決済
2.	甲は、顧客との代金決済手段として、「楽
天バンク決済」を提供するものとし、乙は
甲が別途定める「楽天バンク決済規約」の
定めに従うものとする。

3.	 前項に定めるほか第1項に定める各代金
決済手段（以下「個別決済手段」という。）
に関して甲の定める各種規約、ガイドラ
イン等（以下「個別決済規約」という。）が
ある場合には、乙は個別決済規約の定め
に従うものとする。

4.	乙は、個別決済手段のみを顧客との代金
決済手段として用いるものとする。

第3条
クレジットカード決済方法の限定

1.	 乙は、クレジットカード決済については、
甲が乙を代理して、乙とカード会社との
間での加盟店契約を締結し、クレジット
カード自動決済の機能を提供するサービ
スである「R-Card	Plusサービス」（以下
「R-Card	Plus」という）の方法によるもの
とする。

2.	 前項の場合、乙は、甲が別途定める
「R-Card	Plus利用規約」（以下「R-Card	
Plus規約」という）を承認し、申込を行う。	
この場合、乙は甲の承諾を得た上で、甲を
通じてR-Card	Plusのサービス対象であ
るカード会社との間で個別にカード加盟
店契約を締結しなければならない。これ
により、乙と当該カード会社との間で加
盟店契約が締結されると同時に、甲乙間
のR-Card	Plus利用契約の効力が発生す
るものとする。

3.	乙は、カード会社の審査の結果、R-Card	
Plusを利用した加盟店契約を締結できな
い場合があることをあらかじめ承諾する。

第4条
銀行振込決済方法の限定

1.	 乙は、顧客との取引における代金決済手
段として銀行振込の利用を希望するとき
は、甲が提供するサービスである「楽天口
座決済」（以下「楽天口座決済」という）の
方法によるものとする。

2.	 前項の場合、乙は、甲が別途定める「楽天
専用口座利用規約」を承認し、申込を行う。

3.	乙は、モール以外の取引において、楽天口
座決済を利用してはならない。

第5条
個別決済手段の中止

乙は、事由の如何を問わず、個別決済手段の
利用に関する契約を終了したときは、顧客と
の代金決済手段として当該個別決済手段の
利用を中止するとともに、出店ページ上の決
済方法の記載から当該個別決済手段に関す
る記載を削除しなければならない。

第6条
業務委託等の禁止

乙は、出店規約第10条の定めにかかわらず、
個別決済手段に関する業務の全部または一
部を甲以外の第三者に委託してはならない。

第7条
解除

1.	 甲は、乙が以下の事由のいずれかに該当
する場合には、何ら催告することなくた
だちに本契約を解除することができるも
のとする。
（1）	本規約（本規約に基づく個別決済手

段の利用に関する規約およびガイ
ドライン等を含む）、出店規約等の各
条項に違反したとき

（2）	取扱商品等または営業態様が甲の
運営するモールに相応しくないと甲
が判断したとき

（3）	手形または小切手の不渡が発生し
たとき

（4）	差押え、仮差押え、仮処分その他の
強制執行または滞納処分の申立を
受けたとき

（5）	破産、民事再生、会社更生または特
別清算の申立がなされたとき

（6）	前三号の他、乙の信用状態に重要な
変化を生じたと甲が判断したとき

（7）	顧客からの苦情等により、本契約を
継続することが不適当であると甲が
判断したとき

2.	 前項に基づく解除は、甲の乙に対する損
害賠償請求を妨げるものではない。

第8条
その他

本規約に定めのない事項については、出店規
約の各条項が適用されるものとする。

第9条
規約の変更

1.	 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく
本規約および本規約に付随する規約の
内容を変更することができる。

2.	 本規約または本規約に付随する規約の変
更については、甲が変更を通知（甲のサー
バ内で乙がIDおよびパスワードでアク
セスできる部分に掲示した場合を含む）
した後において、乙が出店を継続した場
合には、乙は新しい規約を承認したもの
とみなし、変更後の規約を適用する。

以上
2016年10月26日　最終改定

楽天バンク
決済規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営するショッピング
モール「楽天市場」（以下「モール」という）に
出店中の出店者が、第2条第1号に定義する
楽天バンク決済（以下「本サービス」という）
を利用するにあたり、甲と当該出店者（以下
「乙」という）との間の契約関係（以下「本契
約」という）を定めるものである。なお、本規
約に定めのない事項については、楽天市場出
店規約（以下「出店規約」という）および甲の
定める各種規約、ガイドライン等（以下、出店
規約と総称して「出店規約等」という）の各条
項が適用されるものとする。	また、本規約
の各用語で本規約に別段の定めのないもの
については、出店規約等の各用語と同一の意
味を有するものとする。

第2条
用語の定義

本規約において、以下の用語は以下の意味を
有するものとする。
（1）	「本サービス」とは、甲がモールに出店し
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て、カード会社が調査の必要があると認
めた場合には、カード会社はその調査が
完了するまで当該代金債権についての支
払を留保することができることをあらか
じめ承諾し、かかる場合において何ら異
議を述べないものとする。

3.	乙は、前二項またはその他の事由により
カード会社が債権譲渡を取り消した場
合、または支払を留保した場合に、甲が乙
に対して当該代金債権に関する支払につ
いて何らの義務も負わないことをあらか
じめ承諾する。

第16条
債権の買い戻し

乙は、前条第1項の場合で、カード会社から当
該代金債権についての譲渡代金の支払が既
に行われた後の場合には、カード会社が乙に
対して当該代金債権の買い戻しを請求でき、
その場合には乙はただちに当該代金債権を
買い戻さなければならないことをあらかじ
め承諾する。	この場合、カード会社は乙に
対する次回以降の支払金額から当該債権の
譲渡代金に相当する金額を差し引くことが
できるものとする。	カード会社から要求が
あった場合、または次回以降の支払金額が差
し引くのに足りない場合には、乙は即時にカ
ード会社に対して当該債権の買い戻し代金
を支払わなければならないものとする。	な
お、本条に基づくカード会社に対する支払ま
たはカード会社による相殺は、すべて甲が代
行してこれを行うものとする。

第17条
契約上の地位の譲渡禁止

1.	 乙は、本契約およびカード加盟店契約上
の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または
引き受けさせてはならない。

2.	乙は、乙の甲またはカード会社に対する
債権を第三者に譲渡し、または担保に供
してはならず、また、甲またはカード会社
に対する債務を第三者に引き受けさせて
はならない。但し、第14条の2第2項に定
める場合には、この限りではない。

第18条
顧客との紛争

1.	 顧客からの取扱商品等についての苦情、
返品・取替の請求、契約解除の請求、販売
方法・表示等についての指摘、アフター
サービス等に関しては、乙が全責任をも
って速やかに対応にあたるものとし、甲
およびカード会社に一切迷惑をかけない
ものとする。

2.	乙は、クレジットカードによる分割払い
またはリボルビング払いの代金に関し
て、顧客がカード会社または顧客の所属
する他のカード会社等に対し支払停止の
抗弁を主張した場合には、当該代金にか
かる金額の支払は次の各号に定めるとお
りとされることを確認する。
（1）	当該金額が乙に対して支払われる

前の場合は、カード会社は当該金額
の支払を拒絶または留保することが
できる。

（2）	当該金額が乙に対して支払われた後
の場合は、乙はカード会社の請求に
応じて所定の方法により、甲を通じ
て当該金額を返還するものとする。

（3）	顧客からの抗弁が消滅した場合は、
カード会社は甲に当該金額を支払う
ものとし、甲はカード会社からのか
かる支払を受けた後、乙に対して当
該金額の支払を行うものとする。

第19条
取引の取消等

乙は、顧客との間での取引を取り消したと
き、その他顧客との間での取引が消滅したと
きは、甲所定の方法により速やかに当該事実
を甲に通知するものとする。	甲は、乙から
の通知を受けて、カード会社に対し当該事実
を通知するものとする。

第20条
手数料

1.	 乙は、本サービスの利用に関し、別に定め
る決済手数料（以下「決済手数料」という）
を甲に支払うものとする。	決済手数料
には次の各号の手数料が含まれるが、こ
れらに限られず、詳細は甲が別途定める
ところに従うものとする。
（1）	カード手数料
（2）	システム利用料
2.	 決済手数料は、甲が乙を代理してカード
会社から受領する代金から決済手数料
相当額およびそれにかかる消費税相当額
を差し引くことにより支払われるものと
する。なお、甲がカード会社から受領する
代金の総額が決済手数料および消費税
の額に満たない場合は、乙は、甲の定める
期日までに甲が指定する銀行口座に不足
分の金額を振り込むことにより支払わな
ければならない。	この場合の支払に要
する費用は乙の負担とする。

3.	 第15条および第16条に定めるカード会
社による支払拒絶、留保、債権の買い戻し
請求の場合には、前項に定めるのと同様
の方法により精算を行うものとする。

第21条
変更届

1.	 乙は、本契約に基づき甲に届け出た事項
に変更がある場合は、事前に甲に対して甲
所定の方法でその旨を届け出なければな
らない。	甲は、カード会社への通知を要
する事項については、乙からの変更届を受
けた後、これをカード会社へ通知する。

2.	乙が前項の届出を怠ったことに起因する
損害については、乙がその全責任を負う
ものとする。

第22条
商品注文票等の保管

乙は、顧客からの商品受領書および商品の発
送を証する証憑その他関係書類またはデー
タを自己の責任のもと7年間保管し、甲また
はカード会社の要請があるときはいつでも
これを提示するものとする。

第23条
情報管理および秘密保持義務

1.	 乙は、本契約に関連して知り得た顧客の
情報を含む一切の情報を善良なる管理
者の注意をもって管理するものとし、本
契約に定める以外の目的でこれを利用
し、または第三者にこれを開示、提供、漏
洩してはならないものとする。

2.	乙が前項に定める義務に違反し、顧客、甲
またはカード会社に損害が生じた場合
は、乙は当該損害を賠償するものとする。

3.	 本条に定める乙の義務は、本契約終了後
も存続するものとする。

4.	乙は、本規約に定めるところの他、出店規
約等に定めるところにより顧客情報その
他の情報を取り扱う義務を負う。

第24条
差別待遇の禁止

乙は、有効なクレジットカードにより取引の
申込を行った顧客に対し、正当な理由なく当
該申込を拒絶したり、他の支払方法による支
払を要求したり、他の支払方法と異なる代金
を請求する等、クレジットカードにより取引
の申込を行った顧客に不利になる差別的取
扱やクレジットカードの円滑な利用の妨げ
となるいかなる措置も採ってはならないも
のとする。

第25条
信用情報機関等への照会	
および登録

1.	 乙は、乙との間でカード加盟店契約を締
結するカード会社が、他のクレジットカ
ード会社、金融機関またはカード会社が
加盟する信用情報機関等（以下、総称し
て「信用情報機関等」という）から乙に関
する情報を入手し、加盟店契約申込時に

おける審査、加盟店契約締結後の適格性
についての再審査を行う際に、これらの
情報を使用することにつき、あらかじめ
同意するものとする。

2.	乙は、本契約およびカード加盟店契約に
より生じた客観的な事実に基づく信用情
報が信用情報機関等に登録されること、
および信用情報機関等が自己の取引上
の判断のためにこれらの情報を使用する
ことにつき、あらかじめ同意するものと
する。

第26条
遅延損害金

乙が本契約に基づく支払債務の履行を遅延
した場合は、当該金額に対し、支払期日の翌
日から支払満了日まで、年利30%の割合で
遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延
損害金の計算は、年365日の日割計算により
行うものとする。

第27条
賠償責任

1.	 乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、甲また
はカード会社に損害を与えた場合は、当
該損害を賠償する責を負うものとする。

2.	乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、第三者
との間で紛争が生じた場合には、すべて
乙の責任のもとにこれを解決するものと
し、甲およびカード会社に一切迷惑をか
けないものとする。

3.	甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止
その他本サービスに関する事由により乙
が被った損害について一切の責任を負わ
ないものとする。

4.	甲は、通信回線または甲の設備、機器等に
起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サ
ービスの運営の障害について一切の責任
を負わないものとする。

5.	乙は、カード加盟店契約において、甲が本
契約に関連してカード会社または提携す
るクレジットカード会社に損害を与えた
場合には、甲と乙が連帯して当該損害の
賠償について責任を負う旨を定めている
ことを確認する。

第28条
業務の委託

甲は、本サービス提供のための業務の全部ま
たは一部を第三者に委託することができる
ものとする。

第29条
契約期間

1.	 本契約の有効期間は、乙による本サービ
スの利用が開始された日より1年間とす
る。	なお、期間満了までに甲乙いずれか
らも契約終了の意思表示がなく、かつカ
ード会社から特段の異議がない場合に
は、本契約は更に1年間延長されるものと
し、以降も同様とする。

2.	甲と乙との間で出店規約に基づき締結さ
れている楽天市場出店契約が終了した場
合には、本契約も当然に終了するものと
する。

第30条
中途解約

甲は、本契約期間中であっても、乙に対して1
ヶ月前までに通知することにより、本契約を
解約することができるものとする。

第31条
解除

1.	 甲は、乙が以下の事由のいずれかに該当
する場合には、何ら催告することなくた
だちに本契約を解除することができるも
のとする。
（1）	本規約、出店規約等の各条項に違反

したとき
（2）	取扱商品等または営業態様が甲の

運営するモールに相応しくないと甲

が判断したとき
（3）	手形または小切手の不渡が発生し

たとき
（4）	差押、仮差押、仮処分その他の強制

執行または滞納処分の申立を受け
たとき

（5）	破産、民事再生、会社更生、会社整理ま
たは特別清算の申立がなされたとき

（6）	前三号の他、乙の信用状態に重要な
変化を生じたと甲が判断したとき

（7）	顧客からの苦情等により、本契約を
継続することが不適当であると甲が
判断したとき

（8）	乙とカード会社との間でのカード加
盟店契約が、カード会社によって一
つでも解除されたとき

2.	 前項に基づく解除は、甲の乙に対する損
害賠償請求を妨げるものではない。

3.	甲またはカード会社は、乙に第1項に定め
る事由が生じた場合、乙のカード会社に
対する代金債権の譲渡を一括して取り消
すことができるものとする。この場合、乙
は、甲に対して即時に当該債権の買い戻
し代金を支払わなければならないものと
する。

第32条
契約終了に伴う措置

1.	 第29条から第31条により本契約が終了
した場合、乙はただちに本サービスを利
用した商品等の販売、提供および取引の
誘引行為を中止するものとする。

2.	 本契約終了以前に乙が顧客から取扱商
品等の注文を受け、かつカード会社に当
該代金債権の譲渡がなされた取引につい
ては、本契約終了後においても本規約の
規定に従って処理されるものとする。

3.	 本契約が終了した場合には、乙とカード
会社との間でのカード加盟店契約も当然
に終了するものとする。

4.	 本契約の終了にあたって、甲は、乙に対
し、設備投資、費用負担、逸失利益その他
乙に生じた損害について一切責任を負わ
ないものとする。

第33条
準拠法

本契約の準拠法は日本国法とする。

第34条
裁判管轄

甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄
裁判所とする。

第35条
規約の変更

1.	 甲は、必要と認めたときには、乙に対して
予告することなく本規約および本規約に
付随する規約の内容を変更することがで
きる。

2.	 本規約または本規約に付随する規約の変
更については、甲が当該変更を通知（甲の
サーバ内の所定の箇所に掲示した場合を
含む）した後において、乙が本サービスの
利用を継続した場合には、乙は新しい規
約を承認したものとみなし、変更後の規
約を適用するものとする。

以上
2011年8月1日改定

楽天マルチ決済
サービス利用規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営するショッピング
モール「楽天市場」（以下「モール」という）に
出店中の出店者が、第2条第1号に定義する
本サービスを利用するにあたり、甲と当該出
店者（以下「乙」という）との間の契約関係（以

下「本契約」という）を定めるものである。な
お、本規約に定めのない事項については、楽
天市場出店規約（以下「出店規約」という）お
よび甲の定める各種規約、ガイドライン等
（以下「出店規約等」という）の各条項が適用
されるものとする。また、本規約にて使用さ
れる各用語につき、本規約に別段の定めのな
いものについては、出店規約等の各用語と同
一の意味を有するものとする。

第2条
用語の定義

本規約において、以下の用語はそれぞれ以下
の意味を有するものとする。
（1）	「本サービス」とは、甲が出店規約に従い

モールに出店している出店者に対し提
供する、対象支払サービスを利用するこ
とによる収納事業者等を通じた売上代
金の収納代行および情報処理サービス
ならびにこれらに付随するサービスを
いう。

（2）	「本サービス利用店舗」とは、甲の提供す
る本サービスを利用して乙が取扱商品
等を顧客に対して販売または提供する
モール上での出店ページをいう。

（3）	「顧客」とは、本サービス利用店舗を閲覧
して乙の取扱商品等を注文し、その注文
が乙より承諾された個人または法人で
あって、当該注文の代金支払方法として
対象支払サービスを選択する者をいう。

（4）	「商品等」とは、物品、サービス、権利、役
務、ソフトウェア等をいい、「取扱商品
等」とは、乙が顧客に販売または提供す
る商品等をいう。

（5）	「提携収納代行会社」とは、甲が本サービ
スを提供するにあたって提携する収納
代行会社をいう。

（6）	「収納事業者等」とは、本サービスにおい
て顧客から支払われる代金を代理受領
する事業者をいう。

（7）	「対象支払サービス」とは、本サービス利
用店舗において支払方法として選択す
ることができるものであって、別紙に定
めるものをいう。

（8）	「管理画面」とは、本サービスの実施にあ
たり、甲または提携収納代行会社が提供
するシステム上の甲所定の管理画面を
いう。

第3条
申込みおよび届出事項

1.	 乙は、本サービスの利用にあたり、本規約
に同意のうえ甲所定の方法により利用の
申し込みを行うものとし、甲による当該
申し込みへの承諾をもって本契約の成立
とする。

2.	甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、
当該申し込みを承諾しない場合がある。
（1）	乙が虚偽の申告をした場合
（2）	乙の出店ページの運営または顧客と

の取引の遂行につき、または技術上
の問題があると甲が判断した場合

（3）	その他、与信等の観点から本サービ
スの利用につき不適当と甲が判断
した場合

3.	乙は、申し込み後に第1項に基づき甲に届
け出た事項に変更が生じた場合、すみや
かに甲所定の方法で当該変更につき甲に
通知するものとする。なお、乙が当該変更
の通知を怠ったことにより、甲からの通
知、送付書類等が延着または到達しなか
った場合であっても、通常到達すべきと
きに到達したものとみなす。

4.	乙は、第1項および前項により甲に通知さ
れた事項について、甲を通じて提携収納
代行会社	に対し開示されることをあら
かじめ承諾するものとする。

第4条
本サービスの利用

1.	 乙は、本サービスを本規約の定める目的
の範囲内で、かつ本規約に違反しない範
囲で利用することができるものとする。
なお、乙が本サービスにおいて選択する
ことができる対象支払サービスの数及び
種類は別紙に定めるとおりとする。

2.	 本契約は、本規約に定める場合を除き、

めに必要となる書類その他を甲の求めに
応じて提出するものとする。乙と、同一ブ
ランドのカードを取り扱う複数のカード
会社との間でカード加盟店契約が成立し
た場合、当該カードブランドを取り扱う
いずれのカード会社を本サービスにかか
る個々の取引について決済を行うカード
会社とするかの決定は、甲の裁量のもと
に行うものとする。

8.	カード加盟店契約およびカード加盟店契
約に基づくクレジットカード決済に関す
る事項で本規約に定めのない事項につい
ては、カード会社がカード加盟店契約に
関して定める規約、約款等の定めるとこ
ろに従うものとする。

第4条
提供する商品またはサービス

1.	 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲
およびカード会社に対し、次の各号に規
定する事項を保証し、誓約する。
（1）	本サービス利用店舗において販売

または提供し、または販売または提
供する予定の取扱商品等は、甲が定
める様式により、乙が甲に届け出て
甲が承認したものに限ること。

（2）	乙の提示する販売条件、商品説明等
の表示内容と異なることのない、瑕
疵のない取扱商品等の販売、提供を
行うこと。

（3）	インターネットその他の通信回線を
用いて、甲との間で本契約の遂行に
必要なデータの受渡ができるシステ
ム環境を有しており、かつかかる体
制を本契約期間中を通じて維持す
ること。

（4）	取扱商品等に関する受注、配送、問
い合わせへの対応その他のアフタ
ーサービスの体制が整っており、か
つかかる体制を本契約期間中を通
じて維持すること。

（5）	取扱商品等の販売、提供対象が法律
上その他合理的な理由により、日本
国内に居住する者に限られる必要
がある場合には、甲にあらかじめそ
の旨を通知するとともに、本サービ
ス利用店舗においてその旨を明示
し、適用のある法律その他の規制を
遵守すること。

（6）	販売、提供を行うにあたり、監督官庁
その他の機関の許認可を得、または
届出を行わなければならない取扱商
品等を取り扱う場合には、甲にあら
かじめそれらの手続を経ていること
を証明する書類等を提出し、事前に
甲および甲を通じてカード会社の承
認を得ること。

2.	乙は、次の各号のいずれかに該当するも
のを取扱商品等として取り扱うことは、
カード会社により禁止されていることを
認識し、本サービスにおいてこれらを取
り扱わないことを誓約する。
（1）	銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条

約等、法令、国際条約その他の定め
に違反するもの

（2）	犯罪行為を惹起するおそれがある
もの

（3）	生命または身体に危険をおよぼす
おそれがあるもの

（4）	猥褻性のあるものまたは通常人に
嫌悪感をおぼえさせるもの

（5）	通常人の射幸心をあおるもの
（6）	生き物
（7）	事実誤認を生じさせるものまたは虚

偽であるもの
（8）	モールへの他の出店者、顧客その他

第三者の著作権、商標権、意匠権、特
許権その他の知的財産権を侵害す
るもの

（9）	モールへの他の出店者、顧客その他
第三者の権利、財産、プライバシー
等を侵害するもの

（10）	その他公序良俗に反するものまた
は顧客に販売、提供する商品、サー
ビス等として不適切であると甲また
はカード会社が判断するもの

3.	乙は顧客に対し、本サービスを利用して
商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回
数券、有価証券等を販売または提供して

はならない。	ただし、甲および甲を通じ
てカード会社が特に認めた場合にはこの
限りではない。

4.	乙は、ソフトウェアのダウンロード販売
等、商品等の配送を伴わない商品等を取
り扱う場合は、あらかじめカードの不正
使用防止策を講じた上で事前に甲にその
旨を申請し、甲の承認する運用方法によ
り通信販売を行わなければならない。

5.	乙は、継続的なサービス、役務の提供にあ
たって、その代金を前払いで受領するた
めに本サービスを利用してはならない。	
ただし、甲および甲を通じてカード会社
が特に認めた場合にはこの限りではな
い。その場合、顧客が当該サービス、役務
提供の契約期間中に契約の中途解約お
よび未経過期間についての代金の返金
を申し出たときには、乙が全責任をもっ
てそれに対応するものとし、甲およびカ
ード会社に対して一切迷惑をかけないも
のとする。	なお、顧客に対して返金を行
う場合の処理の方法については、甲所定
の方法によるものとする。

6.	乙が販売または提供する物品、サービス、
権利、役務、ソフトウェア等の商品等につ
いて、乙以外の第三者が著作権、商標権、
意匠権、実用新案権、特許権その他の権
利を有する場合は、事前に当該第三者か
ら当該権利を甲および乙が使用すること
について許諾を受けなければならない。	
第三者からこれらの権利に基づく請求を
受けた場合には、乙が全責任をもってそ
れに対応し、甲およびカード会社に対し
て一切迷惑をかけないとともに、当該請
求を受けたことに伴い必要となる顧客に
対する対応の一切を行うものとする。

第5条
本サービスの利用

1.	 乙は、本サービスを本規約の定める目的
の範囲内で、かつ本規約に違反しない範
囲で利用することができるものとする。

2.	 本契約は、本規約において定める場合を
除き、甲が権利を有する著作権、商標権、
意匠権、実用新案権、特許権その他の権
利について何ら許諾をするものではな
い。

3.	乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧
客であり、商品等の販売または提供に伴
う権利義務は乙と当該顧客との間で発生
することを明確に表示するとともに、顧
客との間で予想されるトラブル等につい
て一方的に顧客が不利にならないように
取り計らい、乙と顧客の責任範囲につい
て顧客が理解できるように明示しなけれ
ばならない。

4.	乙は、顧客が乙と取引を行うにあたり利
用することのできるカードの種類を表示
しなければならない。	ただし、乙とカー
ド会社との間でのカード加盟店契約が解
除された場合には、乙はただちに当該表
示を取りやめなければならない。

5.	乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対
する窓口を設置し、当該窓口で受け付け
る苦情、問い合わせ等に対し速やかな対
応を行わなければならない。

6.	乙は、顧客のクレジットカード番号、有効
期限等のクレジットカードに関する情報
を乙が保持する場合、これらに関するす
べての情報（以下「カード情報」という）を
第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されな
いための措置をあらかじめ講じなければ
ならず、かつ、そのような事態が生じない
ようカード情報に類する重要な情報を取
り扱う者に通常要求される注意義務に従
いカード情報を取り扱わなければならな
い。	なお、乙は出店規約等において、情
報保護に関する各種の義務および責任
を負っていることを確認し、本規約に定
めるところの他、これらの義務を遵守し、
責任を履行しなければならない。

7.	乙が保持するカード情報の漏洩等によ
り、顧客その他の第三者との間で紛争が
生じた場合には、乙はその責任と負担に
おいて当該紛争を解決するものとし、甲
およびカード会社に対して一切迷惑をか
けないものとする。

第6条
資料提供等

1.	 乙は、甲またはカード会社から本サービ
スの運用に必要となる情報、資料等の提
供を求められた場合、これに応じるもの
とする。

2.	甲は、必要に応じて乙の事業所内に立ち
入り、乙による本契約の遵守状況を確認
することができるものとする。

3.	乙は、甲とカード会社との間での契約に
定める事項について、カード会社から調
査の協力を求められた場合には、その求
めに速やかに応じるものとする。

第7条
禁止事項

1.	 乙は、本サービスを利用するにあたり、次
の行為を行わないものとする。
（1）	本サービスにより利用することができ

る情報を改ざんまたは破壊する行為
（2）	有害なコンピュータープログラムな

どを送信または書き込む行為
（3）	甲または第三者（顧客を含む。以下、

本項において同じ）の著作権その他
の権利を侵害し、または侵害するお
それのある行為

（4）	甲または第三者を誹謗し、中傷し、ま
たはその名誉を傷つけるような行為

（5）	甲または第三者の財産、プライバシ
ーを侵害し、または侵害するおそれ
のある行為

（6）	本規約の規定に反する行為
（7）	法令に違反し、または違反するおそ

れのある行為
2.	甲は、乙が前項各号に該当する行為を行
っている場合、該当する行為を行うおそ
れがあると判断した場合、またはカード
会社が乙の行う取引が不適切であると判
断した場合には、乙に対して、本サービス
利用店舗上のコンテンツの全部または一
部の削除、商品等の全部または一部の販
売、提供の停止を求めることができるも
のとし、乙は、甲からかかる要求があった
場合には即時にこれに従うものとする。

第8条
売上承認の取得

乙は、取扱商品等の販売または提供にあたっ
て、クレジットカードによる決済を支払方法
とする申込を受けたときは、甲が別途定める
方法により、甲を代理人として、その全件に
つきカード会社の売上承認を受けなければ
ならない。	乙がかかるカード会社の売上承
認を得ないで取引を行った場合は、乙は当該
取引にかかる代金について一切の責任を負
い、甲またはカード会社に対して支払を求め
ることはできないものとする。

第9条
本人確認

1.	 乙は、顧客より取扱商品等の注文を受け
る場合、当該注文において提示されるク
レジットカードがその注文者の本人名義
のものであるかの確認を行わなければな
らない。

2.	乙が、クレジットカードの名義人以外の
者を、正当に当該クレジットカードを保
有している者と誤認して取引を行ったこ
とにより生じる紛争については、すべて
乙がその責任と費用において解決するも
のとし、甲およびカード会社に一切迷惑
をかけないものとする。

第10条
商品の発送

1.	 乙は、顧客から注文を受けた取扱商品等
を、注文受付後（売上承認が得られた旨の
通知を甲またはカード会社から受領した
後）、速やかに顧客の指定した送付先に発
送し、または甲およびカード会社が認め
た方法により提供するものとする。	な
お、乙は顧客が商品等の送付先として郵
便局内私書箱、私設私書箱等、商品等の
受領確認が不明確となるおそれのあるも
のを指定した場合には、当該送付先に商

品等を発送しないものとし、当該顧客に
商品等の発送ができない旨の連絡をする
ものとする。

2.	乙は、取扱商品等の発送または提供がた
だちに行えない場合、またはその遅延が
発生した場合には、速やかに顧客および
甲に対して発送時期または提供時期を書
面その他甲の指定する方法にて通知する
ものとする。

3.	乙がソフトウェア等のダウンロード販売
を行う場合は、甲およびカード会社が認
める所定の方法による顧客の注文とこれ
に対する乙の承諾をもって商品等の発送
があったものとみなすものとする。

4.	乙は、商品等の発送記録を整備し、運送
会社の荷受伝票その他運送の受託を証
明する文書等を保管するものとする。

第11条
本サービスにおいて利用できる	
支払区分

本サービスを利用したクレジットカードに
よる支払において、顧客が利用することがで
きる代金の支払区分は、別途甲またはカード
会社が定めるとおりとし、カード会社の判断
により、分割払い等の支払区分を利用するこ
とができない場合があることを、乙はあらか
じめ了承するものとする。

第12条
売上情報

1.	 乙は、本サービスを利用してクレジット
カードを支払方法とする取扱商品等を販
売または提供したときは、甲が乙を代理
してカード会社に提供する売上伝票また
は売上請求データ（以下、総称して「売上
情報」という）を、甲所定の方法により、甲
に提出するものとする。

2.	乙は、以下に定める日を売上日として売上
情報を作成し、甲に提出するものとする。
（1）	乙が物品等を販売したときは、当該

物品等の発送日
（2）	乙がサービス、役務等を提供したと

きは、当該サービス、役務等の提供日
3.	乙は、本条第1項の売上情報の提出にあ
たり、次の事項を行ってはならない。
（1）	現金の立替、過去の売掛金等、当該

取引によって発生した債権以外の
債権を記載すること。

（2）	1回の取引について、複数の取引に
分割して売上情報を記載すること。
なお、ここにおいて1回の取引とは、
乙における1回の物品等の発送また
はサービス、役務等の提供をいうも
のとする。

（3）	事実と異なる売上日や架空、水増し
した代金債権を記載する等、不実、
不正の売上情報を提出すること。

第13条
本サービスの利用により生じた	
売上債権の譲渡等

1.	 乙は、甲が前条第1項の売上情報をカー
ド会社に送付し、当該売上情報がカード
会社に到着した後、カード会社が定める
締切日の時点で乙からカード会社に当該
代金債権が譲渡されることを承諾する。
なお、乙とカード会社との間でのカード
加盟店契約において、当該代金債権の精
算が債権譲渡によりなされるのではな
く、カード会社が乙に対して立替払いを
行うことによりなされる旨が規定されて
いる場合には、本規約における債権譲渡
についての規定はすべてそれに適合する
よう解釈されるものとする。

2.	乙が前条第1項の売上情報を、甲およびカ
ード会社が別途指定する期日までに甲に
到着するよう提出しなかったときは、甲は
当該売上情報をカード会社に提出する義
務を負わないものとし、乙は当該代金につ
いて一切の責任を負うものとする。

第14条
カード会社からの支払

1.	 乙は、カード会社がカード加盟店契約に
基づき、前条第1項により乙から譲渡され

た債権を別途定める期日に締め切り、当
該期間の対象となる代金債権の金額を
乙に支払うことを確認する。

2.	 前項によりカード会社から乙に支払われ
る金員については、甲が乙を代理してカ
ード会社より受領する。なお、甲が代理受
領した金員については、利息は付さない
ものとする。

3.	乙は、甲が前項の代理受領権限を喪失し
た場合であっても、支払期日の20営業日
前までに、乙が当該カード会社に対して
甲の代理受領権限喪失を通知しない限
り、当該カード会社は前項に基づき甲に
譲渡代金の支払を行うことにより当該譲
渡代金を弁済したとみなされ免責される
ことを、あらかじめ異議なく承諾する。

4.	甲は、乙に対し金銭債権を有するときは、
第2項に基づき代理受領した金員の乙に
対する分配額から当該債権額を差し引く
ことができるものとする。

第14条の2
短期払いサービス

1.	 乙が、甲所定の方法で申込み、甲がこれを
認めた場合には、乙は短期払いサービス
を利用することができる。	但し、甲は、
乙が以下の事由のいずれかに該当する場
合には、何ら催告することなくただちに
短期払いサービスの利用を中止すること
ができるものとする。
（1）	第31条第1項各号の一に該当する

場合
（2）	カード会社から第15条第1項の債権

譲渡が取消され、または第16条の債
権の買い	戻しの請求がなされたとき

（3）	その他甲が乙に短期払いサービス
の利用を継続させることが適当でな
いと判断したとき

2.	乙が短期払いサービスを利用している場
合で、かつ、カード会社が別途定める会社
の場合には、前条第2項ないし第4項にか
かわらず、乙は、当該カード会社に対して
有する代金債権を楽天カードに譲渡する
こととし、その対価を甲または楽天カード
が別途定める期日に受領することとする。

3.	 第2項に定める場合において、乙は、以下
の事由が発生した場合には、楽天カードと
の間の債権譲渡契約が解除され、直ちに
売買代金相当額を楽天カードに対して返
還することについて承諾することとする。
（1）	代金債権について、当該カード会社

が消滅の抗弁を主張する等により、
支払いを拒絶した場合

（2）	当該債権譲渡が法令に違反する場合
（3）	その他債権譲渡が不適当であると

乙が判断した場合

第15条
カード会社による支払拒絶、	
留保

1.	 乙は、以下の事由に該当する債権譲渡が
乙からカード会社に対して行われた場合
には、カード会社は当該債権譲渡を取り
消し、または前条に定める乙への支払を
留保することができることをあらかじめ
承諾し、かかる場合において何ら異議を
述べないものとする。
（1）	乙と顧客との間で取引に関する契

約が解除、解約、取消、無効事由の存
在その他の理由により消滅したとき

（2）	第12条第1項に定める売上情報に
不実、不正な記載があったとき

（3）	カード会社が当該クレジットカード
の利用を認めた会員以外の第三者
がカードを利用したとき

（4）	顧客から当該取引に関して、利用の覚
えが無い旨、代金の金額に相違がある
旨、等の疑義の申出があったとき

（5）	第22条に定める関係書類またはデ
ータの提出に応じないとき

（6）	第18条にかかる問題が生じた場合
において、カード会社が顧客より当
該代金の支払拒絶、支払留保等の申
出を受けたとき

（7）	その他本規約または甲およびカード
会社が定めるところに違反して当該
取引が行われたことが判明したとき

2.	乙は、本サービスを利用する取引に関し
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ること
（2）	甲に届け出た事項に変更があった

場合、速やかに甲所定の方法により
当該変更を届け出たうえ承認を得る
こと

（3）	如何なる理由があってもiD媒体等
の複製、改変または解析等を行わな
いこと及びそれらの行為に加担もし
くは協力しないこと

（4）	甲、サービス提供者またはNTTドコ
モが調査または報告等を求めた場
合、速やかにこれに従うこと

（5）	甲、サービス提供者、NTTドコモま
たはこれらの指定する第三者による
立入検査を求められた場合、これに
応じること

（6）	 iD媒体等が偽造、変造、または不正
使用されたものである場合、または
その可能性がある場合、ただちに甲
にその旨を通知すること

（7）	甲、サービス提供者またはNTTドコ
モからiD媒体等の偽造、変造、また
は不正使用に関する防止措置を講
じるよう指示を受けた場合、これに
従うこと

3.	乙は、特定サービスを利用して販売また
は提供する商品等を予め甲に届け出たう
え、承認を得なければならない。

4.	乙は特定サービスを利用して販売または
提供した商品等に関し顧客との間で生じ
た商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争
もしくは商品等に関するその他のクレー
ム、またはアフターサービス等について
は、乙が自己の責任と費用をもって対処
するものとし、これにより甲またはサー
ビス提供者に損害が生じた場合には、そ
の損害を賠償する。

5.	乙は、特定サービスの利用にあたり関連
諸法規を遵守するものとする。

第6条
特定サービスによる販売

1.	 乙は、顧客が本サービス利用店舗におい
てエディを利用した商品等の購入または
提供（以下「Edy対象取引」という）を申し
込んだときは、以下の各号に定める手順
に従い取引を行うものとする。
（1）	甲はEdy対象取引の情報（以下「Edy	

売上情報」という）を、甲所定の方法
により乙に通知する。

（2）	乙は、Edy売上情報の内容を確認し、
甲所定の方法によりEdy対象取引
の代金額を確定する。

（3）	サービス提供者が乙に対して顧客
が前号により確定したEdy対象取
引の代金決済を正常に終了した旨
の情報（以下「Edy支払情報」という）
を通知したことをもって、顧客の乙
に対する商品等の代金支払債務は
履行されたものとする。なお、Edy支
払情報の通知は甲が乙を代理して
受領し、甲所定の方法により乙に通
知する。

（4）	乙は、Edy支払情報の通知を受けた
後、速やかに商品等の発送を行う。

（5）	サービス提供者は、Edy支払情報を
利用規約の別表に定める締め日に
締め切り、Edy加盟店において顧客
が利用したエディの合計額を精算
し、当該精算対象となるエディの金
額（以下「Edy精算金」という）を支払
う。なお、サービス提供者より支払わ
れるEdy精算金は、甲が乙を代理し
て受領し、甲は別表に定めるサービ
ス利用料及びそれにかかる消費税
相当額を差し引いて乙に支払う。

（6）	顧客がエディを利用して購入しまた
は提供を受けた商品等に、無効、取
消、または解除等が生じ、エディによ
り支払われた代金について顧客と
の間で精算の必要が生じた場合、乙
は顧客との間で直接代金の返金等
の処理を行うものとし、Edy支払情
報の変更または取り消しを行うこと
はできないものとする。

2.	乙は、顧客が本サービス利用店舗におい
てiDを利用した商品等の購入または提
供（以下「iD対象取引」）を申し込んだとき
は、以下の各号に定める手順に従い取引

を行うものとする。
（1）	甲はiD対象取引の情報（以下「iD売

上情報」という）を、甲所定の方法に
より乙に通知する。

（2）	乙は、iD売上情報の内容を確認し、
甲所定の方法によりiD対象取引の
代金額を確定する。

（3）	サービス提供者が乙に対して顧客
が前号により確定したiD対象取引
の代金決済を正常に終了した旨の
情報（以下「iD支払情報」という）を
通知したことをもって、顧客の乙に
対する商品等の代金支払債務は履
行されたものとし、商品等にかかる
権利はサービス提供者に移転する。
なお、iD支払情報は甲が乙を代理し
て受領し、甲所定の方法により乙に
通知する。

（4）	乙は、iD支払情報の通知を受けた
後、速やかに商品等の発送を行う。

（5）	サービス提供者は、iD支払情報を利
用規約の別表に定める締め日に締
め切り、顧客が利用したiDの利用合
計額（以下「iD利用代金」という）を
支払う。なお、サービス提供者より支
払われるiD利用代金は、甲が乙を代
理して受領し、甲は別表に定めるサ
ービス利用料及びそれにかかる消
費税相当額を差し引いて乙に支払
う。

（6）	顧客がiDを利用して購入しまたは提
供を受けた商品等に、無効、取消、ま
たは解除等が生じ、iDにより支払わ
れた代金について顧客との間で精算
の必要が生じた場合、乙は甲所定の
方法によりiD支払情報の取り消しを
行う。なお、iD支払情報の取り消しを
行う場合で、乙がすでに当該iD支払
情報にかかるiD利用代金を受領済
みであるときは、乙はただちに当該
iD利用代金を甲に支払わなければな
らないものとし、甲は乙からの支払
いに代えて、乙に対し次回以降支払
うiD利用代金から差し引いてこれを
受領することができる。

（7）	前項に定めるiD支払情報の取り消
しが実行できない場合、乙は顧客と
の間で直接代金の返金等の処理を
行う。

第7条
免責

1.	 甲は、以下の各号に該当する場合、乙に対
してEdy精算金の支払いまたはiD利用
代金の支払いを行わない。
（1）	エディまたはiD媒体等が偽造、変

造、または不正使用されたものであ
る場合、またはその疑いがある場合

（2）	乙が本特約等に違反して取引を行
った場合

（3）	乙は甲またはサービス提供者の指
示等と異なる方法により取引を行っ
た場合

2.	乙は、前項の場合で、甲から当該Edy精算
金の支払いまたはiD利用代金の支払い
が既に行われた後の場合には、ただちに
当該Edy精算金またはiD利用代金を甲
に支払わなくてはならないものとし、甲
は乙からの支払いに代えて、乙に対し次
回以降支払うEdy精算金またはiD利用
代金から差し引いてこれを受領すること
ができる。

3.	 本条1項1号の場合、乙が本特約等、サー
ビス提供者または甲所定の事項を遵守し
て取引したにもかかわらず、エディまた
はiDによる代金決済が行われた場合、乙
に故意または重大な過失がない場合に限
り、甲所定の利用手数料を差し引いたう
えで当該エディにかかる精算金またはiD
の利用代金を支払う。

第8条
有効期間

1.	 本特約に基づく契約及び乙とサービス提
供者との間の加盟店契約の有効期間は、
第3条第1項に定める加盟店契約の成立
から1年間とし、期間満了の1ヶ月前まで
に甲乙いずれからも書面による終了の意

思表示がない場合、更に1年間延長され
るものとし、以降も同様とする。

2.	甲と乙との間で利用規約に基づく契約関
係が終了した場合、本特約に基づく契約
及び乙とサービス提供者との間の加盟店
契約は当然に終了する。

第9条
特定サービス終了後の手続き

1.	 乙は、特定サービスの利用を終了したと
きは、以降本特約に基づく特定サービス
を利用した取引を行ってはならない。

2.	 特定サービスの終了にあたり、サービス
提供者、楽天EdyまたはNTTドコモから
特段の指示がある場合、乙はこれに従う
ものとする。

第10条
個人情報の取扱い

1.	 乙は、特定サービスの利用により知りえ
た顧客の個人に関する情報（以下「個人
情報」という）を秘密として保持し、当該
顧客の事前の同意なく第三者に提供、開
示、漏洩せず、特定サービスを利用した顧
客との取引以外の目的に利用しないもの
とする。

2.	乙は、自己の責任において個人情報を滅
失、毀損、漏洩することがないよう必要な
措置を講じるものとし、自己の支配可能
な範囲（乙が顧客情報を預託した第三者
を含む）において生じた個人情報の滅失、
毀損、漏洩等に関し、一切の責任を負う。

3.	 本条の定めは本契約終了後も有効に存
続する。

第11条
その他

1.	 利用規約第12条乃至第16条は、「提携収
納代行会社」を「サービス提供者」、「収納
事業者」を「楽天Edy及びNTTドコモ」と
して読み替え乙とサービス提供者との加
盟店契約の内容としてこれを準用する。

2.	 利用規約第19条は、「甲」を「甲またはサ
ービス提供者」、「本規約、出店規約等」を
「特定サービスにかかる加盟店契約、その
他サービス提供者との間の契約等」、「甲
の運営するモール」を「特定サービス」と
して読み替え乙とサービス提供者との加
盟店契約の内容としてこれを準用する。

3.	甲は、EdyサービスまたはiDサービスに
関し、サービス提供者、楽天Edyまたは
NTTドコモが別途定める約款、その他の
基準等がある場合、これを本特約に付随
するものとして適用する場合があり、乙
は予めこれを承諾する。

以上
2012年6月1日改定

楽天専用口座
利用規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営するショッピング
モール「楽天市場」（以下「モール」という）に
出店中の出店者が、第2条第1号に定義する
本サービスを利用するにあたり、甲と当該出
店者（以下「乙」という）との間の契約関係（以
下「本契約」という）を定めるものである。な
お、本規約に定めのない事項については、楽
天市場出店規約（以下「出店規約」という）お
よび甲の定める各種規約、ガイドライン等
（以下、出店規約と総称して「出店規約等」と
いう）の各条項が適用されるものとする。ま
た、本規約の各用語で本規約に別段の定め
のないものについては、出店規約等の各用語
と同一の意味を有するものとする。

第2条
用語の定義

本規約において、以下の用語は以下の意味を

有するものとする。
（1）	「本サービス」とは、甲がモールに出

店している出店者に対して提供す
る、顧客から銀行振込によって支払
われる商品等の代金を甲が出店者
に代わって受領した上、甲が出店者
に対して集約して引渡すサービスお
よびこれらに付随するサービスをい
う

（2）	「本サービス利用店舗」とは、本サー
ビスを利用して乙が取扱商品等を
顧客に対して販売または提供する
モール上での出店ページをいう

（3）	「顧客」とは、本サービス利用店舗を
閲覧して乙の取扱商品等を注文し、
その注文が乙より承諾された個人ま
たは法人であって、当該注文の代金
決済方法として銀行振込による方
法を選択した者をいう

（4）	「商品等」とは、物品、サービス、権利、
役務、ソフトウェア等をいい、「取扱
商品等」とは、乙が顧客に販売また
は提供する商品等をいう

（5）	「決済手数料」とは、本サービス利用
の対価として、別途甲が定める手数
料をいう

（6）	「入金口座」とは、乙が甲の各種サー
ビスにおける乙への入金用口座とし
て本サービスの利用に先立ち甲に
届け出た金融機関の預金口座で、甲
が本サービスにおいて回収金額を
入金する口座として承認したものを
いう

（7）	「回収金額」とは、甲が乙に代わって
受領した商品等の代金相当額の回
収金の額をいう

（8）	「管理画面」とは、本サービスの実施
にあたり、甲が提供するシステム上
の甲所定の管理画面をいう

第3条
本サービスの委託

1.	 乙は、甲に対し、銀行振込によって支払わ
れる取扱商品等の代金を乙に代わって受
領した上、当該代金を集約して乙に対し
て引渡す業務（以下「代金収納事務」とい
う）を委託し、甲はこれを受託する。乙は、
甲に対し、代金収納業務の遂行に関し、商
品等の代金を乙に代わって顧客から受領
する権限を付与する。

2.	甲は、甲の定める方法により、本サービス
として乙に提供する業務の一部または全
部を第三者に再委託することができるも
のとする。

第4条
振込専用口座

1.	 甲は、本サービスの提供を目的として、銀
行振込によって顧客から支払われる代金
を乙に代わって受領するための甲名義の
振込専用口座（以下「振込専用口座」とい
う）を楽天銀行株式会社に開設する。な
お、顧客が銀行振込を行う場合、振込専
用口座の機能として、甲所定の方法によ
り、口座名義人として乙の名義が表示さ
れるものとする。

2.	乙は、振込専用口座が甲の預金口座であ
ることを確認し、乙が振込専用口座に対
して何らの権利又は地位を有しないこと
を確認する。

3.	乙は、乙を債務者とする振込専用口座に
対する差押え、仮差押え若しくはその他
の強制執行処分、保全処分又は租税滞納
処分（以下「振込専用口座差押え等」）が
行われた場合、振込専用口座差押え等が
行われたことについて、銀行振込決済の
適切な運営確保を目的として、楽天銀行
株式会社が甲に対して情報を提供するこ
とを承諾する。	

4.	甲は、本サービス利用店舗において、振込
専用口座が甲の預金口座であること及び
商品等の代金を甲が乙に代理して受領す
ることを甲所定の方法で表示する。

第5条
本サービスの利用

1.	 乙は、本サービスを本規約の定める目的

の範囲内で、かつ本規約に違反しない範
囲で利用することができるものとする。

2.	 本契約は、本規約に定める場合を除き、甲
が権利を有する著作権、商標権、意匠権、
実用新案権、特許権その他の権利につい
て、何らの処分または使用を許諾するも
のではない。

3.	乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧
客であり、商品等の販売または提供に伴
う権利義務は乙と当該顧客との間で発生
することを明確に表示するとともに、顧
客との間で予想されるトラブル等につい
て一方的に顧客が不利にならないように
取り計らい、乙と顧客の責任範囲につい
て顧客が理解できるように明示しなけれ
ばならない。

4.	乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対
する窓口を設置し、当該窓口で受け付け
る苦情、問い合わせ等に対し速やかな対
応を行わなければならない。

第6条
設定内容の変更

本サービスの利用にあたり、入金口座その他
甲の定める各種設定を変更するときは、乙は
甲所定の方法により変更の申出を行い、甲の
承認を得なければならないものとする。

第7条
回収金の引渡し

1.	 甲は、第3条第1項に基づき商品等の代金
を代理して受領した場合には、管理画面
上にその旨表示するものとする。

2.	甲は、第3条第1項に基づき受領した代金
を取りまとめ、以下の各号に基づき、入金
口座に回収金額として入金するものとす
る。このとき、当該回収金額が振込にかか
る手数料額に満たない場合は、回収金額
が当該未払の振込手数料の額を超える
まで振込を繰り越すものとし、甲が振込
手数料を負担する日をもって入金する。
なお、支払期日が金融機関休業日の場合
は、翌営業日に入金するものとする。
（1）	入金口座が楽天銀行株式会社に開

設した預金口座である場合：翌銀行
営業日（振込手数料甲負担）

（2）	第（1）号以外の場合：乙の選択に基
づく以下のいずれかの支払
①	翌銀行営業日（振込手数料は、10
日及び25日支払の場合は甲負
担、それ以外の場合は乙負担）

②	毎月10日及び25日（振込手数料
甲負担）

3.	甲は、乙に対し金銭債権を有するときは、
当該金銭債権の弁済期にかかわらず、前
項に基づき乙に支払う回収金額から、当
該金銭債権の額を差し引くことができる
ものとする。

4.	乙の責めに帰すべき事由により、甲が第2
項に基づき乙の入金口座に入金を行うこ
とができない場合、当該入金予定日から6
ヶ月を経過したときは、乙は甲に対する
回収金額にかかる支払請求権を放棄した
ものとみなす。

第8条
代理受領事務の結果確認と商品
発送

1.	 乙は、顧客の氏名と振込名義人の氏名と
の一致、取扱商品等の代金額と入金額と
の一致について、自己の責任において確
認のうえ、遅滞なく商品等の発送を行う
ものとする。

2.	 前項に定める確認なく商品等を発送した
ことにより生じた乙の損害について、甲
は一切その責めを負わないものとする。

第9条
決済手数料

1.	 本サービスの利用に関する決済手数料は
無料とする。

2.	甲は、本サービス開始時に想定していない
事務負担の増加、利用回数の著しい増減
その他諸経費の値上がり等の事情によ
り、乙に対し事前に通知のうえ決済手数
料を改定することができるものとする。

甲、提携収納代行会社または収納事業者
等が権利を有する著作権、商標権、意匠
権、実用新案権、特許権その他の権利に
ついて、何らの処分または使用を許諾す
るものではない。

3.	乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧
客であり、商品等の販売または提供に伴
う権利義務は乙と当該顧客との間で発生
することを明確に表示するとともに、顧
客との間で予想されるトラブル等につい
て一方的に顧客が不利にならないように
取り計らい、乙と顧客の責任範囲につい
て顧客が理解できるように明示しなけれ
ばならない。なお、顧客との間で生じた商
品等の瑕疵、数量不足、その他の紛争もし
くは商品等に関するその他のクレーム、
またはアフターサービス等については、
乙が自己の責任と費用をもってこれに対
処しなければならない。

4.	乙は、対象支払サービスを支払方法とし
て選択した場合の手数料、商品発送等の
条件について、出店ページ上にこれを明
示しなければならない。

5.	甲または提携収納代行会社は、顧客に対
して支払いに必要となる取引番号等を通
知するものとする。

6.	乙は、本サービスの利用による決済の状
況その他について、随時管理画面により
これを確認しなければならない。

7.	乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対
する窓口を設置し、当該窓口で受け付け
る苦情、問い合わせ等に対し速やかな対
応を行わなければならない。

第5条
提供する商品等

甲は、本サービス利用店舗における取扱商品
等につき、必要に応じて制限を設けることが
できる。

第6条
資料提供等

1.	 乙は、甲または提携収納代行会社から本
サービスの運用に必要となる情報、資料
等の提供を求められた場合、これに応じ
るものとする。

2.	甲は、必要に応じて乙の事業所内に立ち
入り、乙による本契約の遵守状況を確認
することができる。

3.	乙は、甲と提携収納代行会社との間での
契約に定める事項について、提携収納代
行会社から調査の協力を求められた場合
には、その求めに速やかに応じるものと
する。

第7条
代金の支払い

1.	 甲は、収納事業者等を通じ代理受領した
代金を取りまとめ、甲が別途定める支払
日に第3条第1項および第3項に基づき代
金の振込先として乙が届け出た金融機関
の口座に振り込んで支払う。なお、甲は、
別段の定めがない限り、理由のいかんを
問わず収納事業者等から受領していない
場合には、代金について乙に引き渡す義
務を負わない。

2.	乙の甲に対する未払債務があるときは、
その支払期限にかかわらず、甲は何らの
通知なく前項に基づき乙に支払う代金か
ら当該未払債務の額を差し引くことがで
きる。

第8条
サービス利用料

1.	 乙は、本サービスの利用に関し、甲が別途
定めるサービス利用料を支払う。

2.	サービス利用料は、甲が本契約に基づき
乙に支払うべき商品等の代金からサービ
ス利用料およびそれにかかる消費税相当
額を差し引くことにより支払われるもの
とする。なお、甲が提携収納代行会社から
受領する代金の総額がサービス利用料
および消費税額に満たない場合は、乙は
甲の定める期日までに甲が指定する金融
機関の口座に不足分の金額を振り込むこ
とにより支払わなければならない。この

場合の支払いに要する費用は乙の負担と
する。

3.	 顧客が商品等の代金を支払うにあたり、
収納加盟店等が顧客に発行する領収書
収入印紙を必要とする場合、当該収入印
紙にかかる費用は乙の負担とする。なお、
収納加盟店等が立て替え負担した当該
収入印紙の代金については、前項による
サービス利用料の支払いとあわせ甲に支
払われるものとする。

第9条
取引の取消等

1.	 乙は、顧客との間の取引が、顧客による代
金の支払いよりも前に取消、キャンセル、
解除、その他の事由により消滅又は失効
したときは、甲所定の方法により速やか
に当該事実を甲に通知するものとする。

2.	 顧客との間の取引の消滅又は失効が、顧
客による商品等の代金の支払いよりも後
であった場合、乙は当該顧客と返金の方
法について協議のうえ、自己の責任と費
用において当該顧客への返金を行うもの
とする。

3.	甲は受領済みの決済手数料の返金は行
わないものとする。

4.	甲は、第1項および第2項に定める取引の
取消および返金により生じた乙または顧
客の損害につき、一切その責めを負わな
いものとする。

第10条
購入記録の利用

甲、提携収納代行会社および収納加盟店等
は、商品等の購入に関する情報を本サービス
および甲の提供するサービスの向上のため
に利用することができる。

第11条
本サービスの委託

甲は、甲の定める方法により、本サービスとし
て乙に提供する業務の一部または全部を第
三者に再委託することができるものとする。

第12条
差別待遇の禁止

乙は、対象支払サービスを代金の支払方法と
して指定し、有効に取引の申込を行った顧客
に対し、正当な理由なく当該申込を拒絶した
り、他の支払方法による支払を要求したり、他
の支払方法と異なる代金を請求する等、顧客
に不利になる差別的取扱や顧客による対象
支払サービスの円滑な利用の妨げとなるい
かなる措置も採ってはならないものとする。

第13条
契約上の地位の譲渡禁止

1.	 乙は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、
貸与し、または引き受けさせてはならない。

2.	 乙は、乙の甲に対する債権を第三者に譲渡
し、または担保に供してはならず、また甲
に対する債務を第三者に引き受けさせて
はならない。

第14条
情報の取扱い

1.	 乙は、本サービスの利用により知り得た
甲、または提携収納代行会社の技術上、
営業上、その他の情報についてこれを秘
密として管理し、甲の書面による承諾な
く第三者にこれを提供、開示または漏洩
せず、本契約の履行の目的以外に使用し
てはならない。

2.	乙は自己の責任に基づき前項に定める情
報の管理を行い、甲または提携収納代行
会社から当該情報の破棄または返却等の
指示がある場合、これに従うものとする。

第15条
賠償責任

1.	 乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、甲また
は提携収納代行会社に損害を与えた場

合は、当該損害を賠償する責を負うもの
とする。

2.	乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、第三者
との間で紛争が生じた場合には、すべて
乙の責任のもとにこれを解決するものと
し、甲および提携収納代行会社に一切迷
惑をかけないものとする。

3.	甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止
その他本サービスに関する事由により乙
が被った損害について一切の責任を負わ
ないものとする。

4.	甲は、通信回線または甲、提携収納代行会
社もしくは収納事業者等の設備、機器等
に起因する通信不良、遅延、誤送信等、本
サービスの運営の障害について一切の責
任を負わないものとする。

第16条
本サービスの停止

乙は、甲、提携収納代行会社または収納事業
者等によるサーバ、ソフトウェア、その他の
設備にかかる点検、修理、補修、改良等、また
は通信回線等の事故、障害、その他甲がやむ
を得ないと判断した場合に、事前に乙に通知
されることなく本サービスの全部または一
部が一定期間停止される場合があることを
あらかじめ承諾するものとする。なお、乙は当
該停止につき甲または提携収納代行会社に
対して損害の補償等を求めないこととする。

第17条
契約期間

1.	 本契約の有効期間は、本契約の成立の日
から1年間とする。なお、期間満了までに
甲乙いずれからも契約終了の意思表示が
ない場合、本契約は更に1年間延長され
るものとし、以後も同様とする。

2.	甲と乙との間で出店規約に基づき締結さ
れている楽天市場出店契約が終了した場
合には、本契約も当然に終了するものと
する。

第18条
中途解約

甲は、本契約期間中であっても、乙に対して1
ヶ月前までに通知することにより、本契約の
全部または一部を解約することができるも
のとする。

第19条
解除

1.	 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当す
る場合、何ら催告することなくただちに
本契約の全部または一部を解除すること
ができる。
（1）	本規約、出店規約等の各条項に違反

したとき。
（2）	取扱商品等または営業態様が甲の

運営するモールに相応しくないと甲
が判断したとき。

（3）	手形または小切手の不渡が発生し
たとき。

（4）	差押、仮差押、仮処分その他の強制
執行または滞納処分の申立を受け
たとき。

（5）	破産、民事再生手続開始、会社更生
手続開始または特別清算開始の申
立がなされたとき。

（6）	前三号の他、乙の信用状態に重要な
変化を生じたと甲が判断したとき。

（7）	顧客からの苦情等により、本契約を
継続することが不適当であると甲が
判断したとき。

2.	乙は前項各号のいずれかに該当した場
合、期限の利益を喪失し、本契約に基づく
債務の一切をただちに弁済しなければな
らない。

3.	 本条に基づく解除は、甲の乙に対する損
害賠償請求を妨げるものではない。

第20条
契約終了に伴う措置

1.	 本契約が終了した場合、乙はただちに本
サービスを利用した商品等の販売、提供

および取引の誘引行為を中止するものと
する。

2.	 本契約終了以前に乙が顧客から商品等
の注文を受けた取引については、本契約
終了後においても本規約の規定に従って
処理されるものとする。

3.	 第4条第7項及び第14	条に定める乙の義
務は、本契約終了後も有効に存続するも
のとする。

4.	 本契約の終了にあたって、甲は乙に対し、
設備投資、費用負担、逸失利益その他乙
に生じた損害について一切責任を負わな
いものとする。

第21条
規約の変更

1.	 甲は、必要と認めたときは、乙に対して予
告することなく本規約および本規約に付
随する規約の内容を変更することができ
るものとする。

2.	 本規約または本規約に付随する規約の変
更については、甲が当該変更を通知（甲の
サーバの所定の箇所に掲示した場合を含
む）した後において、乙が本サービスの利
用を継続した場合には、乙は新しい規約
を承認したものとみなし、変更後の規約
を適用するものとする。

以上
2011年10月5日改定

Edyサービス・iD
サービス加盟店特約

第1条
総則

1.	 本特約は、楽天マルチ決済サービス利用
規約（以下「利用規約」という）の一部とな
るものであり、本特約に定めのない事項
については利用規約の各条項が適用され
る。なお、利用規約において定義された用
語は、特段の定めのない限り本特約にお
いても同じ意味を有する。

2.	 本特約は、対象支払サービスのうちEdy	
サービス及びiDサービス（以下、両サー
ビスを総称して「特定サービス」という）
の利用にあたり、必要な事項を定めるも
のである。

第2条
定義

本特約において、以下の用語はそれぞれ以下
の意味を有するものとする。
（1）	「Edyサービス」とは、楽天Edy株式会社
（以下「楽天Edy」という）が運営するプリ
ペイド型電子マネーサービス「エディ」
を用いて顧客から商品等の代金の全部
または一部の支払いを受け、サービス提
供者が当該代金相当額のエディの精算
を行う決済システムの提供及びこれに
付随するサービスをいう。

（2）	「iDサービス」とは、株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ（以下「NTTドコモ」という）
が認定するiD媒体等を利用した代金決
済「iD」を用いて顧客から商品等の代金
の全部または一部の支払いを受け、サー
ビス提供者から当該代金相当額の立替
払いを受ける決済システムの提供及び
これに付随するサービスをいう。

（3）	「サービス提供者」とは、楽天Edy及び
NTTドコモとの契約に基づき甲及び乙
に対しEdyサービス及びiDサービスを
提供する楽天カード株式会社をいう。

（4）	「Edy加盟店」とは、本特約に基づきEdy	
サービスを利用して商品等の販売また
は提供を行うことを承認されたものを
いう。

（5）「iD加盟店」とは、本特約に基づきiDサー
ビスを利用して商品等の販売または提
供を行うことを承認されたものをいう。

第3条
加盟店契約

1.	 利用規約第3条1項に定める利用の申し

込み及び甲による承諾をもって、乙と甲
及びサービス提供者との特定サービスに
かかる加盟店契約の成立とする。

2.	乙は、前項の加盟店契約の成立に先立ち
サービス提供者による加盟店審査がある
こと、審査の結果加盟店契約が締結でき
ず、特定サービスを利用することができ
ない場合があることを予め了承する。な
お、乙が特定サービスを利用できない場
合でも、甲およびサービス提供者は乙に
対し一切責任を負わないものとする。

3.	 本特約に基づき乙との間で締結された特
定サービスにかかる加盟店契約は、甲と
サービス提供者との間の特定サービスに
関する契約が終了した場合には当然に終
了するものとし、甲とサービス提供者と
の間の契約終了の理由の如何を問わず、
甲およびサービス提供者は乙に対して一
切責任を負わないものとする。

4.	乙は、利用規約及び本特約の各条項に違
反するときは、サービス提供者との特定
サービスにかかる加盟店契約の違反をも
構成し、同契約に従い責任を負う場合が
あること及びサービス提供者、楽天Edy
またはNTTドコモが当該加盟店契約に
基づき乙に対して権利行使を行う場合が
あることを予め承諾する。

第4条
代理権

乙は、甲に対して以下の各号に定める業務を
乙の代理人としてサービス提供者との間で
行うことを委託し、甲はこれを受託する。
（1）	サービス提供者との特定サービスにか

かる加盟店契約の締結及びこれに付随
する一切の行為

（2）	乙に関する届出
（3）	特定サービスにかかる支払情報に関す

る事項
（4）	Edy精算金及びiD利用による立替金の

収納
（5）	その他、甲乙間で合意し、サービス提供

者が承認した業務

第5条
加盟店の義務

1.	 Edy加盟店は、以下の各号に定める事項
を遵守しなければならない。
（1）	Edyサービスを利用して顧客へ商品

等を販売または提供する場合は、別
途甲の指定する加盟店標識等を見
やすいところに掲示する（利用者が
本サービス利用店舗において閲覧
可能な状態におくこと）ものとし、エ
ディによる決済が可能である旨表
示すること

（2）	甲に届け出た事項に変更があった
場合、速やかに甲所定の方法により
当該変更を届け出たうえ承認を得る
こと

（3）	如何なる理由があってもエディの複
製、改変または解析等を行わないこ
と及びそれらの行為に加担もしくは
協力しないこと

（4）	甲、サービス提供者または楽天Edy
が調査または報告等を求めた場合、
速やかにこれに従うこと

（5）	甲、サービス提供者、楽天Edyまた
はこれらの指定する第三者による立
入検査を求められた場合、これに応
じること

（6）	エディが偽造、変造、または不正使
用されたものである場合、またはそ
の可能性がある場合、ただちに甲に
その旨を通知すること

（7）	甲、サービス提供者または楽天Edy
からエディの偽造、変造、または不正
使用に関する防止措置を講じるよう
指示を受けた場合、これに従うこと

2.	 iD加盟店は、以下の各号に定める事項を
遵守しなければならない。
（1）	 iDサービスを利用して顧客へ商品

等を販売または提供する場合は、別
途甲の指定する加盟店標識等を見
やすいところに掲示する（利用者が
本サービス利用店舗において閲覧
可能な状態におくこと）ものとし、iD
による決済が可能である旨表示す
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4.	 アプリを経由して購入された商品等かど
うかは、甲の提供する認識技術により判
別する。本サービス利用の終了後も認識
技術が有効な場合は従量課金が発生す
る場合があるものとし、乙はこれに同意
する。なお、アプリを経由して商品等が購
入された場合といえども、甲の定める「楽
天スーパーアフィリエイト利用規約（出
店者向け）」に基づく成果報酬は別途発生
する。

第6条
競合禁止

乙は、アプリを設置した企業ページ上におい
て、楽天市場以外のECサイトの情報を掲載
（コメントの掲載、バナーの掲載、各種アプリ
の設置を含むがこれに限られない）してはな
らない。

第7条
情報の取扱い

甲は、本サービスのサービス向上のため、乙
による企業ページの利用状況（メッセージの
種類、送信時間、送信回数等）を確認すること
があり、乙は予めこれに同意するものとす
る。

第8条
禁止行為

1.	 乙は、本サービスの利用において、以下の
各号に規定する行為をしてはならない。
（1）	本規約等に違反する行為
（2）	第5条第4項に定める甲の認識技術

を妨げるなど、従量課金の発生を逃
れる行為

（3）	出店規約第18条第1項各号に規定
する行為

（4）	その他甲が別途禁止行為として定
める行為または甲が不適切と判断
する行為

2.	乙が前項各号のいずれかに該当すると甲
が判断した場合、甲は乙に事前に通知す
ることなく本サービスの利用の停止、ア
プリを設置した企業ページの全部または
一部の削除その他の必要な措置を取るこ
とができるものとし、また出店規約の違
反とみなすことができる。この場合とい
えども、乙は甲に対して損害賠償、月額固
定費の減額、返還等を請求することがで
きない。

第9条
期間

1.	 本規約に基づく本サービスの契約期間
は、いずれかのソーシャルメディアにお
ける、アプリを設置した企業ページの公
開日のうち最も早い日（以下「契約開始
日」という）から12ヶ月間とする。ただし、
期間満了の1ヶ月前までに甲乙双方から
解約の意思表示がない場合、さらに12ヶ
月間延長されるものとし、以後も同様と
する。なお、乙による当該意思表示の方法
は、甲が別途指定する方法によらなけれ
ばならない。

２.	前項にかかわらず、甲は、解約日の１ヶ月
前までに乙に解約の意思表示をすること
によりいつでも本契約を解約することが
できる。

3.	 前二項の規定にかかわらず、甲乙間での出
店規約に基づく契約関係が終了した場合
は本サービスの契約期間も当然に終了す
る。

4.	乙は、本サービスの契約期間中に本サー
ビスの利用を終了する場合であっても、
契約期間の満了まで月額固定費の支払
いを免れない。但し、本規約または甲の定
めるガイドライン等に別段の定めがある
場合を除く。

５.	前項にかかわらず、本条第２項により、甲
が本契約を解約した場合には、乙は当該
解約日の属する月までの月額固定費を甲
に支払うものとする。

6.	乙は、理由の如何を問わず本サービスの
契約期間が終了した場合、直ちにアプリ
を設置した企業ページを削除しなければ
ならないものとし、また甲は乙に代わっ

て当該企業ページを削除することができ
る。なお、乙が甲所定の期間内に当該削除
を完了しない場合、本規約および出店規
約の違反とみなし、甲は乙の出店停止そ
の他必要な措置を取ることができる。

第10条
免責

1.	 甲は、乙が本サービスの利用に関して被
った損害（サーバ、ソフトウェアまたはア
プリの障害・不具合・誤作動、ソーシャル
メディアのメンテナンス、障害・不具合・
誤作動、規約類の変更または仕様の変更、
企業ページの全部または一部の滅失、本
サービスの全部または一部の停止、設定
作業の遅延・瑕疵、乙の出店停止、顧客と
の取引等によるものを含むが、それらに
限られず、またその原因のいかんを問わ
ない）について、賠償する責を負わない。

2.	甲は、乙に対する事前の承諾なく、本サー
ビスの仕様等の変更もしくは追加または
サービスの停止もしくは廃止を行うこと
ができる。

3.	甲は、サーバに障害が発生した等の理由
により、本サービスにおける乙の企業ペ
ージの運営に支障が生じると甲が判断し
た場合には、混乱防止のために必要とな
る措置を取ることができる。

第11条
本規約等の変更

甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく、そ
の裁量で本規約等を変更することができる。
本規約等の変更は甲が変更を乙に通知（甲の
サーバ内で乙がID	およびパスワードでアク
セスできる部分に掲示した場合を含む）した
後において乙が本サービスの利用を継続した
場合には、乙は変更後の本規約等を承認した
ものとみなし、変更後の本規約等を適用する。

以上
2018年1月30日最終改定

附則

2016年6月1日以降に乙が出店規約第2条第
1項に基づきモールへの出店を申し込む場
合、本サービスの利用は必須とし、出店の申
し込みをもって本規約第3条第1項の申し込
みが為されたものとみなす。

楽天市場
海外販売サービス 

利用規約

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）がインターネット上で運営するショ
ッピングモール「楽天市場」（以下「モー
ル」という）に出店中の出店者が、甲が提
供する楽天市場海外販売サービス（以下
「本サービス」という）を利用するにあた
り、甲と本サービスの利用者（以下「乙」と
いう）との間の契約関係を定めるもので
ある。なお、本規約に定めのない事項につ
いては、楽天市場出店規約（以下「出店規
約」という）、R-Card	Plus利用規約およ
び本サービスに関して甲の定める各種規
約、ガイドライン等の各条項（以下、本規
約と総称して「本規約等」という）が適用
されるものとする。また、本規約の各用語
で本規約に別段の定めのないものについ
ては、出店規約またはR-Card	Plus利用
規約の各用語と同一の意味を有するもの
とする。

2.	 本サービスの仕様は甲が定めるものと
し、乙に通知することなく変更すること
ができる。

第2条
申込

乙が本サービスの利用を希望する場合、甲所
定の手続きに従って本サービスの利用を申
し込むものとする。

第3条
本規約等の変更

甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく、そ
の裁量で本規約等を変更することができる。
本規約等の変更は甲が変更を乙に通知（甲の
サーバ内で乙がIDおよびパスワードでアク
セスできる部分に掲示した場合を含む）した
後において乙が本サービスの利用を継続した
場合には、乙は変更後の本規約等を承認した
ものとみなし、変更後の本規約等を適用する。

第4条
商品等の指定および掲載

1.	 乙は、甲所定の方法に従い、乙の取扱商品
等につき、販売対象国または地域（以下、
単に「販売対象国」という）を個別に指定
しなければならない。

2.	甲は、前項に従い乙が販売対象国を個別
に指定した取扱商品等（以下「指定商品
等」という）を、甲がモールにおいて提供
する海外販売向け検索サービスに掲載す
るとともに、その他の関連するページへ
の掲載等を随時実施することができる。
なお、これらの掲載等の詳細は甲の裁量
により定めるものとする。

第5条
指定商品等の選定および販売

1.	 乙は、指定商品等の選定および販売等を
行うにあたり、次の各号に規定する事項
を遵守しなければならない。
（1）	日本国の法令等により輸出が禁止

されている商品等を海外向けに販
売しないこと

（2）	販売対象国の法令等により輸入が
禁止されている商品等を当該販売
対象国向けに販売しないこと

（3）	販売対象国において公序良俗に反
する商品を販売しないこと

（4）	その他、販売対象国における指定商
品等の販売等に関して適用される
一切の関係法令等を遵守すること

2.	乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着
遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、ま
たは商品等に関し第三者との間で紛争
（著作権、商標権等の知的財産権もしくは
人格権その他の権利に関する一切の請
求を含むがこれに限られない）が生じた
場合には、すべて乙の責任と負担におい
て解決するものとする。また、甲が顧客そ
の他の第三者に損害賠償等の支払を余
儀なくされた場合には、乙はその全額を
甲に支払うとともに、その解決のために
要した弁護士費用その他一切の諸経費を
甲に支払う。

3.	甲は、乙と顧客その他の第三者との間の
紛争について、乙の同意を得ることなく、
当該顧客または第三者に対し当該紛争に
関する情報提供その他の援助を行うこと
ができる。

4.	甲は、乙が第1項に違反した場合またはそ
のおそれがあると判断した場合、乙に対
して商品ページの変更その他必要な措置
を講ずるよう求めることができるほか、
自ら商品等の削除、検索サービスその他
のページへの掲載取り止め、または本規
約もしくは出店規約の解除を行うことが
できる。

第6条
補償の適用

R-Card	Plus利用規約第15条及び第16条の
規定にかかわらず、R-Card	Plus利用規約第
15条第1項第3号または第4号の事由に該当
する債権譲渡の譲渡代金について、カード会
社から乙に対する支払いが拒絶もしくは留
保され、または支払済み譲渡代金の返還を請
求される場合であっても、その取引について
本規約等に定める要件を全て満たすときに
は、甲は、その取引に係る代金債権のカード
会社への支払額（以下「損失額」という）を補
償する。

第7条
対象取引の要件

前条の補償の対象となるためには、当該取引
が次の各号全てを満たしていなければなら
ない。なお、当該取引が本条の要件を満たす
こと、または第10条の除外事項に該当しな
いことの判定は、合理的な基準に基づき甲の
裁量により行われるものとし、甲はその基準
や理由を乙に開示する義務を負わないもの
とする。
（1）	モールにおける乙自身と顧客の間の取

引であること
（2）	商品等の配送先として、日本国外の住所

が指定されていること
（3）	カード会社による支払拒絶または留保

の理由が、第三者による不正利用である
こと

（4）	乙における過去の不正利用履歴を常に
作成し、受注に際して当該取引が当該不
正利用履歴に該当しないことを乙にお
いて確認していること

（5）	甲またはカード会社が乙に別途提供す
る不正利用情報を常に確認し、受注に際
して当該取引が当該不正利用情報に該
当しないことを乙において確認してい
ること

（6）	カード会社から甲に対して前条の取引
に該当する旨の通知がなされた時点で、
次のいずれの場合にも該当しないこと
ア.	甲への支払債務の履行を遅延して
いる場合

イ.	過去6ヶ月間に、本規約等の違反、顧
客からの苦情等の理由で甲から注
意喚起・指導等を1度以上受けたこ
とがある場合

ウ.	甲が合理的に定める一定の与信基
準または顧客対応基準を満たして
いない場合

エ.	甲から出店停止または出店規約の
解除の通知を受けている場合

（7）	その他甲が乙に求める不正防止策を実
施していること

第8条
補償上限

本規約により甲が乙に対して補償する損失
額は、対象となる取引の売上日（R-Card	Plus
利用規約第12条第2項の定義による）を基準
として、毎月50万円（以下「月間補償限度額」
という）を上限とする。なお、当月の損失額の
うち月間補償限度額を超過した部分につい
ては、R-Card	Plus利用規約第15条、第16条
その他の規定に準ずるものとする。

第9条
取引停止の要請

甲またはカード会社が、ある取引についてク
レジットカードの不正利用の可能性がある
と判断した場合は、甲またはカード会社の通
知に基づき、乙は直ちに商品等の提供を停止
しなければならない。

第10条
除外事項

第7条の要件を満たす場合であっても、次の
各号のいずれかに該当する場合には、本規約
による補償の対象とならないものとする。	
（1）	甲またはカード会社からの照会に対し

て乙が誠実に協力しなかった場合
（2）	甲またはカード会社から、クレジットカ

ードの不正利用の可能性について予め
通知があり取引停止を依頼されたにも
かかわらず乙が従わなかった場合

（3）	乙が取引通念上要請される注意義務を
怠った場合

（4）	乙と顧客の取引契約の無効、取消、解除、
その他紛争による場合

（5）	乙と役職員またはその親族との取引の
場合

（6）	乙が甲への支払債務の履行を遅延して
いる場合その他本規約等に違反してい
る場合

（7）	乙が当該取引について、相手方もしくは
その関係者、保険会社等から損害の一部
または全部の賠償を受けている、または
受ける予定がある場合

（8）	第8条の月間補償限度額を超過した場合	
（9）	天災地変、戦争、テロ、労働争議、大規模

なネットワーク障害などにより著しく社
会秩序が混乱していた場合

（10）	その他甲が本規約の趣旨に照らして補
償対象とすることが不適当であると認
めた場合

第11条
不正防止への協力

乙は、モール全体の不正防止を甲およびカー
ド会社と協力して推進するため、自らの出店
ページにおける不正利用に関する情報を積
極的に甲およびカード会社に提供すること
に同意する。

以上
2012年3月1日制定

店長の部屋Plus+
利用規約

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「当社」とい
います）が「店長の部屋Plus+」の名称の
下に提供する、楽天市場出店者向けのブ
ログサービス、掲示板サービスその他の
サービス（総称して以下、「本サービス」と
いいます）に関し、本サービスを利用され
る方（以下、「利用者」といいます）が、遵守
すべき事項および利用者と当社との関係
を定めるものです。	尚、利用者には、ブ
ログの作成・運営、掲示板の作成・運営等、
自ら管理者となって情報発信を伴う本サ
ービスを利用する方（以下、「管理者」とい
い、管理者が本サービスを利用して管理
するウェブサイトを以下、「管理サイト」
といいます）のみならず、管理サイトにお
いてコメント、画像、動画、音声その他一
切の情報を投稿する方（以下「投稿者」と
いいます。）および管理サイトを閲覧され
る方が含まれます。

2.	 利用者は、本規約の他、本規約の下位規
約、本サービスのガイドライン等を遵守
するとともに、利用者が楽天市場出店者
の場合には楽天市場出店規約その他出
店に関連する一切の規約類を遵守するも
のとし、利用者が楽天会員である場合に
は、楽天会員規約を遵守するものとしま
す（利用者に適用される規約、ガイドライ
ン等を総称して以下、「本規約等」といい
ます）。

3.	当社は、利用者が本サービスを利用した
場合、当該利用者が本規約等に同意した
ものとみなします。

第2条
自己責任の原則

1.	 当社は、本サービスにより、利用者が自ら
情報を発信しまたは他の利用者と交流す
ることができるコミュニティ・プレイス
を提供しますが、利用者が公開しまたは
投稿したコメント、画像、動画、音声その
他一切の情報（以下、「ブログデータ等」と
いいます）について、これを管理しまたは
監視する義務を負いません。

2.	 利用者は、自己責任のもとで本サービス
を利用するものとし、ブログデータ等に
関連して他の利用者その他の第三者か
ら、問い合わせ、クレーム、請求等があっ
た場合、当社がこの対応に関与しないこ
とを了承し、自己の責任で誠実にこれに
対応するものとします。

3.	 利用者は、ブログデータ等に関連して他
の利用者その他の第三者に、損害または
不利益を与えた場合、自己の責任と費用
においてこれを賠償するものとします。
尚、利用者のブログデータ等に関連して、
万一当社が損害または不利益を被った場
合、利用者は当該損害または不利益を賠
償するものとします。

4.	 利用者は、管理サイトに公開又は投稿し
たブログデータ等について、当該管理サ
イトの管理者がその裁量で削除できるこ

第10条
銀行振込の未了

1.	 乙は、顧客の相違又は商品等の代金が未
了の取引があった場合、自己の責任にお
いて顧客との間で協議し解決するものと
する。

2.	 前項に定める事由により生じた乙の損害
について、甲は一切その責めを負わない
ものとする。

第11条
取引の取消等

1.	 顧客との間の取引が、取消、キャンセル、
解除、その他の事由により、消滅又は失効
した場合であっても、甲は、本契約に基づ
き乙に対して回収金を引渡すものとし、
乙は当該顧客と返金の方法および振込
手数料等の取り扱いについて協議のう
え、自己の責任と費用において当該顧客
への返金を行うものとする。

2.	甲は、取引の消滅及び失効並びに返金に
より生じた乙または顧客の損害につき、
一切その責めを負わないものとする。

第12条
商品注文票等の保管

乙は、顧客からの商品受領書および商品の発
送を証する証憑その他関係書類またはデー
タを自己の責任のもと7年間保管し、甲の要
請があるときはいつでもこれを提示するも
のとする。

第13条
差別待遇の禁止

乙は、銀行振込を代金の決済方法として指定
し、有効に取引の申込を行った顧客に対し、
正当な理由なく当該申込を拒絶したり、他の
決済方法による支払を要求する等、顧客に不
利になる差別的取扱や顧客による銀行振込
の円滑な利用の妨げとなるいかなる措置も
採ってはならないものとする。

第14条
賠償責任

1.	 乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、甲に損
害を与えた場合は、当該損害を賠償する
責を負うものとする。

2.	乙は、本契約に違反することにより、また
は本サービスの利用に関連して、第三者
との間で紛争が生じた場合には、すべて
乙の責任のもとにこれを解決するものと
し、甲に一切迷惑をかけないものとする。

3.	甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止
その他本サービスに関する事由により乙
が被った損害について一切の責任を負わ
ないものとする。

4.	甲は、通信回線または甲の設備、機器等に
起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サ
ービスの運営の障害について一切の責任
を負わないものとする。

第15条
サービスの停止

1.	 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当
する場合には、甲が必要と認める期間、本
サービス及び回収金額の引渡しを停止す
ることができるものとする。
（1）	出店規約第21条第1項第1号または

第2号に定める事由が生じたとき
（2）	甲による連絡が取れなくなったと

き、顧客からの苦情等が頻発したと
きその他甲が消費者保護の観点等
から本サービスを停止する必要があ
ると判断したとき

2.	甲は、前項に定める事由が解消されない
場合には、当該停止の時点で既に乙の指
示に基づき振込専用口座で受領している
商品等の代金について、甲所定の方法で
必要な措置を講じることができるものと
する。

3.	甲は、前項の定めに基づき本サービスの
停止を行った場合、乙に対してその旨通
知するものとし、乙は自己の責任におい

て、代金の支払等につき顧客と協議のう
え解決するものとする。

4.	甲は前三項に定める本サービスの停止に
より生じた乙の損害について、一切その
責めを負わないものとする。

第16条
契約期間

本契約の契約期間は、出店規約に基づくモー
ルへの出店契約と同一とする。

第17条
契約終了に伴う措置

1.	 本契約が終了した場合、乙はただちに本
サービスを利用した商品等の販売、提供
および取引の誘引行為を中止するものと
する。

2.	 本契約終了以前に乙が顧客から商品等
の注文を受けて有効に成立した取引に関
する商品等の代金については、本契約終
了後においても本規約の規定に従って処
理されるものとする。

3.	 第5条第4項に定める乙の義務は、本契約
終了後も有効に存続するものとする。

4.	 本契約の終了にあたって、甲は乙に対し、
設備投資、費用負担、逸失利益その他乙
に生じた損害について一切責任を負わな
いものとする。

以上
2014年11月13日制定

楽天大学
利用規約

第1条
総則

1.	 本規約は、楽天株式会社（以下「甲」とい
う）との間で楽天市場出店規約（以下「出
店規約」という）を承認の上、楽天市場出
店契約を締結済みの出店者（以下「乙」と
いう）が、インターネットショップ運営に
関するノウハウを甲が提供するサービス
「楽天大学」（以下「楽天大学」という。）を
利用する場合の契約関係を定めるもので
ある。

2.	乙が楽天大学を利用するにあたっては、
本規約のほか、甲が別途定める規約・規
則等に従わなければならない。

3.	 本規約は出店規約の一部となるもので
あり、本規約に定めのない事項について
は出店規約が適用される。また、出店規
約に定義された用語は別段の定めがな
い限り、本規約においても同様の意味を
有する。

第2条
利用の申込

乙は、楽天大学の利用にあたり、甲の提供す
る講座（コースとなっている一連の講座を含
む。以下同様。）ごとに、甲が別途定める手続
に従い申込をする。かかる申込の完了後は、
乙はいかなる場合も中途解約ができないも
のとする。

第3条
サービスの内容

1.	 楽天大学において甲が乙に提供するサー
ビスの内容は、甲が別途定めるところに
従う。

2.	甲は乙に事前に通知することなく、前項
のサービス内容を追加、変更または廃止
することができる。

第4条
受講期間

甲は、提供する講座ごとに、乙が当該講座を
受講することができる期間（以下「受講期間」
という）を別途定めることができ、乙は受講
期間経過後は当該講座（甲がウェブ上で提供
するライブラリ機能を含む）を受講すること
ができない。

第5条
受講の予約・キャンセル

1.	 乙は、講座受講の申込完了後、甲が別途定
める手続に従い、受講日程の予約をする。
乙は、受講の日時、開催地、回数、最少開催
人数等に制限があることを承認し、受講
日程を事前に甲所定のウェブページで確
認しなければならない。

2.	乙は原則として前項の予約をキャンセル
することはできない。やむを得ない事情
により乙が予約をキャンセルしまたは講
義を欠席した場合、乙は甲が別途定める
キャンセル料を支払う。

第6条
受講料等

1.	 乙は、甲所定の楽天大学の受講料その他
の費用（以下「受講料等」という）を、甲が
別途定める方法および期限にて支払う。
支払に関する手数料は乙の負担とする。

2.	 前項に基づいて乙が支払った受講料等
は、乙が受講期間内に全ての講座を受講
しなかった場合、受講期間満了前に出店
契約が終了した場合、その他事由のいか
んを問わず返還されないものとし、乙は
これを承諾する。

第7条
著作権等

1.	 楽天大学において甲から乙に提供される
テキスト、DVD、講義（たとえ、乙の店舗
運営関係者が出演しているものであって
も）、写真その他の情報（以下「資料」とい
う）にかかる著作権、ノウハウその他の権
利（以下「著作権等」という）は甲に帰属す
るものとし、乙は自らの店舗運営に必要
な範囲で（複製することはできない）当該
資料を使用することができる。なお、甲は
当該資料が第三者の権利を侵害しないこ
とを保証するものではない。

2.	 楽天大学の利用において乙が作成した資
料（乙の作成したウェブサイトの画面、ア
ンケート回答、ビジネスモデルなどを含
むがこれに限られない）の著作権等は乙
に帰属するものとし、乙は甲に対して無
償で当該資料の著作権等の使用を許諾
する。

第8条
禁止行為

乙は楽天大学の利用にあたり、以下の各号に
規定する行為を行ってはならない。
（1）	楽天大学の講座を録画または録音

すること
（2）	楽天大学において甲が提供した資

料を複製しまたは第三者に提供（譲
渡、貸与などを含むが、これに限られ
ない）することその他乙の店舗運営
関係者以外の閲覧に供すること

（3）	Eラーニングコンテンツを甲所定の
方法以外の方法で視聴すること（ダ
ウンロードすることを含むが、これ
に限られない）

（4）	前三号のほか甲が乙に提供した資
料の著作権等を侵害する行為

（5）	甲、楽天大学の他の受講者、その他
の第三者の迷惑となる行為（不適切
な質問・コメント等を送信すること
を含むが、これに限られない）

（6）	その他甲が別途禁止する行為

第9条
本規約の違反

1.	 乙が本規約または出店規約に違反した場
合、甲は乙による楽天大学の受講を拒否
し、または楽天大学の利用を終了させる
ことができる。当該受講拒否または利用
終了によって乙に損害が発生したとして
も、甲はかかる損害につき一切責任を負
わず、乙が既に支払った受講料等の返還
は行わない。

2.	乙が前条第１号ないし第４号のいずれか
に違反した場合は、前項に加え、甲は乙に
対し、講座が録画もしくは録音された媒
体、甲が乙に提供した資料またはダウン

ロードしたファイルおよび媒体ならびに
その複製物を甲に引き渡すことを請求で
きるものとし、乙はこれに応じなければ
ならない。

3.	乙が本規約に違反したことにより甲が損
害を被った場合、乙はその一切の損害（弁
護士費用を含む）を賠償しなければなら
ない。

第10条
順延

天災地変、交通機関のストライキその他の事
由により講座の開催が困難であると甲が判断
した場合、	甲は当該講座の開催を順延するこ
とができる。順延後の講座開催日程は甲が別
途乙に通知する。この場合において、甲は乙が
順延に起因して支出した追加費用および発
生した損害の賠償をする責任を負わない。

第11条
免責

1.	 甲は、楽天大学の受講によって乙の出店
ページにおける売上高の増大、ページビ
ュー数またはクリック数の向上その他の
効果を保証するものではない。

2.	甲は、楽天大学において乙に提供する資
料の正確性、信頼性、有用性、目的適合性
等につき一切保証しない。

3.	甲は、講座の受講風景を静止画または動
画で撮影し、「楽天大学」のウェブサイト
や資料への掲載その他甲が妥当と認める
方法で使用することができるものとし、
乙はこれに同意する。甲は、当該静止画ま
たは動画の使用により乙に損害が生じた
としても、一切その責任を負わない。

4.	 天災地変、通信障害その他不可抗力によ
り、甲がウェブ上で提供する機能の全部
または一部の利用が不可能になった場
合、乙は、甲に対して、受講料の返還、減額
その他の補償を求めないものとする。

5.	甲は、前各項のほか、乙が楽天大学の利用
により被った一切の損害につき責任を負
わない。

以上
2016年6月30日改定

R-SNS利用規約

第1条
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
インターネット上で運営するショッピング
モール「楽天市場」（以下「モール」という）に
出店中の出店者が、甲が提供する、各種ソー
シャルメディア（以下「ソーシャルメディア」
という）との連携サービス「楽天S4（スーパ
ーソーシャルショップサービス）」（以下「本
サービス」といい、第2条に定義する）を利用
するにあたり、甲と本サービスの利用者（以
下「乙」という）との間の契約関係を定めるも
のである。なお、本規約に定めのない事項に
ついては、楽天市場出店規約（以下「出店規
約」という）および本サービスに関して甲の
定める各種規約、ガイドライン等の各条項
（以下、本規約と総称して「本規約等」という）
が適用されるものとする。また、本規約の各
用語で本規約に別段の定めのないものにつ
いては、出店規約の各用語と同一の意味を有
するものとする。

第2条
本サービス

本サービスは、ソーシャルメディアにおいて
乙が運営する企業向けページ（以下「企業ペ
ージ」という）上で、乙がモールで販売または
提供する商品等を紹介することにより、乙の
出店ページに顧客を誘導することを目的と
する。

第3条
申込

1.	 乙が本サービスの利用を希望する場合、
甲所定の手続きに従って本サービスの利
用を申し込むものとする。

2.	乙は、ソーシャルメディア運営者が定め
る各種規約、ガイドラインその他乙とソ
ーシャルメディア運営者を拘束するあら
ゆる契約（以下「規約類」という）を自己の
責任において遵守しなければならず、乙
とソーシャルメディア運営者の間に生じ
た問題について、甲は一切の責任を負わ
ない。

第4条
設定

1.	 前条の乙の申し込みに対して甲が承諾し
た場合、甲はソーシャルメディア上での
ページ作成、入力、設定、編集等の作業（以
下「設定作業」という）の代行または補助
を行うものとし、乙は甲が設定作業を遂
行するのに必要な代理権を甲に授与す
る。なお、甲はソーシャルメディア運営者
の定める規約類においてアカウント保持
者本人のみが行うことができると定めら
れている事項を乙に代わって行うことは
できないものとし、設定作業のうちソー
シャルメディア運営者の定める規約類に
てアカウント保持者からの委託が禁止さ
れた場合は、甲は爾後当該設定作業を乙
から受託することができない。なお、ソー
シャルメディアごとの設定作業の内容、
方法その他の詳細は、甲がガイドライン
等において別途定めるところによる。

2.	乙は、本サービスの対象として甲が別途
指定するソーシャルメディアの中から、
乙が利用を希望するソーシャルメディア
を選択することができ、選択にあたって
は甲所定の手続きに従うものとする。

3.	 本サービスの一環として、甲は、乙の申し
込んだソーシャルメディアの種類に応じ
て、楽天ウェブサービスを使用したアプ
リ（以下単に「アプリ」という）を企業ペー
ジに組み込むことができるものとする。

4.	 前項に基づきアプリを組み込む場合に
は、乙は、アプリの利用開始にあたり、原
則としてアプリ利用のための企業ページ
を他の企業ページとは別に新たに開設し
なければならない。なお、当該企業ページ
の開設にあたってソーシャルメディア運
営者との間で乙自ら手続きを行うことが
必要な場合、乙は自らの責任と費用負担
で速やかに当該手続きを完了させなけれ
ばならない。

５.	前項なお書きの場合または乙が甲による
設定作業を不要とする場合、乙は自己が
運営する企業ページのアカウント情報を
甲所定の方法で甲に通知するものとし、
甲はアプリの設置に必要な情報を甲所定
の方法で乙に通知する。

６.	甲は、設定作業を第三者に再委託するこ
とができるものとし、この場合、甲は第１
項柱書により乙から授与された代理権に
基づく復代理権を当該第三者に授与する
ことができる。

７.	乙は、自らの責任と費用負担で企業ペー
ジの管理、更新、顧客対応等を行うものと
する。

第5条
利用料

1.	 乙は、甲に対し、本サービス利用の対価と
して、別表に定める利用料（月額固定費
と、アプリを経由して出店ページで顧客
に購入された商品等の基準売上高に対し
て課金される従量課金（但しアプリを企
業ページに組み込んだ場合に限る）から
構成される）を、甲の定める期限までに支
払うものとする。なお、利用料は出店規約
第15条第1項に定める出店料等とは別に
発生するものである。

2.	月額固定費は、第9条に定める契約開始
日から起算し、本サービスの契約期間中
において毎月発生するものとする。

3.	甲は、本サービスの利用料を出店料等と
合わせて乙に請求することができるもの
とし、乙はこれに同意する。
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とおよび当社が第10条に基づいて削除
その他の措置を講じ得ることを了承し、
ブログデータ等の削除等について、管理
者および当社に対して一切異議を申し立
てないものとし、またこれにより損害ま
たは不利益を被ったとしても、管理者お
よび当社を免責し、損害賠償その他一切
の請求を行わないものとします。

5.	 管理者は、楽天市場出店者の地位を失っ
た場合（その理由の如何を問いません）、
本サービスの管理者たる地位も失うもの
とし、よって、当社は直ちに当該管理者の
管理サイトを閉鎖できるものとします。
なお、この場合、管理者が当社に対し、本
サービスに関連して何らかの金銭支払い
を行っていたとしても、当社は返金の義
務を負いません。

第3条
管理者の責任

1.	 管理者として本サービスを利用できるの
は、当社所定の方法に従って、本サービス
利用のための登録を行った楽天市場出店
者に限られます。なお、管理者は、登録事
項に変更があった場合は、当社所定の方
法に従い、速やかに変更手続きを行うも
のとします。

2.	 管理者は、当社から管理者に対して、本サ
ービスに関する連絡その他の通知が、管
理者が登録した電子メールアドレス宛に
なされることを了承し、定期的に当該電
子メールアドレス宛の電子メールを確
認、閲読するものとし、対応が必要とされ
る場合には速やかに適切な措置を講じる
ものとします。

3.	 管理者は、管理サイトを管理する責任を
負うものとし、管理サイトに公開又は投
稿されたブログデータ等に関連して、他
の利用者その他の第三者から、問い合わ
せ、クレーム、請求等がなされた場合、自
己の責任でこれに誠実に対応するものと
します。尚、管理サイトに関連して、万一
当社が損害または不利益を被った場合、
管理者は当該損害または不利益を賠償す
るものとします。

4.	 管理者は、管理サイトに公開又は投稿さ
れたブログデータ等が第10条に定める
禁止事項に該当する場合、自己の責任で
これを削除するものとします。

第4条
著作権

1.	 ブログデータ等の著作権の帰属は、次の
定めるとおりとします。
（1）	管理者が自ら作成したブログデータ

等については、管理者に著作権が帰
属するものとします。

（2）	投稿者が自ら作成し、投稿したブロ
グデータ等については、当該ブログ
データ等が投稿された管理サイトの
管理者に著作権が帰属するものと
します。

（3）	第三者が権利を有するブログデー
タ等については、当該第三者に著作
権が帰属するものとします。	なお、
管理者及び投稿者は、予め当該第三
者より必要な権利許諾を得た上で、
当該ブログデータ等を管理サイトに
公開又は投稿することを要するもの
とします。

2.	 投稿者は、管理サイトに投稿したブログ
データ等について、その著作権に関する
全ての権利（著作権法第27条及び第28
条に定める権利を含みますが、次項にて
定義される出版等の権利を除くものとし
ます）を、投稿時に、当該管理サイトの管
理者に無償で譲渡するとともに、当該管
理者及び当該管理者から権利を承継しま
たは許諾された者に対して著作者人格権
を行使しないことに同意するものとしま
す。

3.	当社は、管理者または投稿者へ通知する
ことなく、本サービスの広告、宣伝を目的
として、ブログデータ等の全部または一
部を自由に利用（但し、次項にて定義され
る出版等に該当する利用を除くものとし
ます）できるものとします。

4.	 管理者は、ブログデータ等の出版、有償配

信その他有償での利用・頒布（但し、利
用・頒布の取引毎に対価の発生するもの
に限るものとし、以下、「出版等」といいま
す）に関して、当社または当社のグループ
会社が以下の優先交渉権を有することを
承認します。

5.	当社が、管理者に対して出版等を申入れ
た場合、管理者は出版等について誠意を
もって交渉に応じるものとし、当社の申
入れに応じない場合、出版等の拒絶の意
思を当社に通知してから1年間は、当社の
提示した条件よりも有利な条件でなけれ
ば、第三者からの出版等の申入れに応じ
ないものとします。

6.	 管理者が、第三者から出版等の申入れを
受けた場合、遅滞なく、かつその諾否の回
答を行う前に、当社に通知するものとし、
その後30日間は諾否を留保するものと
します。当該期間中に当社が管理者に出
版等を申入れたときは前号に従うものと
します。

第5条
ID・パスワードの管理

1.	 管理者は、本サービス利用のために登録
したIDおよびパスワードについて、第三
者に知られないよう適切に管理し、定期
的にパスワードの変更を行う等、IDおよ
びパスワードの盗用を防止する措置をそ
の責任において行うものとします。

2.	当社は、ログイン時に使用されたID及び
パスワードが登録されたものと一致する
ことを所定の方法により確認した場合、
当該利用者を真正な管理者とみなし、そ
れが盗用、不正使用その他の事情により、
真正な管理者ではない者が利用している
場合であっても、それにより管理者が損
害または不利益を被ったとしても、一切
責任を負わないものとします。

第6条
広告

1.	 当社は、管理サイトに当社または第三者
の提供する広告を掲載することができる
ものとします。

2.	当社が管理サイトに広告を掲載する場
合、広告の内容、デザイン、広告の対象と
なる商品、広告主その他広告に関する事
項は当社の裁量で定めるものとし、管理
者はこれに異議を述べることができない
ものとします。

第7条
本サービスの中断

1.	 当社は、システムの保守、システム障害対応、
天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の
理由により、本サービスの提供を中断する必
要があると判断した場合、事前に利用者に通
知することなく、本サービスの提供を一時的
に中断できるものとする。

2.	 当社は、前項の本サービス提供の中断によ
り、利用者に損害または不利益が生じたとし
ても、一切責任を負わないものとします。

第8条
本サービスの変更、終了

1.	 当社は、本サービスについて、利用者に対
する事前の通知なく、変更（サービスの内
容、料金額及び料金体系の変更を含みま
すが、これらに限りません）を加えること
ができるものとし、これにより利用者に
損害または不利益が生じたとしても、一
切責任を負わないものとします。

2.	当社は、2週間前までに、利用者の登録電
子メールアドレス宛にまたは店長の部屋
Plus+のウェブサイト上で通知を行うこ
とにより、本サービスの提供を終了する
ことができるものとし、これにより利用
者に損害または不利益が生じたとして
も、一切責任を負わないものとします。

第9条
免責

1.	 当社は、利用者のブログデータ等の正確
性、適法性及び有用性について一切保証

しないものとします。
2.	当社は、通信回線やコンピュータ等の障
害によるシステムの中断もしくは遅滞、
データの消失またはデータへの不正アク
セス等により生じた損害または不利益、
その他本サービスに関連して利用者に生
じた損害または不利益について、一切責
任を負わないものとします。

3.	当社は、当社のウェブサイト、サーバ、ド
メイン等から送信される電子メール、本
サービスのブログデータ、広告等その他
のコンテンツに、コンピュータウィルス
等の有害なものが含まれないことを保証
しないものとします。

4.	当社は、利用者に対して、適宜情報提供や
アドバイスを行うことがありますが、そ
の結果について責任を負わないものとし
ます。

第10条
禁止事項等

1.	 利用者は、本サービスの利用にあたり、以
下各号の一に該当する行為を行ってはな
らないものとします。	利用者がこれら
の行為を行った場合、当社は、当該利用者
に対する事前の通知なしに、直ちに、管理
サイト、ブログデータ等の全部または一
部の削除その他当社が必要と判断するあ
らゆる措置を講じることができるものと
し、あわせて当該利用者の楽天会員資格
の取消を含む本サービスの利用停止のた
めの措置を講じることができるものとし
ます。	但し、当社は、以下各号のいずれ
かに該当するブログデータ等を削除する
義務を負うものではありません。
（1）	本規約等に違反する行為
（2）	法令に違反する行為、法令違反を助

長する行為またはそれらのおそれの
ある行為

（3）	他の利用者、第三者または当社の財
産、名誉、信用、プライバシーもしく
は著作権、パブリシティー権、商標
権その他の権利を侵害する行為、侵
害を助長する行為またはそれらのお
それのある行為

（4）	公職選挙法に抵触する選挙活動
（5）	故意に虚偽のブログデータ等を公

開しまたは投稿する行為
（6）	わいせつな表現、暴力的な表現、差

別的な表現、その他公序良俗に反す
る内容を含むブログデータ等を公開
しまたは投稿する行為

（7）	管理者が楽天市場に出店している
店舗に直接関連しない、製品または
サービスの販売、販売の誘引、広告
掲載その他の営業活動

（8）	他のウェブサイトへの誘引行為（リ
ンクの設定、文言による誘引を含み
ますが、これらに限りません）。但し、
管理者が出店している楽天市場店
舗への誘引は除く。

（9）	マルチ商法、ネットワークビジネス
等への勧誘行為

（10）	画像、動画、音楽、ソフトウェアその
他のファイルを配信することを主た
る目的とするサイトを作成する行為
または他の利用者もしくは第三者を
そのようなサイトへと誘致すること
を主たる目的とする行為

（11）	有害なコンピュータプログラム等を
公開もしくは投稿する行為または有
害なコンピュータプログラム等の蔓
延を助長する行為

（12）	他の利用者または第三者に成りす
ます行為

（13）	当社に登録すべき事項について虚
偽の情報を登録する行為または登
録事項を真正な情報に訂正しない
行為

（14）	本サービス、その他当社又は当社グ
ループ企業が提供するサービス等
の運営の妨げとなる行為またはその
おそれがあると当社が判断した行
為

（15）	楽天市場出店規約にて禁止された
行為

（16）	前各号の他、当社が不適切と判断し
た行為

2.	 前項の他、管理者が管理サイトを利用し

ていないと判断した場合、管理者の登録
電子メールアドレス宛に通知を行った上
で、管理サイトを削除することができる
ものとします。管理者が、当該通知受領後
10日以内に利用継続の意思を回答しな
い場合は、管理サイトの削除に同意した
ものとみなします。

3.	 前2項の措置を講じたことにより、利用者
に損害または不利益が生じたとしても、当
社は一切責任を負わないものとします。

第11条
本規約等の変更

1.	 当社は、利用者に対する事前の通知なし
に本規約等を改定できるものとし、本規
約等の改定後は、改定後の本規約等を適
用するものとします。

2.	当社は、その判断により、利用者に事前に
通知・連絡することなく、本サービスの
全部または一部を変更・廃止することが
できるものとします。

第12条
準拠法、管轄裁判所

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、
本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場
合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。

以上
2008年6月26日制定

楽天市場広告規約

本楽天市場広告規約（以下「本規約」といいま
す）は、利用者が、楽天株式会社（以下「当社」
といいます）が取り扱う広告媒体に自らの広
告を掲載するサービス（以下「本サービス」と
いいます。詳細は、第2条第1号で定めます）
を利用するための条件を定めたものです。本
サービスの利用に際しては、本規約の全文を
お読み頂いた上で、本規約に同意頂く必要が
あります。

第1条
総則

1.	 本規約は、本サービスの利用条件及び本
サービスの利用に関する当社と利用者と
の間の権利義務関係（以下「本契約」とい
います）を定めることを目的とし、利用者
と当社との間の本サービスの利用に関わ
る一切の関係に適用されます。

2.	当社が別途定める本サービス利用に関す
るガイドライン、当社ウェブサイト上で
掲載するルール等は、本規約の一部を構
成するものとします。本規約の内容と、本
規約外における本サービスの説明等とが
異なる場合は、本規約の規定が優先して
適用されるものとします。

第2条
定義

本規約において使用される用語は、以下に定
める意味を有するものとします。
（1）	「本サービス」とは、利用者が、当社が取

り扱う広告媒体に本件広告を掲載する
サービスをいいます。本件広告の掲載方
法は、期間保証型広告、成果報酬型広告
（売上高連動従量課金制、集客実績連動
従量課金制）その他当社が別途定める掲
載方法によるものとします。

（2）	「広告媒体」とは、モールのウェブサイト
又は当社グループ若しくは当社の提携
会社が運営・管理する媒体上に設置さ
れた広告枠をいいます。

（3）	「本件広告」とは、利用者が広告媒体に掲
載する広告をいいます。

（4）	「リンクサイト」とは、本件広告の誘導先
にあたるウェブサイトをいいます。

（5）	「モール」とは、当社が運営するインター
ネットショッピングモール「楽天市場」を
いいます。

（6）	「利用者」とは、モールに出店する出店者
をいいます。

（7）	「当社グループ」とは、当社並びに当社の
連結子会社及び持分法適用関連会社を
いいます。

第3条
契約の成立

1.	 本サービスの利用を希望する者（以下「申
込希望者」といいます）は、広告の掲載方
法、広告掲載期間、入稿締切日、広告料金、
利用条件、その他当社所定の事項を確認
の上、以下の方法により、当社が別途定め
る形式に従い、当社が別途定める事項（以
下「届出事項」といいます）を当社に届け
出た上で、当社に対し、本サービスの利用
を申請することができます（以下「利用申
請」といいます）。なお、第2号の方法によ
り当社が申込希望者のために行った利用
申請につき、当社が別途定める期日まで
に申込希望者が同意しない場合、当該利
用申請は効力を失うものとします。
（1）	申込希望者が直接、利用申請する方法
（2）	当社が申込希望者のために利用申

請を行い、申込希望者がこれに同意
する方法

2.	 前項第2号に定めるほか、利用申請は必
ず本サービスを利用する申込希望者自身
が行わなければならず、代理人による利
用申請は認められません。また、申込希望
者は、利用申請にあたり、真実、正確かつ
最新の情報を当社に提供しなければなり
ません。申込希望者自身の情報でなかっ
た場合や情報が真実、正確かつ最新の情
報でなかった場合であっても、当社は、一
切責任を負いません。

3.	当社は、本条第1項に基づき申込希望者
が、以下のいずれかの事由に該当すると
判断した場合、利用申請を拒否すること
があります。当社は、利用申請を拒否した
場合でも、申込希望者に対して一切責任
を負いません。
（1）	本規約に違反するおそれがある場合
（2）	当社に提供された届出事項の全部

又は一部につき虚偽、誤記又は記載
漏れがあった場合

（3）	過去に本サービスの利用を取り消さ
れたことがある場合

（4）	当社に対する金銭債務の支払を過
去に怠ったことがある場合

（5）	モールにおいて出店停止等の措置
がなされている場合

（6）	過去又は現在において当社又は当
社のグループ会社が定める他の規
約、ガイドライン等に違反したこと
がある場合

（7）	自ら又は第三者を利用して、当社又
は当社の取引先等に対し、暴力的行
為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為
などの行為をしたことがある場合

（8）	自己又はその役員ないし使用人が、
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・
団体又はその関係者、その他反社会
的勢力（以下総称して「反社会的勢
力」といいます）である場合

（9）	反社会的勢力と交流、資金・便宜の
提供、取引等を行っている場合

（10）	その他当社が別途定める基準に従
い利用を不適当と認めた場合

4.	当社は、利用申請を拒否した場合でも審
査結果の理由を申込希望者に開示する
義務を負わないものとします。また申込
希望者は、その結果に対し異議申し立て
はできないものとします。

5.	 本契約は、申込希望者が当社に対し利用
申請を行い、当社が利用申請を承認した
時点で成立するものとします。

6.	 本契約は、申込希望者が当社に対し利用
申請を行い、当社が利用申請を承認した
時点で成立するものとします。なお、本契
約の形態には複数の本サービスが含まれ
る場合（パッケージングされた広告）があ
り、この場合は個々の本サービスごとで
はなく、その全ての本サービスを対象と
し、一体不可分として本契約が成立する
ものとします。

第4条
限度額・予納金

1.	 当社は、当社が別途定める基準により、利

用者が本サービスを利用することのでき
る限度額を設けることができます。限度
額を設けた場合、利用者は、当該限度額を
超えて利用申請することはできません。

2.	当社は、別途定める基準により、利用者に
広告料金（第12条で定めます）の全部又
は一部を事前に払い込むよう求めること
ができ（以下「予納金」といいます）、この
場合、利用者は、当社が別途定める方法に
より予納金を払い込むものとします。利
用者は、予納金の全額を当社に払い込む
まで、本サービスを利用することはでき
ません。

3.	 予納金は、当社が利用者に対して有する
一切の債権を担保するものとします。当
社はいつでも、当社が利用者に対して有
する一切の債権（弁済期が到来していな
い債権も含みます）を、当社所定の順位に
て予納金と相殺することができるものと
します。

4.	 利用者は、予納金の返還を申し入れるに
あたり、既に本サービスを利用している
場合にはその精算が完了するまで予納金
全額の返還を受けることができず、その
他当社が別途定める返還条件に従うも
のとします。当社が利用者に予納金を返
還する場合には、返還の費用は利用者の
負担とします。なお、予納金に利息は付し
ません。

5.	 利用者は、予納金返還請求権を第三者に
対し譲渡するなどその他の処分をなしえ
ないものとします。また、利用者は、予納
金返還請求権をもって、当社が利用者に
対して有する一切の債権を相殺すること
ができないものとします。

第5条
アカウント等の管理

1.	 当社は、利用申請を承認した場合、利用者
に対し、本サービス利用に必要な利用者
ID、アカウント等（以下「アカウント等」と
いいます）を発行します。利用者は、自己
の責任において、アカウント等を適切に
管理及び保管するものとし、これを第三
者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、
売買等をしてはならないものとします。

2.	アカウント等の管理不十分、使用上の過
誤、第三者の使用等によって生じた損害
に関する責任は利用者が負うものとし、
当社は一切の責任を負いません。

第6条
原稿の入稿

1.	 利用者は、自らの責任と費用により本件
広告の原稿を制作し、当社が別途定める
入稿締切日までに、当社が別途定める方
法により、本件広告の原稿を当社に入稿
します。

2.	当社は、第9条に定める広告掲載基準・掲
載禁止項目その他当社が別途定める基
準に従い、本件広告の原稿を審査し、必
要に応じて本件広告の原稿の修正又は
再入稿を求めることができ、利用者は速
やかにこれに応じるものとします。なお、
当社が利用者に修正又は再入稿を求め
ないことをもって、本件広告の原稿の内
容が第9条に定める広告掲載基準・掲載
禁止項目に反しないことを保証するもの
ではありません。

3.	 前二項に定める入稿又は原稿の修正若
しくは再入稿が遅れたことにより、本件
広告の掲載が遅延、又は掲載の全部若し
くは一部が履行不能になった場合におい
ても、利用者は広告料金の減額、掲載期
間の延長その他の補償を求めることはで
きず、広告料金を全額支払わなければな
らないものとします。

4.	当社は、入稿を受けた本件広告の原稿に
ついて自らの判断により掲載に必要な範
囲で軽微な修正を行うことができるもの
とします。

第7条
保証

1.	 利用者は、本件広告及びリンクサイトの内
容につき自らの責任と費用で制作し、当社
は一切関与しないものとします。利用者

は、本件広告及びリンクサイトの内容、そ
の他広告掲載に関して利用者から当社に
提供される資料が当社又は第三者の権利
を侵害しないことを保証します。

2.	 利用者は、本件広告及びリンクサイトの内
容が消費者契約法、不当景品類及び不当
表示防止法、薬事法その他一切の関連法
令に抵触していないことを保証します。

3.	当社は、利用者が前二項に違反したこと
により損害を被ったときは、利用者に対
し、その損害賠償を請求することができ
ます。

第8条
問合せ対応及び紛争解決

1.	 利用者は本件広告及びリンクサイトの内
容に関する第三者からの問い合わせ、ク
レーム等について自己の責任と費用をも
って誠実に対応するものとします。

2.	 利用者は本件広告及びリンクサイトの内
容に関して第三者から損害賠償請求、そ
の他提訴を受け、又はそのおそれがある
場合、直ちにその旨を当社に通知し、利用
者は自己の責任と負担によりこれを解決
するものとします。この場合、万が一、当
社が、損害を被ったときは、利用者に対
し、その損害賠償を請求することができ
ます。

第9条
広告掲載基準・掲載禁止項目

1.	 利用者は本サービスの利用にあたり、当
社が別途定める広告掲載基準を遵守す
るものとします。なお、利用者は、当社が
広告掲載基準を利用者に通知することな
く適宜変更することがあることを了承し
ます。

2.	 前項に定めるほか、利用者は、本件広告及
びリンクサイトの内容が次の各号のいず
れかに該当するものは掲載することはで
きません。
（1）	広告主の明らかでないもの又は責

任の所在が明らかでないもの
（2）	暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの
（3）	猥褻なものなど風紀上問題のある

もの
（4）	誤認混同を与えるおそれのあるも

の、詐欺的なもの
（5）	法律、政令、省令、条例その他規則、

ガイドライン、行政指導などに違反
し、又は違反するおそれのあるもの

（6）	主として未成年を対象としたサイト
において、喫煙・飲酒を勧奨するもの

（7）	名誉毀損、プライバシーの侵害、信
用毀損、営業妨害、商標権の侵害な
ど第三者の権利を侵害し、又は侵害
するおそれのあるもの

（8）	視聴覚に悪影響を及ぼす危険性の
あるもの

（9）	特定の政治的又は宗教的主張を含
むもの

（10）	社会通念上掲載が好ましくないと
考えられるもの

（11）	広告の内容とリンクサイトの内容が
著しく異なるもの

第10条
広告掲載停止等

1.	 当社は、本契約が成立した後又は本件広
告の掲載が開始された後においても、利
用者が第7条の保証条項又は前条の広告
掲載基準・掲載禁止項目に違反し、その
他本規約に違反するおそれがあると判断
した場合、利用者に対して債務不履行責
任、損害賠償責任等の一切の法的責任を
負うことなく本件広告の掲載を直ちに拒
否、停止、中断、終了（以下「停止等」といい
ます）させることができるものとします。

2.	当社が前項に基づき本件広告の掲載を
停止等したとしても、利用者は広告料金
の減額、掲載期間の延長その他の補償を
求めることはできず、本契約に基づき既
に発生した広告料金を全額支払わなけれ
ばならないものとします。

第11条
キャンセル

1.	 本契約成立後、利用者は原則として本契
約を撤回することはできないものとし
ます。

2.	 前項の定めにかかわらず、利用者は当社
に対し本契約に定める広告料金に、別途
定める料率を乗じた金額を支払うことに
より、本契約を取り消すことができるも
のとします。

3.	 前項の規定は、以下の各号に該当する場
合は適用されません。
（1）	当社が掲載開始日と指定した日付ま

での期間が、５日を下回る時点で取
り消しを行う場合

（2）	本契約の対象が、実績に応じて広告
料金が発生する成果報酬型広告で
ある場合

（3）	本契約の対象が、外部グループ広告
（楽天市場以外のサイトを広告媒体
とするものを含む）である場合

第12条
広告料金の支払い

1.	 広告料金の支払債務は、本契約の成立を
もって発生します。

2.	 利用者は、当社が別途発行する請求書に
基づき、広告掲載開始日が属する月の
翌々月末までに広告料金を当社に支払う
ものとします。

3.	 利用者が第4条に基づき予納金を払い込
んでいる場合には、広告料金から予納金
を控除することをもって、利用者より当
社に支払われるものとします。

4.	 利用者が広告料金の支払いその他本契
約に基づく債務の支払を怠ったときは、
支払うべき期日の翌日から完済の日に至
るまで支払うべき金額に対し年利14.6%
（年365日の日割りによります）の割合に
よる遅延損害金を当社に支払います。

第13条
商標等

1.	 利用者は、当社の承諾を得た上、本件広告
の掲載、その他本契約に定める目的に必
要最低限の範囲内で、当社が保有又は使
用権を有する商号、商標（登録商標に限り
ません）その他当社の提供する商品又は
サービスのブランドを表象するもの（以
下「商標等」といいます）を使用すること
ができます。なお、当該使用に関して利用
者は当社の指示に従うものとします。

2.	 利用者は、前項の定めに従い商標等を使
用するにあたり、以下の各号のいずれか
に該当する使用をしてはならないものと
します。
（1）	第三者に対し、広告掲載の主体が当社

自身であるかのような誤認を与える
使用、又は与えるおそれのある使用

（2）	第三者に対し、あたかも当社が利用
者に対して協賛、その他の保証をし
ているかのような誤認を与える使
用、又は与えるおそれのある使用

3.	 第1項の規定にかかわらず、当社は理由
の如何を問わず、利用者に対して商標等
の使用の停止・中止を求めることができ
るものとし、利用者は直ちにこれに従う
ものとします。

第14条
再委託

1.	 利用者及び当社は、別途合意した場合を
除き、相手方の書面による事前の承諾を
得た上で、本契約にかかる業務の全部又
は一部を第三者に再委託することができ
るものとします。但し、当社がモールのウ
ェブサイトの運営に関する業務を第三者
に再委託する場合は利用者の承諾は不
要とします。

2.	 利用者及び当社は、前項においてそれぞ
れの遂行する業務を第三者に再委託する
場合、当該第三者に本契約上の自己の義
務を遵守させるものとし、当該第三者の義
務違反について責任を負うものとします。

第15条
譲渡禁止

利用者は、当社の事前の書面による承諾を得
ることなく、本契約に基づく権利、義務その
他契約上の地位を第三者に譲渡し又は担保
に供してはならないものとします。

第16条
届出事項の変更

1.	 利用者は、第3条第1項に定める届出事項
に変更が生じた場合は、変更の事由が生
じた時から10日以内に変更後の内容を
当社に報告しなければなりません。

2.	当社は、利用者が前項に定める届出事項
の変更の報告を怠ったことにより生じた
損害、その一切の責任を負わないものと
します。

３.	当社は、事前に予告なく本サービスの全
部または一部の提供の中止、内容の変更
等を行うことができるものとし、利用者
はこれを了承するものとします。

第17条
損害賠償

当社は、故意又は重過失により本契約に違反
した場合、利用者に対してその損害を賠償し
ます。但し、損害賠償の範囲は利用者が直接
の結果として現実に被った通常生ずべき損
害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的及
び特別損害（当該損害の発生について予見
可能性の有無を問わない）については責任を
負わないものとします。また、その損害賠償
の金額は、契約違反と直接関連する本件広
告に関して、利用者が当社に実際に支払った
広告料金の金額を上限とします。

第18条
不可抗力、免責

1.	 利用者は、前条の規定に拘わらず、当社の
サーバー、サーバーネットワーク、ソフト
ウェア等（当社が利用する第三者のサー
バー及びソフトウェア等を含みます）の
不具合（文字化け等も含みます）、点検又
は補修、天変地異、インターネット環境の
不全、ストライキ、テロ、戦争若しくは交
通機関の乱れ、その他当社の責めに帰さ
ない事由により広告掲載又はリンクサイ
トへの遷移が不可能な場合があることを
了承し、この場合、当社に対して広告料金
の返還、減額、掲載期間の延長、及びその
他の補償を求めないものとします。

2.	 利用者は、当社が自己の裁量により広告
掲載を行うことを了承し、広告掲載の順
番、タイミング、他の広告との配列、組み
合わせその他の要因により広告効果の減
少、問い合わせ等の発生、その他の不利
益を被った場合であっても当社に対して
広告料金の返還、減額、掲載期間の延長、
その他の補償を求めないものとします。

3.	当社は、事前に予告なく本サービスの全
部または一部の提供の中止、内容の変更
等を行うことができるものとし、利用者
はこれを了承するものとします。

4.	当社が広告の掲載によって収集したすべ
てのデータ、情報（配信情報、ログ情報、ク
ッキー情報等を含みます）は、全て当社に
帰属するものとし、当社は、広告の効果及
び当該情報等に関し、利用者に開示しま
せん。

第19条
秘密保持

1.	 利用者は、本契約に関連して知り得た相
手方の営業上、業務上、技術上の情報（当
社グループの情報を含みます。以下「秘密
情報」といいます。）については厳に秘密を
保持・管理し、本契約の目的のみに使用す
るものとし、事前に当社の書面による同意
なくして第三者にこれを開示、提供、及び
漏洩しないものとします。但し、以下の各
号のいずれかの場合に該当するものにつ
いてはこの限りではありません。
（1）	開示された時点で既に公知となって

いたもの
（2）	開示された後で、自らの責めに帰す

べき事由によらず公知となったもの
（3）	開示された時点で、既に自ら保有し

ていたもの
（4）	正当な権限を有する第三者から適

法に開示されたもの
2.	 利用者は、本契約が終了した場合又は当
社からの請求があった場合には、秘密情
報及びその複製物を当社に返還し、又は
秘密情報にかかる電磁的記録を消去す
るものとします。

第20条
解除

1.	 当社は、利用者が、以下の各号のいずれか
の事由に該当すると判断した場合は、事
前に通知又は催告することなく、利用者
による本サービスの利用を一時的に停止
し、又は本契約を解除することができま
す。この場合、当社は、利用者に生じた損
害について一切の責任を負いません。
（1）	第3条各号に違反した場合
（2）	第7条の保証事項に違反した場合
（3）	第9条の広告掲載基準・掲載禁止項

目に違反した場合
（4）	第10条に基づき広告掲載停止等に

なった場合
（5）	広告料金の支払を怠った場合
（6）	前各号のほか、本規約に違反した場合
（7）	法令に違反した場合
（8）	破産、民事再生手続開始、会社更生手

続開始若しくは特別清算開始の申立
を受け、又は自ら申立をした場合

（9）	差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞
納を受けた場合

（10）	手形の不渡、手形交換所の取引停止
処分を受ける等支払停止状態に陥
った場合

（11）	行政機関から調査、照会、行政指導、
営業停止又は営業免許若しくは営
業登録の取消の処分を受けた場合

（12）	資本減少、営業の廃止、休止、変更、
又は事業の全部若しくは重要な一
部の譲渡の決議をしたとき

（13）	当社からの問いあわせその他の回
答を求める連絡に対して10日間以
上応答がない場合

（14）	その他、当社が本サービスの利用、
又は本契約の継続を適当でないと
判断した場合

2.	 前項に基づき本契約が解除された場合、
当社は、本契約にかかる広告媒体を第三
者に提供することができるものとします。

3.	 利用者が第1項各号のいずれかに該当し
た場合は、当社は予納金を違約金として
収受することができるものとします。但
し、この場合、当社は、利用者に対して、当
該違約金とは別に損害賠償を請求するこ
とができるものとします。

第21条
反社会的勢力の排除に関する特例

1.	 利用者及び当社は、相手方に対し、自己並
びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力
団、暴力団員、暴力団員でなくなったとき
から5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、
その他これに準ずる者（以下これらを総称
して「暴力団員等」といいます）に該当しな
いこと、及び次の各号のいずれにも該当し
ないことを表明し、かつ将来にわたっても
該当しないことを確約します。
（1）	暴力団員等が経営を支配していると

認められる関係を有すること
（2）	暴力団員等が経営に実質的に関与

していると認められる関係を有する
こと

（3）	自己、自社若しくは第三者の不正の
利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不
当に暴力団員等を利用していると求
められる関係を有すること

（4）	暴力団員等に対して資金等を提供
し、又は便宜を供与するなどの関与
をしていると認められる関係を有す
ること

（5）	役員又は経営に実質的に関与して
いる者が暴力団員等と社会的に非
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難されるべき関係を有すること
2.	 利用者及び当社は、相手方に対し、自ら又
は第三者を利用して以下の各号のいずれ
かに該当する行為を行わせないことを確
約する。
（1）	暴力的な要求行為
（2）	法的な責任を超えた不当な要求行為
（3）	取引に関して、脅迫的な言動をし、又

は暴力を用いる行為
（4）	風説を流布し、偽計を用い又は威力

を用いて相手方の信用を毀損し、又
は相手方の業務を妨害する行為

（5）	その他前各号に準ずる行為
3.	 利用者及び当社は、相手方が前各項の確
約に反し、又は反していると合理的に疑わ
れる場合、催告その他何等の手続を要す
ることなく、本契約を将来に向けて解約す
ることができる。なお、利用者及び当社は、
かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関
し、相手方に対して何等説明し、又は開示
する義務を負わないものとし、本契約の解
約に起因し、又は関連して相手方に損害
が生じた場合であっても、何ら責任を負う
ものではないことを確約する。

第22条
協議等

利用者及び当社は、本契約に関し疑義が生じ
た場合又は本契約に記載のない事項につい
ては、互いに誠意をもって協議のうえこれを
解決するものとします。

第23条
準拠法及び裁判管轄

1.	 本契約の準拠法は日本法とします。
2.	 本契約に関し紛争が生じたときは、訴額
の如何にかかわらず、東京簡易裁判所又
は東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。

第24条
本規約の変更

当社は、ウェブサイトへの告知その他当社が
別途定める方法に従って告知することによ
り、本規約を変更できるものとします。本規
約変更後、利用者が本サービスを利用した場
合には、利用者は、本規約の変更に同意した
ものとみなします。

以上
2017年1月16日改定

クリック課金型広告
利用に関する特約

本特約は、楽天市場広告規約（以下「本規約」
といいます）の特約を定めたるものです。	
本特約の用語は、別段の定めのない限り、本
規約の用語が用いられるものとします。

第1条
本サービス

1.	 本特約は、本規約に定める本サービスの
うち、利用者が「楽天CPC広告」（以下
「CPC広告」といい、本条第２項に定義し
ます）及び「楽天ダイナミックターゲティ
ング広告」（以下「RDT広告」といい、本条
第３項に定義します）を利用する際に適
用されるものです。なお、CPC広告及び
RDT広告を総称して、「クリック課金型
広告」といいます。

2.	 CPC広告とは、次の各号に定める場合に、
当社が運営するモールのウェブサイト又
は当社グループ若しくはCPC広告の掲
載に関して当社と提携する会社が運営・
管理する媒体（以下「CPC媒体」といいま
す）に表示される広告をいいます。
（1）	CPC媒体で提供される検索ボック

スに、ユーザが特定のキーワード（以
下「対象ワード」といいます）を入力
した場合に、その対象ワードが利用
者の広告と関連性がある場合

（2）	CPC媒体において、ユーザが閲覧し
ているそのページと、利用者の広告

に関連性がある場合
（3）	CPC媒体において、閲覧履歴や購入

履歴等のユーザの行動と、利用者の
広告に関連性がある場合

3.	 RDT広告とは、次の各号に定める場合
に、当社グループ又はRDT広告の掲載に
関して当社と提携する会社が運営・管理
する媒体（以下「RDT媒体」といいます）
に表示される広告をいいます。
（1）	RDT媒体において、ユーザが閲覧し

ているそのページと、利用者の広告
に関連性がある場合

（2）	RDT媒体において、閲覧履歴や購入
履歴等のユーザの行動と、利用者の
広告に関連性がある場合

（3）	RDT媒体において、ユーザと類似し
た属性・行動パターン等を持つ他の
ユーザの閲覧履歴・購入履歴等の行
動と、利用者の広告に関連性がある
場合

4.	クリック課金型広告の掲載内容には、原
則として本規約に基づき入稿された原稿
を使用しますが、CPC媒体又はRDT媒
体の運営者が定める仕様などに適合させ
るため、当社は、当該原稿に、必要な修
正・編集を加えることができるものとし
ます。

5.	クリック課金型広告の内容は、当社の裁
量により機能、条件を追加、変更又は削
除することができるものとし、当社は、そ
の内容の変更に関連して利用者に生じ
た損害につき一切責任を負わないものと
します。

6.	 RDT広告には、広告パフォーマンスレポ
ートサービスに関する特約（以下「レポー
ト特約」といいます）に定めるレポートサ
ービスが含まれるものとし、当該レポー
トの利用については、レポート特約の定
めが適用されます。利用者は、次条で定め
るRDT広告の利用申請にあたり、本特約
のほかレポート特約に同意するものとし
ます。

第2条
利用申請

利用者は、クリック課金型広告の利用にあた
り、当社所定の方法により利用申請を行うこ
ととします。	本特約に基づく契約（以下「本
契約」といいます）は、本規約第3条第5項の
規定にかかわらず、当社が利用者から利用申
請を受けた後に成立します。	なお、本特約
の利用申請に関しては、本規約第3条の規定
を準用するものとします。

第3条
広告料金

1.	 クリック課金型広告の利用料金は、ユー
ザが第1条2項に定めるCPC広告又は第
1条3項に定めるRDT広告をクリックし
た時点で発生するものとします。	

2.	 CPC広告を利用する場合、利用者は、利
用料金の上限額を月単位で任意に設定
するものとします。なお、当該上限額は、
設定後に変更することができます。ただ
し、上限額を減額する場合においては、そ
の時点までに発生した利用料金の総額を
下回る設定はできません。

3.	 RDT広告を利用する場合、利用者は、利
用料金の上限額を日単位及び月単位で
設定するものとします。なお、当該上限額
は、設定後に変更することができます。ま
た、日単位の上限額については目安であ
り、利用者は、実際の日単位の請求金額が
上限額と一致しない場合があることを了
承の上、上限額設定機能を利用するもの
とします。

4.	 前二項の規定に基づき上限額を変更した
場合であっても、変更時点で既に発生し
ている利用料金は当然に請求されます。

5.	 本規約第12条第2項の規定にかかわら
ず、当社は、RDT広告の利用料金の請求
書を、広告料金発生日の翌々月に利用者
に対し発行し、利用者は、請求書を受領し
た月の翌月末日までに支払うものとしま
す。

第4条
広告掲載期間

1.	 CPC広告の広告掲載期間は、利用者が掲
載開始処理を行った日から掲載終了処理
を行った日までとします。

2.	 RDT広告の広告掲載期間は、利用者が掲
載開始処理を行った日から掲載終了処理
を行った日までとしますが、別途当該期
間を利用者が指定することもできます。

3.	 前二項の規定にかかわらず、前条第２項
及び第３項に従い利用者が設定した上
限額に達した場合には、広告掲載が終了
します。

第５条
解除

1.	 当社は、利用者が、以下の各号のいずれか
の事由に該当すると判断した場合は、事
前に通知又は催告することなく、利用者
による本サービスの利用を一時的に停止
し、又は本契約及び本サービスを解除す
ることができるものとします。	この場
合、当社は、利用者に生じた損害について
一切の責任を負わないものとします。
（1）	第3条の広告料金の支払を怠った

とき
（2）	その他本特約又は本規約に違反し

又は違反するおそれのあるとき
2.	 前項の場合であっても、利用者は広告料
金の減額、掲載期間の延長その他の補償
を求めることはできず、本契約に基づき
既に発生した広告料金を全額支払わな
ければならないものとします。

第6条
その他

1.	 利用者は、楽天市場での営業を一時的に
休止するとき、当社から出店停止措置を
受けたとき等ユーザに商品を販売できな
い状態となった場合には、自らクリック
課金型広告の利用を停止する措置をとる
ものとします。	利用者がこの措置をと
らなかった場合でも、ユーザがクリック
課金型広告をクリックしたときは、利用
料を支払わなければなりません。

2.	 楽天が別途定める基準に満たない場合
には、当該基準に満たない商品に関する
クリック課金型広告は掲載されません。
この場合において、当社は、一切の責任を
負わないものとします。

3.	 前項により一部の商品のクリック課金型
広告が掲載されない場合、クリック課金
型広告の掲載及びクリックが当該基準を
満たしている他の商品のものに集中する
可能性があります。この場合において、当
社は、一切の責任を負わないものとし、利
用者は、ユーザがクリック課金型広告を
クリックしたときは、利用料を支払わな
ければなりません。

4.	 本特約と本規約の規定が競合したとき
は、本特約が優先的に適用されることと
し、本特約に定めのない事項については、
本規約その他各種規約、ガイドライン等
が適用されるものとします。

以上
2017年2月1日改定

附則

2016年10月19日以前に掲載を開始した
RDT広告については、第3条第3項、第4条第
1項を以下の通り読み替えるものとします。

第3条
広告料金

3.	 RDT広告を利用する場合、利用者は、利
用料金の上限額を当社が別途指定する
期間単位で任意に設定できるものとしま
す。ただし、一度設定した上限額を途中で
変更することはできません。

第4条
広告掲載期間

1.	 利用者は、RDT広告の掲載開始日を自由
に設定することができます。ただし、RDT
広告の掲載期間は、当社が別途指定する

期間とし、掲載終了日を自由に設定する
ことはできません。また、一度設定した広
告掲載期間を途中で変更することはでき
ません。

楽天B2Bバイヤー会員
利用規約

本バイヤー会員利用規約（以下、「本規約」と
いいます。）には、楽天株式会社（以下、「当社」
といいます。）の提供する楽天B2Bサービス
（以下「本サービス」といい、第2条第1項に定
義）のご利用にあたり、バイヤー会員の皆様
に遵守していただかなければならない事項
及び当社とバイヤー会員の皆様との間の権
利義務関係が定められております。本サービ
スをバイヤー会員としてご利用になる方は、
本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さ
いますようお願い致します。

第1条
適用

1.	 本規約は、本サービスにおける物品の購
入者としての利用に関する当社とバイヤ
ー会員（第2条第3項で定義）との間の権
利義務関係を定めることを目的とし、バ
イヤー会員と当社の間の楽天B2Bの利
用に関わる一切の関係に適用されます。

2.	当社が当社WEBサイト（第2条第2項で
定義）上で随時掲載する楽天B2Bに関す
るルール、諸規定は本規約の一部を構成
するものとします。

第2条
定義

1.	 本規約において、「本サービス」とは、当社
ウェブサイトにおいて楽天B2Bという
名称で提供されているサービスであり、
特定の物品を購入したい事業者に対して
当該物品を販売したい事業者を紹介する
場を提供するサービス（理由の如何を問
わずサービス内容が変更された場合は、
当該変更後のサービスを含みます。）を意
味します。

2.	 本規約において、「当社WEBサイト」と
は、そのドメインが「b2b.rakuten.co.jp」
である当社が運営するWEBサイト（理由
の如何を問わず当社のWEBサイトが変
更された場合は、当該変更後のWEBサ
イトを含みます。）を意味します。

3.	 本規約において、「バイヤー会員」とは、第
5条に基づき本サービスにおける物品の
購入者としての利用の登録がなされた事
業者を意味します。

4.	 本規約において、「出展者」とは、本サービ
スを通じて物品の販売を希望することを
表明した者を意味します。

5.	 本規約において、「知的財産権」とは、著作
権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権
その他の知的財産権及びそれらの権利
の登録等を出願する権利を意味します。

第3条
本規約の遵守

本規約はバイヤー会員が本サービスを利用
するにあたり遵守すべき事項を定めるもの
です。バイヤー会員が本サービスを利用した
場合、本規約に同意したものとみなします。

第4条
本規約の改定

当社は、本規約を任意に改定できるものとし
ます。本規約の改定は当社WEBサイトに掲
示したときに効力を生じるものとします。本
規約の改定後、バイヤー会員が本サービスを
利用した場合、改定後の本規約に同意したも
のとみなします。

第5条
登録

1.	 バイヤー会員は、本規約を遵守すること
に同意し、かつ、当社の定める一定の情報

（以下、「登録事項」といいます。）を当社の
定める方法で当社に提供することによ
り、当社に対し、本サービスの利用の登録
を申請することができます。ただし、当社
が定める「楽天市場出店規約」に同意して
楽天市場への出店を申し込んだ者は、同
時に本サービスの利用の登録の申請を行
なったものとみなします。

2.	 登録の申請は必ず本サービスを利用する
事業者自身が行わなければならず、原則
として代理人による登録申請は認められ
ません。また、本サービスの利用を希望す
る者は、登録の申請にあたり、真実、正確
かつ最新の情報を当社に提供しなければ
なりません。

3.	当社は、当社の基準に従って、バイヤー会
員の登録の可否を判断し、当社が登録を
認める場合にはその旨をバイヤー会員に
通知し、この通知により登録希望者のバ
イヤー会員としての登録は完了したもの
とします。

4.	 前項に定める登録の完了時に、本規約の
諸規定に従った本サービスの利用契約が
バイヤー会員と当社の間に成立します。

5.	当社は、第1項に基づき登録を申請した
者が、以下の各号のいずれかの事由に該
当する場合は、第1項に基づく登録を拒
否することがあります。
・	 本規約に違反する恐れがあると当
社が判断した場合

・	 当社に提供された登録事項の全部
又は一部につき虚偽、誤記、記載漏
れがあった場合

・	 その他、当社が登録を適当でないと
判断した場合

第6条
登録事項の変更

バイヤー会員は、登録事項に変更があった場
合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当
該変更事項を当社に通知し、当社から要求さ
れた資料を提出するものとします。

第7条
本サービスの利用

1.	 バイヤー会員は、有効に登録されている
期間内に限り、本規約の目的の範囲内で
かつ本規約に違反しない範囲内で、当社
の定める方法に従い、本サービスを利用
することができます。

2.	 バイヤー会員は、本サービスにて出展者と
の間で契約が締結された場合、当社が当
該出展者に対し、バイヤー会員が登録し
た事項のうち、当社が任意に定めるものを
開示することに同意するものとします。

3.	 バイヤー会員は、本サービスの利用にあ
たり、以下の各号のいずれかに該当する
行為をしてはなりません。
・	 当社、本サービスの他の利用者又は
第三者の知的財産権、肖像権、プラ
イバシーの権利、名誉、その他の権
利又は利益を侵害する行為

・	 当社が本サービスにおいて必要な
範囲で複製、改変、送信その他の行
為を行うことが本サービスの他の利
用者又は第三者の知的財産権、肖像
権、プライバシーの権利、名誉、その
他の権利又は利益の侵害に該当す
ることとなる情報を当社WEBサイ
トに送信する行為・犯罪行為に関連
する行為

・	 法令又は所属する業界団体の内部
規則に違反する行為

・	 公序良俗に反する行為
・	 出展者の判断に錯誤を与えるおそ
れのある行為、また誹謗・中傷・事実
と異なる内容および個人情報に関
する評価を登録する行為

・	 コンピューター・ウィルスを含む電
子メールなど有害なコンピュータ
ー・プログラム等を当社WEBサイ
トに送信する行為

・	 本サービスに関し利用しうる情報を
改ざんする行為

・	 全く購入の意図がないにもかかわら
ず購入希望を出すことその他公正
な取引慣行に反する行為

・	 出展者に対して行う自社営業もしく

は営業目的ととれる行為
・	 その他、当社が不適切と判断する行為

4.	当社は、本サービスにおいてバイヤー会
員から当社WEBサイトに対する情報の
送信行為が前項各号のいずれかに該当
し、又は、該当するおそれがあると当社が
判断した場合には、バイヤー会員に事前
に通知することなく、当該情報の全部又
は一部を削除することができるものとし
ます。

5.	 バイヤー会員は、本サービスに関し以下
の事項を遵守するものとします。
・	 本サービスの利用の結果、出展者と
の間で契約（口頭、書面を問いませ
ん。）を締結した場合には、直ちに、当
社の求めに応じ、出展者の名称、契
約に関する代金の金額、支払方法そ
の他当社の定める事項を当社の定
める様式にしたがって当社に報告
するものとします。

・	 当社から個別的又は一般的要請が
あった場合には、バイヤー会員が購
入希望を表明した案件の状況につ
き当社の定める様式にしたがって当
社に報告するものとします。

第8条
クッキー等について

1.	 当社および当社のグループ会社（以下、総
称して「当グループ」）は、バイヤー会員が
グループサイトにアクセスしたことを認
証するため、バイヤー会員のアクセス履
歴および利用状況の調査のため、その他
バイヤー会員に最適のサービスを提供す
るために、バイヤー会員が当グループの
サーバにアクセスする際のIPアドレスに
関する情報、携帯電話端末でアクセスし
た場合には携帯端末の機体識別番号に
関する情報、およびクッキー（cookie）の
技術を使用してバイヤー会員のアクセス
履歴等に関する情報を収集します。

2.	 バイヤー会員として本サービスを利用す
るためには、前項を承諾し、クッキーを受
け付けることが条件となります。したが
って、ブラウザでクッキーを拒否するた
めの設定を行った場合、本サービスの利
用ができませんのであらかじめご了承願
います。

第9条
パスワードの管理

1.	 バイヤー会員は、自己の責任において、パ
スワードを管理、保管するものとし、これ
を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名
義変更、売買等をしてはならないものと
します。

2.	 パスワードの管理不十分、使用上の過誤、
第三者の使用等による損害の責任はバイ
ヤー会員が負うものとし、当社は一切の
責任を負いません。

3.	 バイヤー会員は、パスワードが盗まれた
り、第三者に使用されていることが判明
した場合には、直ちにその旨を当社に通
知するとともに、当社からの指示に従う
ものとします。

第10条
本サービスの停止又は中断

1.	 当社は、以下のいずれかに該当する場合
には、バイヤー会員に事前に通知するこ
となく、本サービスの利用の全部又は一
部を停止又は中断することができるもの
とします。
・	 本サービスに係るコンピューター・
システムの点検又は保守作業を定
期的又は緊急に行う場合

・	 コンピューター、通信回線等が事故
により停止した場合

・	 火災、停電、天災地変などの不可抗
力により本サービスの運営ができな
くなった場合

・	 その他、当社が停止又は中断を必要
と判断した場合

2.	当社は、前項に基づき当社が行った措置
に基づきバイヤー会員に生じた損害につ
いて一切の責任を負いません。

第11条
権利帰属

1.	 当社WEBサイト及び本サービスに関す
る所有権及び知的財産権は全て当社に
帰属し、本規約に定める登録に基づく本
サービスの利用許諾は、当社WEBサイト
又は本サービスに関する当社の知的財産
権の使用許諾を意味するものではありま
せん。

2.	 バイヤー会員が制作し、バイヤー会員が
本サービスの利用のために当社WEBサ
イトに送信したものに関する所有権及び
知的財産権は全てバイヤー会員に帰属
するものとします。

第12条
登録取消

1.	 当社は、バイヤー会員が、以下の各号のい
ずれかの事由に該当する場合は、事前に
通知又は催告することなく、当該バイヤー
会員の登録を取り消すことができます。
・	 本規約のいずれかの条項に違反し
た場合

・	 登録事項に虚偽の事実があること
が判明した場合

・	 当社、本サービスの他の利用者又は
第三者に損害を生じさせるおそれの
ある態様で本サービスを利用した、
又は、利用しようとした場合

・	 手段の如何を問わず、本サービスの
運営を妨害した場合

・	 支払停止若しくは支払不能となり、
又は、破産、民事再生手続開始、会社
更生手続開始、特別清算開始若しく
はこれらに類する手続の開始の申
立てがあった場合

・	 自ら振出し、若しくは引受けた手形
又は小切手につき、不渡りの処分を
受けた場合

・	 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は
競売の申立てがあった場合

・	 租税公課を滞納し、その保全差押を
受けた場合

・	 6ヶ月以上本サービスの利用がな
く、当社からの連絡に対して応答が
ない場合

・	 その他、当社がバイヤー会員の登録
の継続を適当でないと判断した場合

2.	 バイヤー会員は、当社の定める方法に従
い、いつでも、自らの登録を取り消すこと
ができます。

3.	 登録が取り消された場合、バイヤー会員
は、当社に対して負っている債務の一切
について期限の利益を失い、直ちに当社
に対し全ての支払債務の支払を行わなけ
ればなりません。

4.	当社は、本条に基づき当社が行った行為
によりバイヤー会員に生じた損害につい
て一切の責任を負いません。

第13条
反社会的勢力との関係を理由とす
る排除

1.	 当社はバイヤー会員が次の各号の一つに
でも該当すると判断した場合は、バイヤ
ー会員になんらの催告なく直ちに本契約
を解除することができます。
・	 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、
暴力団関係者、その他の反社会的勢
力（以下あわせて「暴力団等」という）
である場合、または過去に暴力団等
であった場合

・	 暴力団等が事業活動を支配する個
人または法人である場合

・	 役員または従業員のうちに暴力団
等に該当する者がある場合

・	 バイヤー会員の役員が刑事事件に
よって逮捕もしくは勾留された場
合、またはバイヤー会員もしくはそ
の役員が刑事訴追を受けた場合

・	 自らまたは第三者を利用して、当社、
出展者その他の第三者に対して、詐
術、粗野な振舞い、合理的範囲を超
える負担の要求、暴力的行為または
脅迫的言辞を用いるなどした場合

・	 当社、出展者その他の第三者に対
し、自身が暴力団等である旨を伝え、

または自身の関係団体もしくは関係
者が暴力団等である旨を伝えるなど
した場合

2.	 第13条3項および4項の規定は、前項に
より当社が本契約を解除した場合に準用
するものとします。

第14条
保証の否認及び免責

1.	 本サービスは、物品を購入したい事業者
に対して物品を販売したい事業者を紹介
する場を提供するものであって、当社は、
バイヤー会員が本サービスを通じて希望
する物品を購入できること、又は、何らか
の見積りその他の情報を得られることを
保証するものではありません。また、当社
は、本サービスに関連して、出展者が実在
していること、権利能力及び行為能力を
有していること、当該物品を販売する権
限を有していることにつき如何なる保証
も行うものではありません（これらの事
項の調査はバイヤー会員の自己責任とし
ます。）。さらに、バイヤー会員が当社から
直接又は間接に本サービスに関する情報
を得た場合であっても、当社はバイヤー
会員に対し本規約において規定されてい
る内容を超えて如何なる保証も行うもの
ではありません。

2.	 バイヤー会員は、本サービスを利用する
ことが、バイヤー会員に適用のある法令、
業界団体の内部規則等に違反するか否
かを自己の責任と費用に基づいて調査す
るものとし、当社は、バイヤー会員による
本サービスの利用が、バイヤー会員に適
用のある法令、業界団体の内部規則等に
適合することを何ら保証するものではあ
りません。

3.	当社は本サービスに関連してバイヤー会
員が被った損害、損失、費用（本サービス
を通じた物品の購入に伴う事故、犯罪行
為、紛争、契約の取消等に基づく損害等を
含みますがこれらに限定されません。）、
並びに、本サービスの提供の中断、停止、
利用不能、変更及び当社による本規約に
基づくバイヤー会員の情報の削除、バイ
ヤー会員の登録の取消し等に関連してバ
イヤー会員が被った損害、損失、費用につ
き、当社は賠償又は補償する責任を一切
負わないものとします。なお、本項におけ
る「損害、損失、費用」には、直接的損害及
び通常損害のみならず、逸失利益、事業
機会の喪失、データの喪失、事業の中断、
その他間接的、特別的、派生的若しくは付
随的損害の全てを意味します。

4.	当社WEBサイトから他のWEBサイト
へのリンクや、第三者から当社WEBサイ
トへのリンクが提供されている場合があ
りますが、当社は、当社WEBサイト以外
のWEBサイト及びそこから得られる情
報に関して如何なる理由に基づいても一
切の責任を負わないものとします。

第15条
紛争処理及び損害賠償

1.	 バイヤー会員は、本規約に違反すること
により、又は、本サービスの利用に関連し
て当社に損害を与えた場合、当社に対し、
その損害を賠償しなければなりません。

2.	 バイヤー会員が、本サービスに関連して出
展者その他の者からクレームを受け又は
それらの者との間で紛争を生じた場合に
は、直ちにその内容を当社に通知するとと
もに、バイヤー会員の費用と責任において
当該クレーム又は紛争を処理し、その結
果を当社に報告するものとします。

3.	 バイヤー会員による本サービスの利用に
関連して、当社が、第三者から権利侵害そ
の他の理由により何らかの請求を受けた
場合は、バイヤー会員はそれに基づき当
社が第三者に支払を余儀なくされた金額
を賠償しなければなりません。

第16条
個人情報の取り扱い

当社は、バイヤー会員の個人情報を別途定め
る「個人情報保護方針」に従い取り扱うもの
とし、バイヤー会員は、このことに同意する

ものとします。

第17条
秘密保持

1.	 本規約において「秘密情報」とは、本規約
に関連して、一方当事者が、相手方より書
面、口頭若しくは磁気記録媒体等により
提供若しくは開示されたか、又は、本サー
ビスに関連して知り得えた、相手方に関
する技術、営業、業務、財務又は組織に関
する全ての情報を意味します。但し、（1）
相手方から提供若しくは開示がなされた
とき又は知得したときに、既に一般に公
知となっていた、又は、既に知得していた
もの、（2）相手方から提供若しくは開示又
は知得した後、自己の責めに帰せざる事
由により刊行物その他により公知となっ
たもの、（3）提供又は開示の権限のある
第三者から秘密保持義務を負わされるこ
となく適法に取得したもの、（4）秘密情報
によることなく単独で開発したもの、（5）
相手方から秘密保持の必要なき旨書面
で確認されたものについては、秘密情報
から除外するものとします。

2.	当社及びバイヤー会員は、秘密情報を本
サービスの目的のみに利用するととも
に、相手方の書面による承諾なしに第三
者に相手方の秘密情報を提供、開示又は
漏洩しないものとします。

3.	 前項の定めに拘らず、当社は、本サービス
の提供に必要な範囲で、出展者に対し、当
社が定める一定の範囲のバイヤー会員に
関する情報を提供するものとします。ま
た、当社は、バイヤー会員の登録事項その
他の顧客情報に関しては、当社のサービ
スをより良いものとするため当社の業務
に利用し、また、当社の子会社（当社が
50%以上の株式又は持分を有する会社）
に移転して、当該子会社の業務に使用す
ることができるものとします。

4.	 第2項の定めに拘わらず、当社及び出展
者は、法律、裁判所又は政府機関の強制
力を伴う命令、要求又は要請に基づき、秘
密情報を開示することができます。但し、
当該命令、要求又は要請があった場合、
速やかにその旨を相手方に通知しなけれ
ばならなりません。

5.	 バイヤー会員は、秘密情報を記載した文
書又は磁気記録媒体等を複製する場合
には、事前に当社の書面による承諾を得
ることとし、複製物の管理については、第
2項に準じて厳重に行うものとします。

6.	 バイヤー会員は、当社から求められた場
合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に
従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又
は包含した書面、電磁的記録その他の媒
体物及びその全ての複製物を返却又は
廃棄しなければなりません。

第18条
有効期間

本規約に基づく当社とバイヤー会員との間
の利用契約は、バイヤー会員について第3条
に基づく登録が完了した日から当該バイヤ
ー会員の登録が取り消された日まで、当社と
バイヤー会員との間で有効に存続するもの
とします。

第19条
連絡/通知

本サービスに関する問い合わせその他バイ
ヤー会員から当社に対する連絡若しくは通
知、又は、本規約の変更に関する通知その他
当社からバイヤー会員に対する連絡若しく
は通知は、メール連絡や当社WEBサイトへ
の掲示など、当社の定める方法で行うものと
します。

第20条
本規約の譲渡等

1.	 バイヤー会員は、当社の書面による事前
の承諾なく、本規約に基づく利用契約上
の地位又は本規約に基づく権利若しくは
義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担
保設定、その他の処分をすることはでき
ません。

2.	当社は本サービスにかかる事業を他社に
譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い
本規約に関する利用契約上の地位、本規
約に基づく権利及び義務並びにバイヤー
会員の登録事項その他の顧客情報を当
該事業譲渡の譲受人に譲渡することがで
きるものとし、バイヤー会員は、本項に基
づく利用契約上の地位、本規約に基づく
権利及び義務並びにバイヤー会員の登
録事項その他の顧客情報の譲渡につき
本項において予め同意します。

第21条
完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する本
規約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭
又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に
関する当事者間の事前の合意、表明及び了
解に優先します。

第22条
分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が無
効又は執行不能と判断された場合であって
も、本規約の残りの規定及び一部が無効又は
執行不能と判断された規定の残りの部分は、
継続して完全に効力を有するものとします。

第23条
存続規定

第11条第2項、第12条第2項、第13条第3項
及び第4項、第14条第2項、第15条乃至第18
条、第21条、第25条並びに本条の規定は本
規約に基づく当社とバイヤー会員の間の利
用契約の終了後も有効に存続するものとし
ます。

第24条
準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因
し又は関連する一切の紛争については、東京
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
所とします。

第25条
協議解決

当社及びバイヤー会員は、本規約に定めのな
い事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場
合には、互いに信義誠実の原則に従って協議
の上速やかに解決を図るものとします。

各種規約の確認は以下のURLをご確認くだ
さい。
http://b2b.rakuten.co.jp/tos/

以上
2010年11月11日制定
2016年7月1日改定

R-Mail利用規約

第1条 
総則

本規約は、楽天株式会社（以下「甲」という）が
運営するインターネットショッピングモール
「楽天市場」（以下「モール」という）の出店者
が、モール出店に付随するメール送信サービ
ス「R-Mailサービス」（以下「本サービス」とい
い、詳細は第2条第4号で定める）を利用する
にあたり、当該出店者（以下「乙」という）が遵
守しなければならない条件および甲と乙との
間の契約関係につき定めるものである。

第2条
用語の定義

本規約において以下の用語は、以下の意味を
有するものとする。
（1）ユーザ

ユーザとは、モール上で乙が運営する
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出店ページにおいて商品を購買、資料
請求、オークション入札、プレゼント
申込などをする際に、乙からメールに
よる情報提供を受けることを許諾し
た者、または第9条に基づき甲が電子
メールの送信対象者として登録した
者をいう。

（2）ユーザリスト
ユーザリストとは、ユーザの氏名およ
び電子メールアドレスのリストをいう。

（3）送信リスト
送信リストとは、ユーザリストよりメ
ールの送信先となるユーザを抽出し
て作成されたリストをいう。なお、本
規約において特に定めがない限り、送
信リストはユーザリストに含まれる
ものとする。

（4）本サービス
本サービスとは、乙が、その広告・通
知等を、甲が提供するシステムを通じ
て、テキスト形式及びHTML形式に
よるメールにより、送信リストに基づ
き、ユーザの電子メールアドレスに対
して送信する電子メール送信サービ
ス「R-Mailサービス」をいう。

（5）メッセージ
メッセージとは、メールのうちサブジ
ェクト、本文、シグニチャなど、乙が作
成可能な部分をいう。

（6）モバイルメール
モバイルメールとは、電話機（携帯電
話およびPHSを含め通話を本来の目
的とするものであって電子メールの
送受信の機能を備えたものをいう。以
下同じ。）に対して送信される電子メ
ールアドレスを送信先として登録し
たユーザに対して送信される電子メ
ールをいう。なお、本規約において特
に定めがない限り、本サービスにより
甲が送信するモバイルメールを含め
たすべての電子メールをあわせて、メ
ールという。

（7）出店規約
出店規約とは、乙に適用される楽天市
場出店規約をいう。また、出店規約に
従い甲乙間に成立した契約関係を、出
店契約という。

（8）予約送信機能
予約送信機能とは、メールの送信を開
始する日時を乙があらかじめ指定す
ることができる機能をいう。

第3条
利用申請

1.	 本サービスの利用を希望する者（以下「申
込希望者」という）は、甲が別途定める形
式に従い、甲が別途定める事項（以下「届
出事項」という）を甲に届け出た上で、甲
に対し、本サービスの利用を申請する。

2.	 利用申請は必ず本サービスを利用する申
込希望者自身が行わなければならず、代
理人による利用申請は認められない。ま
た、申込希望者は、利用申請にあたり、真
実、正確かつ最新の情報を甲に提供しな
ければならない。申込希望者自身の情報
でなかった場合や情報が真実、正確かつ
最新の情報でなかったことにより、申込
希望者に損害が発生したとしても、甲は、
一切責任を負わない。

3.	甲は、本条第1項に基づき申込希望者が、
以下のいずれかの事由に該当すると判断
した場合、利用申請を拒否することがあ
る。甲は、利用申請を拒否した場合でも、申
込希望者に対して一切責任を負わない。
（1）	本規約に違反するおそれがある場合
（2）	甲に提供された届出事項の全部又

は一部につき虚偽、誤記又は記載漏
れがあった場合

（3）過去に本サービスの利用を取り消さ
れたことがある場合

（4）	甲に対する金銭債務の支払を過去
に怠ったことがある場合

（5）	出店規約に基づきモールの出店停
止となっている場合

（6）	過去又は現在において甲又は甲の
グループ会社が定める出店規約、そ
の他の規約、ガイドライン等に違反
したことがある場合

（7）	自ら又は第三者を利用して、甲又は

甲の取引先等に対し、暴力的行為、
詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為な
どの行為をしたことがある場合

（8）	自己又はその役員ないし使用人が、
暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・
団体又はその関係者、その他反社会
的勢力（以下総称して「反社会的勢
力」という）に該当するおそれがある
場合

（9）	反社会的勢力と交流、資金・便宜の
提供、取引等を行っているおそれが
ある場合

（10）	その他甲が別途定める基準に従い
利用を不適当と認めた場合

4.	甲は、利用申請を拒否した場合でも審査
結果の理由を申込希望者に開示する義
務を負わない。また申込希望者は、その結
果に対し異議申し立てはできないものと
する。

5.	 本サービスにかかる契約は、申込希望者
が甲に対し利用申請を行い、甲が利用申
請を承認した時点で成立する（以下「本契
約」という）。

第4条
利用方法

1.	 乙は、前条の利用申請を甲が承認した後、
別表記載の条件で本サービスを利用する
ことができる。

2.	乙は、本サービスの利用にあたり、本規約
のほか、出店規約、甲が定める利用手引、
規約、ルール等の記載事項ならびに甲が
必要に応じて行う指導および指示に従う
ものとする。

第5条
メッセージの作成

1.	 乙は、甲の提供するメール作成機能を用
いて甲が別途定める方法により、甲が別
途定める期日までに、その責任と負担に
おいてメッセージを作成する。甲が別途
提供する機能により生成されるものを除
き、甲はメッセージの作成について何ら
関与せず、いかなる保証もしない。

2.	乙は、メッセージの作成にあたり、出店規
約第18条の禁止事項を遵守しなければ
ならない。

3.	乙は、メッセージの内容について、モール
上で運営する乙の店舗に係わるものに限
定しなければならず、メッセージにモー
ル以外のサイトへのリンクを張るなどの
方法によりユーザをモール以外のサイト
に誘導してはならない。

4.	乙は、甲が別途定める方法により、メッセ
ージに店舗URLと送信停止方法につい
ての案内を記載しなければならない。

5.	甲は、甲が別途定める基準に従い、メッセ
ージの内容を審査し、必要に応じてメッ
セージの修正又は再作成を求めることが
でき、乙は速やかにこれに応じるものと
する。なお、甲が乙に修正又は再作成を求
めないことをもって、メッセージの内容
が本規約に反しないことを保証するもの
ではない。

6.	 第1項又は前項に定めるメッセージの作
成又は修正若しくは再作成が遅れたこと
により、メールの送信が遅延、又はメッセ
ージの掲載の全部若しくは一部が履行不
能になった場合においても、乙はメール
配信料の減額、契約期間の延長その他の
補償を求めることはできず、メール配信
料を全額支払わなければならないものと
する。

7.	甲は、乙から提出を受けたメッセージの内
容について自らの判断により掲載に必要
な範囲で軽微な修正を行うことができる。

第6条
モバイルメールの送信

1.	 乙は、モバイルメールの送信を希望する
場合は、甲が提供するモバイルメール専
用のメール作成機能を利用してメッセー
ジを作成する。本条に定めるほか、モバイ
ルメールのメッセージについては、前条
の規定を準用する。

2.	甲は、モバイルメールその他甲が別途定
めた電子メールに関して、メール送信数、

送信文字数の制限、深夜などの時間帯に
おける送信の制限、その他の制限を設け
ることができるものとし、乙はこれに従
うものとする。

第7条
予約送信機能

1.	 乙は、予約送信機能を利用する場合には、
甲所定の方法により予約の申込を行う。な
お、予約の申込をした場合であっても、サ
ーバの状態、他の出店者の予約申込、その
他やむを得ない事情により予約を申し込
んだ日時にメール送信が行われない場合
があることを、乙はあらかじめ承諾する。

2.	甲は、サーバの混雑状況やメンテナンス
スケジュール等に応じて、予約送信機能
にて予約を受付ける日および時間帯を制
限することができる。

第8条
サービスの提供および情報の保証

1.	 甲は、メールが甲のサーバより送信リス
トに登録された電子メールアドレスに発
信されることのみを保証し、ユーザへの
最終的な到達性は保証しない。

2.	甲は、乙に事前に通知することなく、必要
に応じて本サービスの内容の追加、部分
的改廃をすることができるものとする。

第9条
ユーザ登録の依頼

乙は、甲に対し、新たなユーザの氏名および
電子メールアドレスをユーザリストに登録
することを、甲所定の方法により依頼するこ
とができる。	乙は、かかるユーザから事前
に本サービスに基づき乙がメールを送信す
ることにつき承諾を得るものとし、甲に対
し、かかる承諾を得ていることを保証する。

第10条
ユーザリストの管理

1.	 ユーザリストに関する一切の権利（所有
権、知的財産権、肖像権、パブリシティー
権等）は、全て甲に帰属し、本規約に基づ
く本サービスの利用許諾は、本規約にお
いて明確に規定されているものを除き、
本サービスに関する甲の権利の使用許諾
を意味するものではない。

2.	ユーザリストは、甲が管理するものとし、
乙には開示されないものとする。乙は、出
店契約の期間中はもちろんのことその終
了後であっても、ユーザリストに関するい
かなる権利主張も行うことができない。

3.	乙は、ユーザよりメール送信の停止また
は送信先メールアドレスの変更をするよ
う申し出を受けた場合、直ちに甲所定の
方法でユーザリストからの削除またはユ
ーザリストの変更に必要な手続を行う。

4.	乙は、ユーザリストに登録されたユーザ
の個人情報を厳重に管理し、他の出店者
を含む第三者に開示してはならない。乙
は、ユーザリストに含まれる情報を複製、
譲渡、貸与等してはならず、また、本サー
ビスの利用以外の目的で使用してはなら
ない。

第11条
送信エラーによるユーザリストの
変更・削除等

1.	 甲または甲のグループ会社（以下総称し
て「甲ら」という）がユーザに対して送信
したメール（乙が作成したメールか否か
を問わない）に関し、同一ユーザについ
て、一定の期間内に一定回数のメールの
送信エラー（送信エラーとなった理由を
問わない）があったときは、甲は、当該ユ
ーザをユーザリストから削除する。上記
の期間および回数については、甲が別途
定める。

2.	甲は、前項によりユーザリストからユー
ザを削除する場合であっても、乙に事前
または事後に通知することを要せず、削
除により乙に何らかの損害が生じた場合
であっても、何らの責任を負わない。

3.	甲は、送信エラーが発生した場合でも乙

にその旨を通知する義務を負わないもの
とし、また、送信エラーとなった理由を乙
に開示する責を負わないものとする。

第12条
ユーザによるメール送信管理・	
個人情報の変更	

1.	 甲は、ユーザに対し、メール送信の許諾お
よび停止ならびにメールアドレス等の個
人情報の変更等を一括して管理できる機
能（以下「一括管理機能」という）を提供す
る。ユーザが一括管理機能によりメール
の送信許諾、送信停止、メールアドレスの
変更等の手続を行ったときは、ユーザリ
ストが変更される。

2.	 前項のほか、ユーザがモール内または甲
らの提供する各種サービスの所定のウェ
ブサイト上で、甲らの提供するサービス
の利用に附随して個人情報の変更を行っ
た場合は、かかる変更が自動的にユーザ
リストに反映される。

3.	ユーザが前各項により個人情報の変更や
メールの送信停止等を行った場合であっ
ても、甲は乙に変更等があったことを通
知することを要しないものとし、また、変
更等の原因を乙に開示する責を負わない
ものとする。

第13条
送信リストの作成

乙は、メール送信の都度、甲所定の方法によ
り、送信リストの作成に必要な条件を設定
する。

第14条
利用期間	

1.	 本サービスの利用期間は、本契約成立後
1ヶ月とする。但し、本契約の有効期間満
了日までに、甲又は乙から本契約を終了
させる旨の書面による意思表示がない場
合には、本契約は、契約満了の日の翌日か
ら1ヶ月自動的に延長するものとし、以降
においても同様とする。

2.	 前項の規定にかかわらず、出店規約に基
づく契約が終了した場合、本契約は当然
に終了する。

3.	乙は、甲所定の方法で甲に通知すること
により、本サービスの利用を終了させる
ことができる。

第15条
メール配信料

1.	 乙は、本サービスに基づき電子メールを
送信した場合、別表に定めるメール配信
料を甲に支払うものとする。

2.	 前項に定めるメール配信料は、当月1日か
ら当月末日までに発信された（発信処理
完了時を基準とする）件数に基づき算定
し、第8条第1項に定めるユーザに未到達
のメールもメール配信料算定の対象とす
るものとする。

3.	甲は、毎月末に甲所定の方法により乙に
よる当月のメール発信件数を算定し、甲
所定の方法で乙に通知する。	乙は、甲が
算定した発信件数を確認し、これに異議
がある場合には、甲に対し、甲所定の期限
までに甲所定の方法によりその旨通知す
るものとし、この場合、甲および乙はその
後の対応について協議する。	乙が甲所
定の期限までに異議を述べなかった場合
またはメール発信件数につき甲乙の協議
が成立しなかった場合には、当該月のメ
ール発信件数は甲の算定した数字で確
定する。

4.	乙がメール配信料の支払いその他本契
約に基づく債務の支払を怠ったときは、
支払うべき期日の翌日から完済の日に至
るまで支払うべき金額に対し年利14.6
％（年365日の日割りによる）の割合によ
る遅延損害金を甲に支払う。

第16条
登録アドレス数

本サービスで保有可能なユーザリストのユ
ーザ数（以下「登録アドレス数」という）の上

限は別表記載のとおりとし、これ以上の登録
アドレス数を希望する場合には、別途定める
規定に従うものとする。

第17条
レポートサービス

1.	 甲は乙に対し、本規約に定める本サービ
スのうち甲が別途指定するものについ
て、当該本サービスの効果に関する情報
を提供するサービス（以下｢レポートサー
ビス｣という）を提供するものとする。レ
ポートサービスで提供される情報の種
類、項目、その他の具体的内容（以下「内容
等」という）は、甲が別途定めるものとす
る。

２.	レポートサービスにおいて提供される情
報は、甲所定の期間に限り閲覧できるも
のとする。

３.	甲は、甲の裁量により、レポートサービス
の内容等及びこれらの集積、評価、分析方
法並びにレポートサービスを提供するシ
ステムの機能、仕様を追加、変更又は削
除することができるものとし、甲は、これ
らの変更に関連して乙に生じた損害につ
き一切責任を負わないものとします。

４.	乙は、レポートサービスにおいて提供さ
れる情報が乙の機密情報に該当するの
みならず、甲の機密情報にも該当するこ
とを認識の上、これを楽天市場出店規約
第17条の規定に従い取り扱うものとし、
本サービス利用及びモールでの販促活
動の目的でのみ、これを利用するものと
する。

５.	甲はレポートサービスを乙に提供するに
あたり、レポートサービスの内容等の正
確性・有用性・経済性・完全性・適時性
その他の一切の保証を行わないものとす
る。

第18条
クレーム対応

1.	 乙は、メッセージの内容、その他本サービ
スに基づき送信する乙の広告掲載に関し
て、乙から甲に提供される資料が甲又は第
三者の権利を侵害しないことを保証する。

2.	乙は、メッセージの内容が消費者契約法、
不当景品類及び不当表示防止法、薬事法
その他一切の関連法令に抵触していない
ことを保証する。

3.	乙は、前二項に違反し又は本サービスの
利用に関して、ユーザとの間で紛争が生
じた場合には、自らの責任と負担におい
てこれを解決するものとし、甲に何らの
迷惑をかけないものとする。この場合、甲
に損害が生じた場合、乙はその損害を賠
償しなければならない。

第19条
サービスの停止

1.	 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当
する場合には、乙の作成したメッセージ
の削除、メールの送信停止、本サービスの
全部または一部の停止、その他の必要な
措置を取ることができる。	この場合、乙
は速やかに甲の指示に従い、改善措置を
取らなくてはならない。
（1）	メッセージの内容または形式が出店

規約第18条第1項に反するとき
（2）	出店規約第21条1項または第26条

第1項に定める事由が生じたとき
（3）	その他、出店規約、本規約、利用手

引、甲の指導・指示その他甲が定め
る規約、ルール等に違反したとき

（4）	メールを受信したユーザからメッセ
ージの内容およびメールの送信に
関して苦情が頻発したとき

（5）	その他甲が消費者保護の観点など
から本サービスの停止等の措置が
必要と判断したとき

2.	 前項に基づき乙が本サービスの停止等の
措置を受けている場合であっても、乙は、
第15条に基づくメール配信料の支払義
務を負うものとする。

第20条
商標

1.	 乙は、甲の承諾を得た上、メッセージの掲
載、その他本契約に定める目的に必要最
低限の範囲内で、甲が保有又は使用権を
有する商号、商標（登録商標に限らない）
その他甲の提供する商品又はサービスの
ブランドを表象するもの（以下「商標等」
という）を使用することができる。なお、
当該使用に関して乙は甲の指示に従うも
のとする。

2.	乙は、前項に定めに従い商標等を使用す
るにあたり、以下の各号のいずれかに該
当する使用をしてはならない。
（1）	第三者に対し、広告掲載の主体が甲

自身であるかのような誤認を与える
使用、又は与えるおそれのある使用

（2）	第三者に対し、あたかも甲が乙に対
して協賛、その他の保証をしている
かのような誤認を与える使用、又は
与えるおそれのある使用

3.	 第1項の規定にかかわらず、本契約終了
後又はその請求により、甲は理由の如何
を問わず、乙に対して商標等の使用の停
止・中止を求めることができるものとし、
乙は直ちにこれに従うものとする。

第21条
不可抗力、免責

1.	 乙は、甲のサーバ、サーバーネットワー
ク、ソフトウェア等（甲が利用する第三者
のサーバ及びソフトウェア等を含む）の
不具合、点検又は補修、天変地異、インタ
ーネット環境の不全、ストライキ、テロ、
戦争若しくは交通機関の乱れ、その他甲
の責めに帰さない事由により本サービス
の利用が不可能な場合があることを了承
し、この場合、甲に対してメール配信料の
返還、減額、契約期間の延長、及びその他
の補償を求めないものとする。

2.	甲は、本サービスが乙の特定の目的に適
合すること、期待する機能・商品的価値・
正確性・有用性を有すること、乙による
本サービスの利用が乙に適用のある法令
又は業界団体の内部規則等に適合する
こと、及び不具合が生じないことについ
て、何ら保証するものではない。

3.	甲は、甲による本サービスの提供の中断、
停止、終了、利用不能又は変更、乙が本サ
ービスに基づき取得した情報の削除又は
消失、乙の登録の抹消、本サービスの利用
による届出事項の消失又は機器の故障
若しくは損傷、その他本サービスに関し
て乙が被った損害につき、賠償する責任
を一切負わないものとする。

4.	 前三項にかかわらず、甲が乙に責任を負
う場合であっても、その賠償の範囲は乙
が被った直接かつ通常の損害に限定さ
れ、間接損害、逸失利益、派生的及び特別
損害（当該損害の発生について予見可能
性の有無を問わない）については責任を
負わないものとする。また、その損害賠償
の金額は、契約違反と直接関連するメー
ル送信に関して、乙が甲に実際に支払っ
たメール配信料の金額を上限とする。

第22条
本契約の解除・解約

1.	 甲は、乙が、以下の各号のいずれかの事由
に該当すると判断した場合は、事前に通
知又は催告することなく、本契約及び出
店契約を解除することができる。
（1）	メール配信料の支払を怠ったとき
（2）	本規約に違反した場合
（3）	法令に違反した場合
（4）	破産手続開始、民事再生手続開始、

会社更生手続開始若しくは特別清
算開始の申立を受け、又は自ら申立
をした場合

（5）	差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞
納を受けた場合

（6）	手形の不渡、手形交換所の取引停止
処分を受ける等支払停止状態に陥
った場合

（7）	行政機関から調査、照会、行政指導、
営業停止又は営業免許若しくは営
業登録の取消の処分を受けた場合

（8）	資本減少、営業の廃止、休止、変更、
又は事業の全部若しくは重要な一
部の譲渡の決議をしたとき

（9）	甲からの問いあわせその他の回答を
求める連絡に対して10日間以上応
答がない場合

（10）	その他、甲が本サービスの利用、又は
本契約の継続を適当でないと判断
した場合

2.	 前項の規定にかかわらず、甲は、乙に通知
することにより、いつでも本契約を解約
することができる。

3.	 前二項に基づき本契約が終了したことに
より、乙に損害が発生したとしても、甲
は、一切の責任を負わない。

第23条
規約変更

甲は、ウェブサイトへの告知その他甲が別途
定める方法に従って告知することにより、本
規約を変更できる。本規約変更後、乙が本サ
ービスを利用した場合には、乙は、本規約の
変更に同意したものとみなす。

第24条
その他

その他本規約で規定されていない事項に関
しては、出店規約の定めるところに従う。

以上
2015年4月1日制定

2018年5月7日　最終改定



※平均バスケット単価とは、システム利用料の課金対象となる月間における通常商品売上高÷通常商品販売件数
をいう。

4％月間の売上高のうち1,000万超の部分

6.5％

5％

月間の売上高のうち50万円以下の部分 7％

6％

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

月間の売上高のうち500万円超1,000万円以下の部分

RMS全商品モバイル対応サービスにかかるシステム利用料（税別）

5％

4％

月間の売上高のうち50万円以下の部分 5.5％

4.5％

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

月間の売上高のうち500万円超の部分

RMS全商品モバイル対応サービスにかかるシステム利用料（税別）

5％

4％

月間の売上高のうち50万円以下の部分 5.5％

4.5％

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

月間の売上高のうち500万円超の部分

RMS全商品モバイル対応サービスにかかるシステム利用料（税別）

RMS全商品モバイル対応サービスにかかるシステム利用料（税別）

月間販売額

平均
バスケット単価

百万円
迄分

3百万円
迄分

5百万円
迄分

1千万円
迄分

3千万円
迄分

3千万円
超分

0～7千円

7千円超～1.5万円

1.5万円超～2.5万円

2.5万円超～3.5万円

3.5万円超～5万円

5万円超

4.5％

 3.5％ 3.5％ 3.3％ 3.3％ 3.1％ 2.9％

 3.5％ 3.3％ 3.3％ 3.1％ 2.9％ 2.9％

 3.3％ 3.3％ 3.1％ 2.9％ 2.9％ 2.7％

 3.3％ 3.1％ 2.9％ 2.9％ 2.7％ 2.7％

 3.1％ 2.9％ 2.9％ 2.7％ 2.7％ 2.5％

 2.9％ 2.9％ 2.7％ 2.7％ 2.5％ 2.5％

2百万円
迄分

3.5％月間の売上高のうち1,000万超の部分

4.5％

3.5％

月間の売上高のうち50万円以下の部分 5％

4％

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

月間の売上高のうち500万円超の部分

システム利用料
（1）データベースシステムの利用に関するシステム利用料
販売形態（通常商品・RMS全商品モバイル対応サービス等販売形態毎に算出）ごとの月間の売上高に下記料率
を乗じた金額の合計額とする。

出店形態 商品数 月額出店料（税別）

ライト出店 5,000品目 39,800円登録可能な商品数と月額基本出店料（税別）

R-Mail利用規約

楽天市場出店規約

月間販売額

平均
バスケット単価

百万円
迄分

3百万円
迄分

5百万円
迄分

1千万円
迄分

3千万円
迄分

3千万円
超分

0～7千円

7千円超～1.5万円

1.5万円超～2.5万円

2.5万円超～3.5万円

3.5万円超～5万円

5万円超

4.0％

出店形態 商品数 月額出店料（税別）

スタンダード出店 20,000品目 50,000円

メガショップ出店 上限無し 100,000円

月間の資料請求件数合計 1件あたりの受付料

7,000件までの場合 無料

7,000件を超える場合 2円（7,000件超の部分）

資料請求受付料（税別）　※モール・RMS全商品モバイルの受付数の合計

通常商品にかかるシステム利用料（税別）

スタンダードプランおよびメガショッププラン別表

出店形態 商品数 月額出店料（税別）

プレミアムライト出店 5,000品目 39,800円

登録可能な商品数と月額基本出店料（税別）

メール配信料

R-Mail（含むモバイルメール） 0.75円/通（税別）

メール配信料

登録アドレス数制限

R-Mail（含むモバイルメール） なし

登録アドレス

通常商品にかかるシステム利用料（税別）

月間の資料請求件数合計 1件あたりの受付料

7,000件までの場合 無料

7,000件を超える場合 2円（7,000件超の部分）

資料請求受付料（税別）　※モール・RMS全商品モバイルの受付数の合計

登録可能な商品数と月額基本出店料（税別）

出店形態 商品数 月額出店料（税別）

がんばれ！プラン出店 5,000品目 19,500円

登録可能な商品数と月額基本出店料（税別）

プレミアムライトプラン別表

月間の売上高のうち海外配送分 4％

海外配送分（通常商品およびRMS全商品モバイル対応サービス）については、
上記のシステム利用料に加え、以下のシステム利用料（税別）

月間の売上高のうち海外配送分 4％

海外配送分（通常商品およびRMS全商品モバイル対応サービス）については、
上記のシステム利用料に加え、以下のシステム利用料（税別）

ライトプラン別表

がんばれ!プラン別表

 3.0％ 3.0％ 2.8％ 2.8％ 2.6％ 2.4％

 3.0％ 2.8％ 2.8％ 2.6％ 2.4％ 2.4％

 2.8％ 2.8％ 2.6％ 2.4％ 2.4％ 2.2％

 2.8％ 2.6％ 2.4％ 2.4％ 2.2％ 2.2％

 2.6％ 2.4％ 2.4％ 2.2％ 2.2％ 2.0％

 2.4％ 2.4％ 2.2％ 2.2％ 2.0％ 2.0％

2百万円
迄分

月間の売上高 0.1%

（2）モールにおける取引の安全性および利便性の向上のためのシステム利用料（税別）

月間の売上高 0.1%

（2）モールにおける取引の安全性および利便性の向上のためのシステム利用料（税別）

※海外配送分とは、国外の住所地に商品等を配送する販売等にかかるシステム利用料をいい、以下同様とします。
※海外配送分に関しては、出店規約第13条第2項の基準売上高につき、乙が商品等の販売価格に消費税を含めず

登録している場合、または消費税を減額した場合は、消費税額は基準売上高に含まれないものとし、以下同様と
します。

システム利用料
（1）データベースシステムの利用に関するシステム利用料

4.5％

3.5％

月間の売上高のうち50万円以下の部分 5％

4％

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

月間の売上高のうち500万円超の部分

システム利用料
（1）データベースシステムの利用に関するシステム利用料
販売形態（通常商品・RMS全商品モバイル対応サービス等販売形態毎に算出）ごとの月間の売上高に下記料率
を乗じた金額の合計額とする。

通常商品にかかるシステム利用料（税別）

月間の資料請求件数合計 1件あたりの受付料

7,000件までの場合 無料

7,000件を超える場合 2円（7,000件超の部分）

資料請求受付料（税別）　※モール・RMS全商品モバイルの受付数の合計

月間の売上高のうち海外配送分 4％

海外配送分（通常商品およびRMS全商品モバイル対応サービス）については、
上記のシステム利用料に加え、以下のシステム利用料（税別）

月間の売上高 0.1%

（2）モールにおける取引の安全性および利便性の向上のためのシステム利用料（税別）

6％

4.5％

月間の売上高のうち50万円以下の部分 6.5％

5.5％

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

月間の売上高のうち500万円超1,000万円以下の部分

システム利用料
（1）データベースシステムの利用に関するシステム利用料
販売形態（通常商品・RMS全商品モバイル対応サービス等販売形態毎に算出）ごとの月間の売上高に下記料率
を乗じた金額の合計額とする。

通常商品にかかるシステム利用料（税別）

月間の資料請求件数合計 1件あたりの受付料

7,000件までの場合 無料

7,000件を超える場合 2円（7,000件超の部分）

資料請求受付料（税別）　※モール・RMS全商品モバイルの受付数の合計

月間の売上高のうち海外配送分 4％

海外配送分（通常商品およびRMS全商品モバイル対応サービス）については、
上記のシステム利用料に加え、以下のシステム利用料（税別）

月間の売上高 0.1%

（2）モールにおける取引の安全性および利便性の向上のためのシステム利用料（税別）

（2017年2月20日改定）

（2017年2月20日改定）

（2017年2月20日改定）

（2017年2月20日改定）

支払区分

月6回締め

月2回締め

取扱期間 締切日 支払日

1回払い
リボルビング払い

分割払い
ボーナス一括払い

1回払い
リボルビング払い

分割払い
ボーナス一括払い

締切日

当月15日

当月末日

毎月10日

毎月25日

前月26日～10日

11日～25日

当月10日

当月15日

当月20日

当月25日

当月末日

翌月5日

毎月5日

毎月10日

毎月15日

毎月20日

毎月25日

毎月末日

1日～5日

6日～10日

11日～15日

16日～20日

21日～25日

26日～末日

商品合計金額 ※1 決済手数料（税込）※2

0円 0円

カードブランド

VISA
MasterCard
JCB

American
Express

Diners

支払区分

●1回払い　　　　　●ボーナス一括払い　　　●リボルビング払い

（2014年3月31日現在）

楽天バンク決済規約

R-Card Plus利用規約

1.カード会社
本規約第2条第6号にいうカード会社は、以下のとおりとする。

なお、各カード会社との間でのカード加盟店契約の成立に先立って、各カード会社ごとの加盟店審査があるため、

すべてのカード会社の加盟店になれるとは限らない。

　（ア）楽天カード株式会社

　（イ）株式会社ジェーシービー

　（ウ）三井住友トラストクラブ株式会社

上記以外のカード会社と乙との間で本規約に基づいて既に成立しているカード加盟店契約は、甲の判断により継

続する場合がある。

2.指定金融機関および入金方法
本規約第7条第1項第2号にいう甲の指定する金融機関および入金方法は以下のとおりとする。
なお、入金口座が指定金融機関の口座でない場合は、毎月末締め切り、翌銀行営業日に入金口座に入金する。

（1）指定金融機関 楽天銀行

（2）入金方法 1日4回取りまとめを行い、都度入金口座に入金する

※2  この決済手数料額は、乙が本規約第6条に定める振替事務の依頼を行った時点にかかわらず、甲が、2014年4
月1日以降に、第7条第1項に基づき甲所定の方法で振替事務を行う場合に適用する。

※1  商品合計金額は、商品代金、消費税、送料等の合計額（ポイントを利用して注文された場合は、当該ポイント
利用額を除く）をいう。

2.支払区分
本規約第11条にいう支払区分は、以下のとおりとする。

なお、以下の支払区分にかかわらず、カード会社の判断により利用できない場合がある。

1.決済手数料
本規約第2条第6号および第9条における決済手数料は次のとおりとする。

●1回払い　　　　　●分割払い（3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回）
●ボーナス一括払い　●リボルビング払い

●1回払い　　　　　●分割払い（3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回）
●ボーナス一括払い

支払区分 取扱期間 締切日 支払日

前月26日～10日

11日～25日

12月16日～6月15日

7月16日～11月15日

毎月10日

毎月25日

6月25日

11月25日

翌月10日

翌月25日

8月25日

翌年1月25日

1回払い

リボルビング払い

分割払い

ボーナス
一括払い

夏季

冬期

0円

1円～29,999円

30,000円～

0円

155円

257円

4.本規約第14条の2第2項のカード会社
本規約第14条の2第2項に定めるカード会社は、以下のとおりとする。

株式会社ジェーシービー、三井住友トラストクラブ株式会社

1.対象支払いサービス
本規約第2条第7号にいう対象支払いサービスは、以下のとおりとする。なお、本規約第4条第1項にいう乙が本サ

ービスにおいて選択することができる対象支払サービスの数は4つまでとし、選択することができる対象支払サー

ビスの種類は、（ア）に加え（イ）から（ク）までの7つのうちの任意の3つとする。（（ア）を選択しない場合であって

も、（イ）から（ク）の4つを選択することはできない。）

（ア）コンビニ収納代行サービス

（イ）Pay-easy収納代行サービス

（ウ）Edy サービス

（エ）iD サービス

（オ）au かんたん決済

（カ）Suica サービス

（キ）銀聯決済サービス

（ク）アリペイ決済サービス

2.代金の支払い
本規約第7条（（ク）においては、アリペイ決済サービス特約第5条第1項第4号）にいう代金の支払いは、以下のと

おりとする。

（ア）コンビニ収納代行サービス

（イ）Pay-easy収納代行サービス

（ウ）Edy サービス

（エ）iD サービス

（オ）au かんたん決済

（カ）Suica サービス

（キ）銀聯決済サービス

（ク）アリペイ決済サービス

1回

2回

3回

6回

月末

15日・末日

10日・20日・末日

  5日・10日・15日・20日・25日・末日

締め回数

支払日

締日

締め日

※顧客支払情報は各収納機関からのデータ通知の締切日到着分をもって締め切るものとする。

締日の10日後（当該日が金融機関または楽天カード株式会社が休業日の場合は

翌営業日）に支払うものとする。

楽天マルチ決済サービス利用規約

（2011年8月1日現在）

（2）乙が短期払いサービスを利用する場合
短期払いサービスの場合の売上情報の締切日及び債権譲渡代金の支払日は、以下に定める月6回締めと月2
回締めの2種類とし、乙は短期払いサービス申込みの際にいずれか一方を選択するものとする。

3.売上情報の締切日および債権譲渡代金の支払日
本規約第13条に定める売上情報の締切日、および本規約第14条第2項又は第14条の2第2項に定める債権譲渡代

金の支払日は、以下のとおりとする。

（1） 通常の場合（乙が短期払いサービスを利用しない場合）

※売上情報は締切日到着分をもって締め切るものとする。
※支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払われるものとする。

※売上情報は締切日到着分をもって締め切るものとする。
※支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払われるものとする。
※月間振込み3回目以降の振込手数料は乙の負担とする。

5.決済手数料
本規約第20条にいう決済手数料は、以下のとおりとする。

（1）通常の場合（乙が短期払いサービスを利用しない場合）

ア．カード手数料（本サービスを利用した取引の代金に以下の料率を乗じる。）

通常カード 3.60%

楽天カード 2.65%

イ．システム手数料（税別）

月額費用　3,000円

データ処理料　15円／件（キャンセル処理料：5円／件）

※当月26日から翌月25日までを集計して請求する。ただし、本サービスの利用を開始した月については、

月額費用は請求しない。

（2）乙が短期払いサービスを利用する場合

ア．カード手数料（本サービスを利用した取引の代金に以下の料率を乗じる。）

通常カード 5.25%

楽天カード 4.30%

イ．システム手数料（税別）

（1）イ．に同じ。　　

月間成果報酬原資合計額 アフィリエイト利用料率

300,000円以下 30%

300,001円～1,000,000円 25%

1,000,001円～5,000,000円 23%

5,000,001円～10,000,000円 20%

10,000,001円以上 15%

別表1アフィリエイト利用料

オプションサービス料 10,000円別表2

（2015年12月15日現在）

楽天スーパーアフィリエイト利用規約（出店者向け）

※消費税は別途ご請求申し上げます。

※消費税は別途ご請求申し上げます。

別表一覧 別表一覧
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月額固定費 3,000円（税別）

従量課金
ソーシャルメディアからアプリを経由して出店ページで顧客に購入された
商品等の基準売上高の1％

（2018年8月1日現在）

※商品ページにおいて送料を商品等の代金に含めずに登録している場合には、送料分は基準売上高から
　除外されます。

R-SNS（アール・エス・エヌ・エス）利用料
楽天S4（スーパーソーシャルショップサービス）利用料

ご提案日

広告掲載開始日の21日以前

広告掲載開始日の20日前～16日

前

有効期限

広告掲載開始日の19日

前広告掲載開始日の14

日前

第3条第1項に規定する「当社が別途定める期日」を次の通り定める。

楽天市場広告規約

基準日数（掲載開始日までの日数

）13日前

12日前

11日前

10日前

9日前

8日前

7日前

6日前

5日前

キャンセル料率

当該広告の提供価格の10%

同20%

同20%

同30%

同30%

同50%

同60%

同70%

同80%

第11条第2項に規定する「当社が別途定める料率」を次の通り定める。

（2017年1月16日現在）

3.サービス利用料
本規約第8条にいうサービス利用料は、以下のとおりとする。なお、複数サービスを利用された場合において精算手数料
は、サービス毎に関わらず振込み回数による請求とする。

（ア）コンビニ収納代行サービス

（イ）Pay-easy
         収納代行サービス 

（ウ）Edyサービス

（エ）iDサービス

（オ）auかんたん決済

（カ）Suica サービス

（キ）銀聯決済サービス

（ク）アリペイ決済サービス

（収納金額）8,000円未満                           (手数料)  200円
（収納金額）8,000円以上30,000円未満     (手数料)  　3％
（収納金額）30,000円以上                         (手数料)  900円

　2.65％

　3.6％

　6.1％

　3.6％

　3.6％

　3.6％

手数料 精算手数料

(締め回数)  1回
700円

(締め回数)  2回
1,400円

(締め回数)  3回
2,100円

(締め回数)  6回
4,200円

※利用料には別途消費税を徴収する。
※収入印紙代を別途徴収する

（2014年4月4日現在）

別表一覧
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